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　申込みに関する お問い合わせ　　練馬区公式LINE　

・指数のシミュレーション

　練馬区保育課YouTube　

申込みの流れ等を動画に
まとめています。

ができます。
・AIチャットボットに質問

　空き状況表　

原則毎月３日に更新します。
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お 問 い 合 わ せ 先 一 覧

保育園、地域型保育事業等の利用申込み 保育課 入園相談係 03-5984-5848

保育の必要性の認定、保育料　 保育課 保育認定係　 03-5984-1479

配慮を必要とするお子さまの保育
（障害児保育）

保育課  保育支援係 03-5984-1491

短期特例保育 保育課  保育サービス推進係 03-5984-1622

認証保育所

各施設へお問い合わせください。
「ねりま区内のほいく情報」をご参照ください。

保育園での一時預かり保育

幼稚園での預かり保育

病児・病後児保育

ファミリーサポート事業
（育児支えあい事業）

練馬区ファミリーサポートセンター 03-3993-4100

乳幼児一時預かり

練馬ぴよぴよ（一時預かり室） 03-6758-0142

光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） 03-5997-7763

大泉ぴよぴよ 03-3925-6716

貫井ぴよぴよ 03-3577-9823

関ぴよぴよ 03-5991-4711

夜間一時保育
（トワイライトステイ）

練馬ぴよぴよ（ひろば室） 03-3993-8200

光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） 03-5997-7763

東京都石神井学園 03-3996-4191

保育園等の新設 保育計画調整課  整備計画担当係 03-5984-4687

保育園の委託 保育計画調整課  調整担当係 03-5984-4512

保育園の民営化 保育計画調整課  計画担当係 03-5984-1219

幼稚園、認定こども園 学務課  幼稚園係 03-5984-1347

練馬こども園 こども施策企画課  こども施策担当係 03-5984-1522

令和６年10月１日現在
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質問内容 回　答

1
　無償化の対象になるためには、認定が必要とのこと
ですが、保育園の申込みをする場合も、認定の申請が
必要ですか？

　改めて申請する必要はありません。保育園等の利用申込書は、
『教育・保育給付認定申請書兼保育園等申込書』とあるように、無
償化の対象になるための認定申請が含まれています。

2 　入園した後に、何か申請は必要ですか？
　保育園等の申込みにより認定されているので、申請等は不要で
す。

3 　保育に関する費用はすべて無償となりますか？
　延長保育料や施設から実費として徴収されている費用（通園送迎
費、行事費等）は、無償化の対象外です。

質問内容 回　答

1
　申込み後、転職しました。何か提出する書類はあり
ますか？

　新しい就労先の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類
（離職票等）の提出が必要です。詳細は保育課入園相談係へお問い
合わせください（P.26、32参照）。

2
　現在、育児休業中です。４月に入園した場合、
いつまでに復職しなければなりませんか？

　入園した月の末日までに復職が必要ですので、４月30日までに
復職する必要があります。就労先によっては月の途中からの復職を
認めていない場合もありますので、復職日については、お早めに勤
務先とご相談ください。

3
　４月に入園し、４月17日に復職しました。
『復職証明書』はいつまでに出せばいいですか？

　原則、復職してから１４日以内の提出が必要になります。4月17
日に復職した場合は、５月１日までにご提出ください。
　ただし、会社の都合で書類作成に時間がかかる場合や、連休の影
響で遅れてしまう場合は、可能な限りお早めにご提出ください。
　書類の提出が遅れたとしても、入園月中の復職は必須になります
ので、ご注意ください。

4
　現在、第２子の育児休業中です。第１子だけでも入
園（転園）させたいのですが、申込みは可能ですか？

　申込みは可能ですが、育児休業中の申込みの場合は入園月中の復
職が必要となります。第２子の預け先がないことを理由に復職しな
かった場合、入園・転園（内定）が取消しまたは退園になることが
あります（Ｐ.31参照）。

5 　育児休業給付金の延長について教えてください。
　練馬区保育課では育児休業給付金の延長に関する業務を行ってお
りません。利用申込み前に就労先の担当またはハローワークへお問
い合わせください。

6
　育児短時間勤務を取得する予定で申込みを
しました。何か注意すべき点はありますか？

　育児短時間勤務を取得する場合、取得内容によって算定される指
数が異なります。
　正規（契約）の就労時間とみなして指数を算定するためには、短
縮後の就労時間が１日原則6時間以上あり、かつ、就労日数は短縮
しない必要があります（Ｐ.32参照）。条件を満たさない場合は、
短縮された就労内容で指数が算定されます。
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◆ 令和 7 年４月入園・転園 申込受付期間（詳細は P.15 をご確認ください） 

 

◆ 各月の入園・転園 申込締切日（詳細は P.15 をご確認ください） 

※ ３月は利用調整を行っておりません。 

 

◆ 令和 7 年度クラス年齢表 
 令和 7 年 4 月１日現在の年齢でクラスが決まります。年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。 

  保育園等の０歳児クラスは、入園時点での月齢（日齢）で区分します。 

（例）令和 6 年 12 月 23 日生まれの場合、令和 7 年４月入園では産休明け児ですが、翌５月入園では 100 日以上児になります。 

※ 区立保育園の保育時間は、８か月目の前日までは、８時 30 分から 17 時 00 分の間の８時間を限度としていま

す。一部の私立保育園でも、1 歳の誕生日前日までは、８時 30 分から 17 時 00 分の間の８時間を限度としていま

す。 詳細は、別冊「保育園等一覧」でご確認ください。 

クラス 生年月日 クラス 生年月日

令和3年４月２日～令和4年４月１日
（2021.４.２～2022.４.１）

令和5年４月２日～令和6年４月１日 令和2年４月２日～令和3年４月１日
（2023.４.２～2024.４.１） （2020.４.２～2021.４.１）

令和4年４月２日～令和5年４月１日 平成31年４月２日～令和2年４月１日
（2022.４.２～2023.４.１） （2019.４.２～2020.４.１）

０歳児 ０歳児早見表（下記）参照

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

入園月

R6.11

R6.12

R7. 1

R7. 2

R7. 3

R7. 4

R7. 5

R7. 6

R7. 7

R7. 8

R7. 9

R7. 10

R7. 11

R7. 12

０歳児早見表　　（ 生年月日 ）

産休明け児
（生まれた日を含めて58日以上）

１００日以上児
（生まれた日を含めて101日以上）

６か月以上児
（一部の私立保育園のみ）

８か月以上児

３月の利用調整は行いません。（令和７年３月までは、令和６年度です。）

R6.12.23　～　R7.02.03 R6.08.03　～　R6.12.22 R6.04.02　～　R6.10.02

R6.08.24　～　R6.10.05 R6.04.03　～　R6.08.23 R5.04.02　～　R6.06.02 R5.04.02　～　R6.04.02

R6.09.24　～　R6.11.05 R6.05.03　～　R6.09.23 R5.04.02　～　R6.07.02 R5.04.02　～　R6.05.02

R6.10.25　～　R6.12.06 R6.06.03　～　R6.10.24 R5.04.02　～　R6.08.02 R5.04.02　～　R6.06.02

R6.04.02　～　R6.08.02

R7.02.22　～　R7.04.05 R6.10.03　～　R7.02.21 R6.04.02　～　R6.12.02 R6.04.02　～　R6.10.02

R7.01.22　～　R7.03.05 R6.09.03　～　R7.01.21 R6.04.02　～　R6.11.02 R6.04.02　～　R6.09.02

R7.08.24　～　R7.10.05 R7.04.03　～　R7.08.23 R6.04.02　～　R7.06.02 R6.04.02　～　R7.04.02

R7.06.24　～　R7.08.05 R7.02.03　～　R7.06.23 R6.04.02　～　R7.04.02 R6.04.02　～　R7.02.02

R7.07.25　～　R7.09.05 R7.03.03　～　R7.07.24 R6.04.02　～　R7.05.02 R6.04.02　～　R7.03.02

R6.07.25　～　R6.09.05 R6.03.03　～　R6.07.24 R5.04.02　～　R6.05.02 R5.04.02　～　R6.03.02

R7.05.25　～　R7.07.06 R7.01.03　～　R7.05.24 R6.04.02　～　R7.03.02 R6.04.02　～　R7.01.02

R7.03.24　～　R7.05.05 R6.11.03　～　R7.03.23 R6.04.02　～　R7.01.02 R6.04.02　～　R6.11.02

R7.04.24　～　R7.06.05 R6.12.03　～　R7.04.23 R6.04.02　～　R7.02.02 R6.04.02　～　R6.12.02

　１次受付  令和６年10月１日（火）～ 令和６年11月８日（金）

　２次受付　 令和６年11月11日（月）～ 令和７年２月21日（金）

入園月 入園月

令和6年 11月 令和7年   6月

令和6年 12月 令和7年   7月

令和7年   1月 令和7年   8月

令和7年   2月 令和7年   9月

令和7年   4月 令和7年 10月

令和7年   5月 令和7年 11月

令和７年５月 ９日（金）令和６年 10月10日（木）

令和６年 11月 １日（金）

申込締切日 申込締切日

令和７年６月10日（火）

令和６年11月８日（金）

令和７年  ４月 10日（木）

上記を参照

令和７年７月10日（木）

令和７年 ８月 ８日（金）

令和７年 ９月10日（水）

令和７年10月10日（金）
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３ 

♦「令和６年度（前年度）版保育利用のご案内」からの変更点 

このページでは、前年度に発行した「令和 6 年度版保育利用のご案内」から大きく変更した

点を掲載しています。各項目の詳細は該当ページをご確認ください。 

 

➀➀令令和和７７年年４４月月かからら保保育育指指数数６６番番（（介介護護・・看看護護要要件件））のの適適用用条条件件がが変変更更さされれまますす  

介護・看護の実態に適した保育指数とするため、介護・看護、付添いにあたる時間が「常態」でなくても

月 48 時間以上行っている場合は適用対象となります。詳細は P.43～46をご確認ください。  

 

➁➁令令和和７７年年４４月月かからら調調整整指指数数 2255・・2266 番番（（育育児児休休業業給給付付金金加加点点））のの適適用用条条件件がが緩緩和和さされれまますす  

 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金の受給がなくても、育児休業中の方（保育園等への内定と同 

時に復職を希望する方）であれば、調整指数 25・26 番の適用対象となります（保護者の状況の類型が就労 

の場合に限る）。詳細は P.43～46をご確認ください。 

※令和７年２月利用調整までは、育児休業給付金の支給決定通知書のコピーが必要になります。 

 

➂➂令令和和７７年年４４月月１１次次入入園園申申込込みみのの締締切切日日がが 1111 月月 88 日日（（金金））ににななりりままししたた  

 オンライン申請の普及に伴い、申込締切日直前の夜間窓口を廃止します。オンライン申請の利用、および

10 月中の提出にご協力をお願いいたします。また、12月入園申込みの締切日も 11/1（金）になりました。 

 

➃➃区区立立保保育育園園障障害害児児枠枠ににつついいてて  

令和７年４月入園から区立保育園の障害児枠を拡充します。詳細は P.39～40 をご確認ください。 

 

➄➄区区立立保保育育園園ににおおけけるる配配慮慮がが必必要要なな児児童童（（障障害害児児））のの延延長長保保育育利利用用時時間間をを拡拡充充ししまますす  

令和 7年 4月 1 日から、区立委託保育園において延長保育「朝・夕①・夕②」をご利用いただけるよう 

になります。区立直営保育園は、引き続き延長保育夕①をご利用いただけます。詳細は P.35～37、および

P.39 をご確認ください。 

  

➅➅【【区区内内在在住住のの方方向向けけ】】練練馬馬区区外外保保育育園園等等をを申申しし込込むむ方方法法がが変変わわりりまますす  

転出予定のある練馬区民の方が、練馬区外の保育園等を申し込む際、希望園のある自治体へ直接申し込ん

でいただきます。転出予定のない方は練馬区を通しての申込みとなります。詳細は P.41をご確認ください。 

 

➆➆【【区区外外在在住住のの方方向向けけ】】練練馬馬区区内内保保育育園園等等をを申申しし込込むむ方方法法がが変変わわりりまますす  

練馬区へ転入予定のある方が、練馬区内の保育園等を申し込む際、練馬区へ直接申し込んでいただきます。

転入予定のない方は、お住いの自治体を通しての申込みとなります。詳細は P.42 をご確認ください。 

 

➇➇令令和和７７年年４４月月かからら育育児児休休業業給給付付金金のの支支給給対対象象期期間間延延長長手手続続ききがが変変わわりりまますす 

厚生労働省は、令和 7年 4 月から育児休業給付金の延長において、「保育利用の申込みにあたり入所保留

を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合」は、支給延長の対象にしないと公表しました。そのため、

『復職に関する申立書』を廃止し、新たに『育児休業延長許容の申出書』をご提出いただくこととしました。

この申出書の提出は入所保留を積極的に希望する旨の意思表示にはあたりません。なお、入園相談係窓口で

の申込書のコピー対応、利用調整期間中に希望園を削除する等の対応はできません。 

詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや勤務先の労務担当までお願い

いたします。 

 

➈➈区区立立保保育育園園３３園園でで令令和和７７年年４４月月かからら００歳歳児児ククララススのの受受入入れれをを休休止止ししまますす 

 光が丘第二保育園、光が丘第十一保育園、富士見台こぶし保育園の３園で、令和７年４月から０歳児クラ

スの受入れを休止します。 

※令和７年２月までは、令和７年４月に１歳児クラスに持ち上がる児童（令和５年４月２日～令和６年４月

１日生）であれば、０歳児クラスに申込みが可能です。 

４

♦♦練馬区の保育園入園制度の基本事項

このページでは基本事項を記載しております。必ずお読みください。

各項目の詳細は、該当ページをご確認ください。

ご案内は、令和 6 年 10 月時点の情報を基に編集しています。発行日以降に追加・変更とな

った情報につきましては、練馬区ホームページに随時記載いたします。お申込みの際は追加

情報を必ずご確認ください。

➊➊ 保保育育園園のの種種類類 

保保育育園園っっててどどんんなな施施設設ななのの？？ 
保育園は「認可施設」とそれ以外の「認可外の施設」の大きく２つに分かれます。

職員数や施設の広さなど、国の基準を満たした施設が「認可施設」と呼ばれます。

詳細は P.11～12「保育施設の分類」をご確認ください。

認認可可施施設設っっててどどんんなな種種類類ががああるるのの？？ 
認可施設には、主に「認可保育園」と「地域型保育事業」があり、「保育園」と聞いて一般的に

イメージされるのは、おそらく「認可保育園」です。

認可保育園は国の基準を満たし、都道府県知事に認可された施設です。認可保育園の多くは、

０歳から小学校に就学する前までの児童を保育しています。練馬区内の認可保育園には、

「区立保育園（直営園・運営業務委託園）と「私立保育園」があります。

練馬区（練馬区長）が認可した施設が「地域型保育事業」です。地域型保育事業の多くは、

０～２歳児クラスまでの児童を保育しています（受入可能年齢は園によって異なります）。

認認可可外外のの施施設設っっててどどんんなな種種類類ががああるるのの？？どどううややっってて申申込込みみすするるののかかなな？？ 
認可施設ではありませんが、保育事業を行うことを都道府県へ届け出た施設です。

その中には、東京都独自の基準を満たした「認証保育所」や、国から補助を受けて運営している

「企業主導型保育施設」などがあります。いずれの施設も認可外保育施設に関する基準に基づく指

導監督を受けています。申込みは区を通さずそれぞれの施設へ直接行います。

締切日、必要書類、保育料等は施設によって異なりますので、各施設へお問い合わせください。

※ 練馬区ホームページに、認証保育所と認可外保育施設の一覧を載せておりますのでご確認ください。

（認証保育所） （認可外保育施設）
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♦「令和６年度（前年度）版保育利用のご案内」からの変更点 

このページでは、前年度に発行した「令和 6 年度版保育利用のご案内」から大きく変更した

点を掲載しています。各項目の詳細は該当ページをご確認ください。 
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介護・看護の実態に適した保育指数とするため、介護・看護、付添いにあたる時間が「常態」でなくても
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 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金の受給がなくても、育児休業中の方（保育園等への内定と同 

時に復職を希望する方）であれば、調整指数 25・26 番の適用対象となります（保護者の状況の類型が就労 

の場合に限る）。詳細は P.43～46をご確認ください。 

※令和７年２月利用調整までは、育児休業給付金の支給決定通知書のコピーが必要になります。 

 

➂➂令令和和７７年年４４月月１１次次入入園園申申込込みみのの締締切切日日がが 1111 月月 88 日日（（金金））ににななりりままししたた  

 オンライン申請の普及に伴い、申込締切日直前の夜間窓口を廃止します。オンライン申請の利用、および

10 月中の提出にご協力をお願いいたします。また、12月入園申込みの締切日も 11/1（金）になりました。 
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令和７年４月入園から区立保育園の障害児枠を拡充します。詳細は P.39～40 をご確認ください。 

 

➄➄区区立立保保育育園園ににおおけけるる配配慮慮がが必必要要なな児児童童（（障障害害児児））のの延延長長保保育育利利用用時時間間をを拡拡充充ししまますす  

令和 7年 4月 1 日から、区立委託保育園において延長保育「朝・夕①・夕②」をご利用いただけるよう 

になります。区立直営保育園は、引き続き延長保育夕①をご利用いただけます。詳細は P.35～37、および

P.39 をご確認ください。 

  

➅➅【【区区内内在在住住のの方方向向けけ】】練練馬馬区区外外保保育育園園等等をを申申しし込込むむ方方法法がが変変わわりりまますす  

転出予定のある練馬区民の方が、練馬区外の保育園等を申し込む際、希望園のある自治体へ直接申し込ん

でいただきます。転出予定のない方は練馬区を通しての申込みとなります。詳細は P.41をご確認ください。 
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♦♦練馬区の保育園入園制度の基本事項
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「企業主導型保育施設」などがあります。いずれの施設も認可外保育施設に関する基準に基づく指

導監督を受けています。申込みは区を通さずそれぞれの施設へ直接行います。
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５ 

➋ 認認可可施施設設のの申申込込みみににつついいてて  

保保育育園園のの入入園園申申込込みみははいいつつ受受けけ付付けけてていいるるのの？？  
申込みは毎月受け付けています（3月入園の利用調整（選考）は行っていません）。 

詳しい締切日や発表日は、P.15「令和７年度入園・転園・延長保育 申込日程等」をご確認くださ

い。 

いいつつ頃頃申申込込んんだだららいいいいののかかなな？？  
12 月、1 月、2月、4月入園を除き、毎月入園月の前月 10日前後に締切日を設けています。 

詳しい締切日については、P.15「令和７年度入園・転園・延長保育 申込日程等」をご確認くださ

い。 

締切日直前は窓口が混み合います。特に 10月下旬～４月１次締切日の間は混雑が予想され、混混雑雑

時時はは 112200分分程程度度おお待待ちちいいたただだくく場場合合ももごござざいいまますす。。オオンンラライインン申申請請ででのの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいいいたた

ししまますす。。 

また、書類を提出しても不備があるケースが少なくありません。トラブルを防ぐためにも、締切日よ

り余裕をもってご提出ください。 

４４月月１１次次申申込込みみはは 1111//88（（金金））がが締締切切日日でですすがが、、1100 月月中中ににごご提提出出いいたただだけけまますすとと、、早早めめにに不不備備不不足足

等等のの連連絡絡ををすするるここととががででききまますす。。1100 月月中中のの提提出出ににごご協協力力くくだだささいい。。  

申申込込みみににははどどんんなな書書類類がが必必要要ななのの？？  
 

必要な書類は世帯によって異なります。 

詳細は P.21～24「申込みに必要な書類」にてご確認ください。 

 

また、オンライン上で必要書類を確認できるオンライン確認 

フォームがありますので、参考にしてください。 

 

書書類類ははどどんんなな方方法法でで提提出出すするるのの？？  
 4 つの提出方法があります。オンライン申請での提出にご協力をお願いいたします。  

  詳細は P.19～20「提出方法」をご確認ください。 

  

①  オオンンラライインン申申請請  

② 郵送（送付先は練馬区役所 保育課 入園相談係） 

③ 保育課窓口へ提出（練馬区役所本庁舎 10 階）  

待待ちち時時間間ななくく提提出出ががででききるる書書類類回回収収ボボッッククススもも設設置置ししてておおりりまますす。。  

 ④ 光が丘・石神井・大泉各総合福祉事務所設置の回収ボックスへ投函 

（（各各総総合合福福祉祉事事務務所所でではは回回収収ボボッッククススへへのの投投函函ののみみでですす。。  

ごご相相談談やや書書類類のの確確認認はは一一切切行行っってておおりりまませせんん。。））  

  

  

 

必要書類確認フォーム 

（（【【保保育育園園等等】】空空きき状状況況ににつついいてて）） 

 

６ 

どどここのの保保育育園園をを選選べべばばいいいいののかかなな？？家家のの近近くくににははああるるののかかなな？？  
保育園等によって受入れ可能な年齢や定員などが異なります。 

保育園等の場所や定員などについては、別冊「保育園等一覧」を必ずご確認ください。 

 また、練馬区 LINE 公式アカウントにより自宅からの距離や対象年齢、アレルギー対応等で条件を絞

って保育施設を検索することができます（他にも、保育課への質問の自動回答機能、指数のシミュ

レーション、保育課からの情報配信を行っています）。下記 2 次元コードより登録することができま

す。なお、希希望望すするる保保育育園園ににつついいててはは、、事事前前にに見見学学すするるここととををおおすすすすめめししまますす。。保育施設を見学する際

には、直接施設に連絡していただき、日程をご調整ください。 

 

  

 

 

 

どどここのの保保育育園園がが空空いいてていいるるののかかなな？？空空いいてていいなないいとと申申込込めめなないいののかかなな？？  
 認可保育園、地域型保育事業、認定こども園（2 号利用）については、毎月 3 日に練馬区ホームペ

ージにて空き状況を公開しています（1 月・2 月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12月利

用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開します）。 

 空空ききががなないい保保育育園園等等もも入入園園のの希希望望をを出出すすここととがが可可能能でですす。。申込み時点で定員を満たしている場合で

も、利用調整までに退園等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。希希望望すするる保保育育

園園等等はは通通園園ででききるる範範囲囲でで、、利利用用ししたたいい順順にに選選んんででくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

入入園園後後もも育育児児休休業業をを取取得得しし続続けけててももいいいいののかかなな？？  
育児休業を取得している（取得予定の）場合、入園が決まりましたら入園月中に復職が必要となり

ます。育児休業期間が満了でなくても、切り上げて復職していただく必要があります。 

復職されましたら、復職後 14 日以内に『復職証明書』をご提出ください。復職が確認できない場

合、入園月の翌月 1 日付けで退園になる可能性があります。 

詳細は P.31「11 育児休業を取得している（取得予定の）場合」、P.33～34「内定後・入園後の 

注意事項」をご確認ください。 

 

入入園園がが決決ままっったたけけどどししばばららくく登登園園せせずず自自宅宅でで保保育育ししててももいいいいののかかなな？？  
 内定が決まりましたら、原則入園月の 1日までに内定した保育園等で面接・健康診断を受けていた

だきます。面接・健康診断を受けていない場合や、入園月中に 1 日も登園がなかった場合、また、

入園月翌月以降 2か月以上登園しない状態が発生した場合は、内定取消しや退園となる可能性があ

ります。 

 詳細は P.13～14「申込みから利用までの流れ」、P.33～34「内定後・入園後の注意事項」をご確

認ください。 

練馬区 LINE 公式アカウント 

友だち追加はこちらから 
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５ 

➋ 認認可可施施設設のの申申込込みみににつついいてて  

保保育育園園のの入入園園申申込込みみははいいつつ受受けけ付付けけてていいるるのの？？  
申込みは毎月受け付けています（3月入園の利用調整（選考）は行っていません）。 

詳しい締切日や発表日は、P.15「令和７年度入園・転園・延長保育 申込日程等」をご確認くださ

い。 

いいつつ頃頃申申込込んんだだららいいいいののかかなな？？  
12 月、1 月、2月、4月入園を除き、毎月入園月の前月 10日前後に締切日を設けています。 

詳しい締切日については、P.15「令和７年度入園・転園・延長保育 申込日程等」をご確認くださ

い。 

締切日直前は窓口が混み合います。特に 10月下旬～４月１次締切日の間は混雑が予想され、混混雑雑

時時はは 112200分分程程度度おお待待ちちいいたただだくく場場合合ももごござざいいまますす。。オオンンラライインン申申請請ででのの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいいいたた

ししまますす。。 

また、書類を提出しても不備があるケースが少なくありません。トラブルを防ぐためにも、締切日よ

り余裕をもってご提出ください。 

４４月月１１次次申申込込みみはは 1111//88（（金金））がが締締切切日日でですすがが、、1100 月月中中ににごご提提出出いいたただだけけまますすとと、、早早めめにに不不備備不不足足

等等のの連連絡絡ををすするるここととががででききまますす。。1100 月月中中のの提提出出ににごご協協力力くくだだささいい。。  

申申込込みみににははどどんんなな書書類類がが必必要要ななのの？？  
 

必要な書類は世帯によって異なります。 

詳細は P.21～24「申込みに必要な書類」にてご確認ください。 

 

また、オンライン上で必要書類を確認できるオンライン確認 

フォームがありますので、参考にしてください。 

 

書書類類ははどどんんなな方方法法でで提提出出すするるのの？？  
 4 つの提出方法があります。オンライン申請での提出にご協力をお願いいたします。  

  詳細は P.19～20「提出方法」をご確認ください。 

  

①  オオンンラライインン申申請請  

② 郵送（送付先は練馬区役所 保育課 入園相談係） 

③ 保育課窓口へ提出（練馬区役所本庁舎 10 階）  

待待ちち時時間間ななくく提提出出ががででききるる書書類類回回収収ボボッッククススもも設設置置ししてておおりりまますす。。  

 ④ 光が丘・石神井・大泉各総合福祉事務所設置の回収ボックスへ投函 

（（各各総総合合福福祉祉事事務務所所でではは回回収収ボボッッククススへへのの投投函函ののみみでですす。。  

ごご相相談談やや書書類類のの確確認認はは一一切切行行っってておおりりまませせんん。。））  

  

  

 

必要書類確認フォーム 

（（【【保保育育園園等等】】空空きき状状況況ににつついいてて））

６

どどここのの保保育育園園をを選選べべばばいいいいののかかなな？？家家のの近近くくににははああるるののかかなな？？ 
保育園等によって受入れ可能な年齢や定員などが異なります。

保育園等の場所や定員などについては、別冊「保育園等一覧」を必ずご確認ください。

また、練馬区 LINE 公式アカウントにより自宅からの距離や対象年齢、アレルギー対応等で条件を絞

って保育施設を検索することができます（他にも、保育課への質問の自動回答機能、指数のシミュ

レーション、保育課からの情報配信を行っています）。下記 2 次元コードより登録することができま

す。なお、希希望望すするる保保育育園園ににつついいててはは、、事事前前にに見見学学すするるここととををおおすすすすめめししまますす。。保育施設を見学する際

には、直接施設に連絡していただき、日程をご調整ください。

 

どどここのの保保育育園園がが空空いいてていいるるののかかなな？？空空いいてていいなないいとと申申込込めめなないいののかかなな？？ 
認可保育園、地域型保育事業、認定こども園（2 号利用）については、毎月 3 日に練馬区ホームペ

ージにて空き状況を公開しています（1 月・2 月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12月利

用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開します）。

空空ききががなないい保保育育園園等等もも入入園園のの希希望望をを出出すすここととがが可可能能でですす。。申込み時点で定員を満たしている場合で

も、利用調整までに退園等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。希希望望すするる保保育育

園園等等はは通通園園ででききるる範範囲囲でで、、利利用用ししたたいい順順にに選選んんででくくだだささいい。。 

入入園園後後もも育育児児休休業業をを取取得得しし続続けけててももいいいいののかかなな？？ 
育児休業を取得している（取得予定の）場合、入園が決まりましたら入園月中に復職が必要となり

ます。育児休業期間が満了でなくても、切り上げて復職していただく必要があります。

復職されましたら、復職後 14 日以内に『復職証明書』をご提出ください。復職が確認できない場

合、入園月の翌月 1 日付けで退園になる可能性があります。

詳細は P.31「11 育児休業を取得している（取得予定の）場合」、P.33～34「内定後・入園後の

注意事項」をご確認ください。

入入園園がが決決ままっったたけけどどししばばららくく登登園園せせずず自自宅宅でで保保育育ししててももいいいいののかかなな？？ 
内定が決まりましたら、原則入園月の 1日までに内定した保育園等で面接・健康診断を受けていた

だきます。面接・健康診断を受けていない場合や、入園月中に 1 日も登園がなかった場合、また、

入園月翌月以降 2か月以上登園しない状態が発生した場合は、内定取消しや退園となる可能性があ

ります。

詳細は P.13～14「申込みから利用までの流れ」、P.33～34「内定後・入園後の注意事項」をご確

認ください。

練馬区 LINE 公式アカウント

友だち追加はこちらから
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７

➌➌ 認認可可施施設設のの選選考考方方法法 

申申込込みみををすすれればば必必ずず入入園園ででききるるのの？？ 
申込みをすれば必ず入園できるとは限りません。定員を上回る申込みがある場合は、保護者や世帯

の状況をもとに、優先順位をつけて入園者を決めています。

詳しい選考基準は P.43～44「練馬区保育実施基準表」をご覧ください。

保保育育指指数数とと調調整整指指数数ががああるるけけれれどどそそれれぞぞれれどどうういいううもものの？？ 
【保育指数】は、父母それぞれの状況にあてはまるものを原則として１つずつ付けます。

【調整指数】は、あてはまるものがあれば加算や減算を行います。

調整指数は世帯の状況により、１つもあてはまらない場合や、複数あてはまる場合もあります。

《例》

【保育指数】

父：就労 月 20 日勤務／１日８時間就労（休憩含む） ⇒ 「40」

母：就労 月 20 日勤務／１日８時間就労（休憩含む） ⇒ 「40」

保育指数：「40」＋「40」 ⇒ 「80」

【調整指数】

認証保育所などに児童を預けながら育児休業から復職し、就労している場合 ⇒ 「２」

同居する 65 歳未満の祖父母も保育にあたれる場合⇒「-4」

調整指数：「２」+「-4」⇒「-2」

【合計指数】

保育指数「80」＋調整指数「-2」 ⇒ 「78」

※※ LLIINNEE でで指指数数ののシシミミュュレレーーシショョンンががででききまますす。。 

○ 下記 2 次元コードから練馬区 LINE公式アカウントを「友だち」に追加してください。

  「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。

○ LINEで試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。

試算結果は参考程度にお考えください。

○ 前回の４月 1 次利用調整の入園内定者の最低指数（ボーダーライン）と、試算した指数を照

らし合わせて、保育施設を LINE で絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくもの

です。

○ LINEで絞込検索をした保育施設に入園申込みをしても、入園できることを保証するものでは

ありません。

８

合合計計指指数数がが他他のの世世帯帯とと同同じじ場場合合ははどどううななるるのの？？ 
他の世帯と指数が同一であった場合、優先事項を基に入園順位を判断します。

優先事項には、練馬区民であること、保育料の滞納がないこと、などがあります。

詳しくは P.48「同一指数世帯の優先事項」をご覧ください。

就就労労ををししてていいなないいとと申申込込みみははででききなないいのの？？ 
就労のほかにも様々な要件で保育園の入園申込みが可能です。例えば、疾病や出産、介護・看護、

求職などがあります。状況に応じて提出書類が異なります。提出書類については、P.22「保育を必

要とする状況を証明するための書類」をご確認ください。選考基準については、P.43～44「練馬区

保育実施基準表」をご覧ください。

希希望望順順位位がが高高いい園園かからら優優先先的的にに入入園園ででききるるのの？？ 
P.43～44「練馬区保育実施基準表」に従って保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から内

定します。希望順位が高いことによる優先や、選考上の有利・不利はありません。希望園は最大で 13

園まで申し込むことが可能です。通園できる範囲で、利用したい順に選んでください。

結結果果ははどどううややっってて分分かかるるのの？？ 
入園希望月によって異なります。

【5 月入園から 2 月入園の結果】

内定の場合、入園月の前月の 23 日頃にお電話でお伝えしています。あくまでも目安であり前後する

場合もあります。非内定の場合、お電話でのお伝えはありませんが、入園希望月の前月の月末に『保

育利用保留通知書』を発送します。また、利用調整（選考）の結果発表前にお問い合わせいただいて

も事前にお答えすることはできません。

【4 月 1 次入園の結果】

結果の内容に関わらず申込みの方全員に通知を郵送します。

【4 月 2 次入園の結果】

内定の場合のみ通知を郵送します。非内定の場合 3 月末日に『保育利用保留通知書』を発送します。

なお『保育利用保留通知書』は原則利用希望月の初月のみの発行となります。

例：利用希望月を 12月で提出した場合→11月末日に発送する『保育利用保留通知書』のみ発行

   ※ 4 月の『保育利用保留通知書』についても利用希望月の初月でない場合、原則発行されま

せん。特定の月または毎月必要な方は、入園相談係へご相談ください。

※ 3 月は利用調整を行わないため『保育利用保留通知書』を発行しておりません。

7

2024.09保育利用のご案内本文.indd   72024.09保育利用のご案内本文.indd   7 2024/09/06   15:562024/09/06   15:56



７

➌➌ 認認可可施施設設のの選選考考方方法法 

申申込込みみををすすれればば必必ずず入入園園ででききるるのの？？ 
申込みをすれば必ず入園できるとは限りません。定員を上回る申込みがある場合は、保護者や世帯
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《例》
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８
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就就労労ををししてていいなないいとと申申込込みみははででききなないいのの？？ 
就労のほかにも様々な要件で保育園の入園申込みが可能です。例えば、疾病や出産、介護・看護、
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結果の内容に関わらず申込みの方全員に通知を郵送します。

【4 月 2 次入園の結果】

内定の場合のみ通知を郵送します。非内定の場合 3 月末日に『保育利用保留通知書』を発送します。

なお『保育利用保留通知書』は原則利用希望月の初月のみの発行となります。

例：利用希望月を 12月で提出した場合→11月末日に発送する『保育利用保留通知書』のみ発行

   ※ 4 月の『保育利用保留通知書』についても利用希望月の初月でない場合、原則発行されま

せん。特定の月または毎月必要な方は、入園相談係へご相談ください。

※ 3 月は利用調整を行わないため『保育利用保留通知書』を発行しておりません。
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９ 

➍ オオンンラライインン申申請請ににつついいてて 

オオンンラライインン申申請請ににははどどんんななメメリリッットトががああるるのの？？  

① 24時間どこにいても申請が可能です 

来庁不要で土日や夜間でもお申込みできるため、平日忙しくて区役所に来庁することができない方

におすすめです。即時申請となるため、郵送にかかる時間を気にする必要もありません。 

② フォームに沿って入力していくだけなので、入力漏れや申請不備を防げます 

ご世帯の状況にあてはまる項目を入力し、必要書類（就労証明書、課税証明書等）をアップ 

ロードしていただければ、申請が完了します。必須項目の入力チェック機能がありますので、安心

してお申込みができます。 

③ 申請した内容を確認できます 

オンライン申請後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届きます。お申込み後でも、ご自

身の申請内容や受付日時の確認ができます。 

 

 

 

 

オオンンラライインン申申請請後後、、区区役役所所かからら連連絡絡ががななくく申申込込みみががででききてていいるるかか不不安安……。。  
申請後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届いていれば、お申込みができています。メ

ールが届かない場合は、正しく申請が完了していない可能性があります。  

オオンンラライインン申申請請でで不不備備不不足足ががああっったた場場合合ははどどううななるるのの？？  
申請内容に不備不足があった場合は、保育課入園相談係よりお電話にてご連絡させていただき 

ます。ただし、締切日間際に申請があった場合は、ご連絡が遅れる可能性があります。 

オオンンラライインン申申請請後後、、状状況況がが変変わわっってて申申請請内内容容をを変変更更ししたたいいけけどど、、どどんんなな手手続続ききがが必必
要要ななのの？？  
「申込内容変更・書類追加提出フォーム」より申請してください。必要に応じて変更後の要件 

書類（就労証明書等）をアップロードし、ご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか P.55～「よくある質問」もご確認ください。 

 

次のページより「保育利用のご案内」の本編となります。 

こちらの 2 次元コードより 

オオンンラライインン申申請請ががででききまますす⇒⇒  

 

10月中の申請にご協力をお願いします。 

 ４月１次は毎年多くの申請があります。締切日に余裕をもってご提出いただけますと

早めに不備不足等の連絡をすることができます。 
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１１－－（（１１））  保保育育のの必必要要性性のの認認定定  

保育園等の利用を希望する場合は、練馬区に「保育の必要性」の認定を申請します。申請を受けた区は客観的基

準（就労や疾病など保育を必要とする事由およびその事由により保育を必要とする時間等）に基づき、保育の必要

性を認定します（申込みに必要な書類は、Ｐ.21～24 を参照）。 

 

【【注注意意】】  

  保保育育のの必必要要性性がが認認定定さされれててもも、、必必ずずごご希希望望のの保保育育園園等等がが利利用用ででききるるわわけけででははあありりまませせんん。。  
  

□□11   認認定定のの申申請請ににつついいてて  

○ 保育園等の利用申込書は、保育の必要性の認定の申請書も兼ねています。  

○ 児童の認定区分により利用できる施設・事業が異なります。保育認定は、児童の年齢により２号と３号に  
分かれます。また、保育の必要性（事由、期間）、必要量についても認定します。 

○ 教育標準時間認定（１号）で幼稚園等を利用する時は、入園する幼稚園等で認定の申請をしてください。 
 
【保育認定の内容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 保育認定の有効期間は３年間を上限とし、２号認定は最長小学校就学前まで、３号認定は最長満３歳までと 

なります。３号認定は、満３歳以降は２号認定に切り替わります。切替えのための手続きは不要です。 
 

保育必要量 
保育標準時間 （1 日あたり最長 11 時間） 

保育短時間  （1 日あたり最長 8 時間） 

  
※※  そそれれぞぞれれのの家家庭庭のの就就労労実実態態等等にに応応じじてて、、保保育育をを利利用用ででききるる時時間間のの上上限限をを認認定定ししまますす。。実実際際のの利利用用時時間間はは施施

設設ととごご相相談談くくだだささいい。。  

  ※※  保保育育短短時時間間認認定定のの方方がが８８時時間間をを超超ええてて利利用用ししたた場場合合はは、、延延長長保保育育ととななりりまますす（（ＰＰ..3355 参参照照））。。  

□□22   教教育育・・保保育育給給付付認認定定のの有有効効期期間間ににつついいてて  

 ○ 教育・保育給付認定の有効期間は保育の利用可能期間と同じです。『教育・保育給付認定通知書』に記載さ

れた有効期間が切れる前に、必要な書類の提出がない場合は退園になります。 

 ○ 家庭の状況を確認するために、毎年 1 回、「現況調査」を行います。その際、『現況届』および保育を必要

とする状況を証明する書類（『就労証明書』等）を提出していただきます。 

書類の提出がないときは退園になる場合がありますので、必ずご提出ください。 

認定区分 児童の年齢 対象の家庭 利用できる施設・事業

1号（教育標準時間認定） ３～５歳 教育を希望する世帯 幼稚園・認定こども園

2号（保育認定） ３～５歳 保育を必要とする世帯
認可保育園・認定こども園
地域型保育事業

3号（保育認定） ０～２歳 保育を必要とする世帯
認可保育園・認定こども園
地域型保育事業

認定事由 有効期間

就労 事由による必要な期間

妊娠・出産
出産予定日の２か月前の月の初日から、出産日から起算して８週間を経過する日

の翌日が属する月の末日まで

保護者の疾病・障害

同居親族等の介護・看護

災害復旧

求職活動 ３か月間

就学 卒業または修了予定日が属する月の末日まで

その他区長が必要と認める事由 保育を必要とする期間

それぞれの事由による必要な期間
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そのほか P.55～「よくある質問」もご確認ください。 
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○ 保育園等の利用申込書は、保育の必要性の認定の申請書も兼ねています。  

○ 児童の認定区分により利用できる施設・事業が異なります。保育認定は、児童の年齢により２号と３号に  
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認定区分 児童の年齢 対象の家庭 利用できる施設・事業

1号（教育標準時間認定） ３～５歳 教育を希望する世帯 幼稚園・認定こども園

2号（保育認定） ３～５歳 保育を必要とする世帯
認可保育園・認定こども園
地域型保育事業

3号（保育認定） ０～２歳 保育を必要とする世帯
認可保育園・認定こども園
地域型保育事業

認定事由 有効期間

就労 事由による必要な期間

妊娠・出産
出産予定日の２か月前の月の初日から、出産日から起算して８週間を経過する日

の翌日が属する月の末日まで

保護者の疾病・障害

同居親族等の介護・看護

災害復旧

求職活動 ３か月間

就学 卒業または修了予定日が属する月の末日まで

その他区長が必要と認める事由 保育を必要とする期間

それぞれの事由による必要な期間
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１１－－（（２２））  保保育育施施設設のの分分類類 

各施設の詳細な情報については、別別冊冊「「保保育育園園等等一一覧覧」」を必ずお読みください。 

 

  

〇〇受受入入可可能能年年齢齢はは園園にによよりり異異ななりりまますす。。申申込込みみのの際際はは必必ずず受受入入可可能能年年齢齢ををごご確確認認くくだだささいい。。  

※受入可能年齢対象外の希望園は、利用調整の対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

○  利用者の自宅に保育者を派遣し、１対１の保育を行う事業です。
　 「一般児向け」と「障害児向け」の２種類の事業があります。
○ 「一般児向け」の基本保育時間は11時間以内です。休園日は日曜
　  日、祝休日、年末年始です。
○ 「障害児向け」は、障害や疾病などにより、個別のケアが必要で、
     集団保育が著しく困難である児童を対象としています。

居宅訪問型
保育事業

地域型
保育事業

練馬区

生まれた日を
含めて58日目

～
５歳児クラス

○  区立保育園（直営園と運営業務委託園）と私立保育園があります。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です（月齢が低いうちは保育時間の
　  限度が８８時時間間となる園もあります）。
○  延長保育を実施する園もあります。休園日は、日曜日・祝休日・
　  年末年始です。

小規模
保育事業

生まれた日を
含めて58日目

～
２歳児クラス

○  定員６～19人で、家庭的保育に近い雰囲気のもと、保育を行い
     ます（A型およびB型は、職員配置基準および保育室の面積基準
     を満たしている場合の定員は22人となることがあります）。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です（月齢が低いうちは保育時間の
     限度が８８時時間間となる施設もあります）。
○  延長保育を実施する施設もあります。休園日は、日曜日・祝休日・
     年末年始です。

家庭的
保育事業

（保育ママ）

○  定員3～５人で、家庭的な雰囲気のもと、保育を行います。
○  基本保育時間は８８時時間間以内です。
○  延長保育を実施する保育ママもいます。
○  休園日は、日曜日・祝休日・年末年始です。土土曜曜日日保保育育について
     は、各保育ママにより実施状況が異なります。そのほか、年年間間2255
        日日程程度度のの休休日日をとることがあります。
○  食物アレルギー等の対応については、一部の保育ママのみ実施して
　  います。
○  給食の提供については（P.27～28）をご参照ください。

事業所内
保育事業

○  事業所内の施設において、事業所の従業員の児童のほか、
 　 地域の保育を必要とする児童の保育を行います。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です。休園日は、日曜日・ 祝休日・
 　 年末年始です。

認可保育園

生まれた日を
含めて58日目

～
５歳児クラス

申込先 施設・事業 事業類型 対象年齢 概要

12

☆ この「保育利用のご案内」では、利用調整の対象となっている認可保育園および地域型保育事業を総称して「保育園等」と

表記しています。区立・私立の区別が必要なときは「区立保育園」「私立保育園」と表記しています。

☆ ねりま区報および練馬区ホームページにて、保育園等に関するお知らせを掲載していますので、ご覧ください。

○ 認可保育園、地域型保育事業、認定こども園（2 号利用）については、

原則毎月 3 日に練馬区ホームページにて空空きき状状況況をを公公開開 

しています（1 月・2 月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12 月

利用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開します）。

右記 2 次元コードよりアクセスが可能です。

          

私立幼稚園
３～５歳児

クラス
各施設

〇　私立幼稚園では特色を生かした運営を行います。教育や遊びについての考え方、申込み方
　　法、定員、保育料、バス送迎や給食提供の有無などは、園ごとに異なります。
〇　私立幼稚園の全園で預かり保育を実施しています。
〇　預かり保育を、通年（夏・冬・春休みも含む）で９～11時間保育を実施する私立幼稚園を
　　「練馬こども園」に認定しています。
〇　「練馬こども園」の一部の施設では、１～２歳児クラスの受入を行っています。
〇　私立幼稚園（練馬こども園を含む）への入園を希望する場合は、園に直接お申込みくださ
　　い。
※　練馬区では申込みを受け付けていません。

各施設

認可外保育施設
（認証保育所、
企業主導型保育
施設など）

○  練馬区では申込みを受け付けていません。各施設に直接お申込みください。定員、対象児童、開所時間
　  などは施設により異なります。詳細は「ねりま区内のほいく情報」をご覧のうえ、各施設へ直接お問い
     合わせください。
〇  認証保育所については、練馬区ホームページにて一覧と空き状況を公開しています。

申込先 施設・事業 対象年齢 概要

練馬区 認定こども園
（２号利用）

３～５歳児
クラス

○  教育と保育を一体的に行う施設です。教育に加え、保育の利用（２号利用）が可能です。
○  園の雰囲気や理念等を十分に理解したうえで申込みをしていただきたいという考えから、
　  事前の見学を強くおすすめしています。見学をご希望の際は、各認定こども園まで直接
     お問い合わせください。
○  保育園等とは申込方法や締切日が異なることもあります。お申込みの際は、保育課入園
　  相談係または各認定こども園へ必ずお問い合わせください。
     また、10月初旬に練馬区ホームページで募集のお知らせを公開する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　認定こども園の利用申込みについて

※  教育標準時間認定（1号）での入園をご希望の場合は、各認定こども園へ直接お問い合わ
     せください。

（私立幼稚園） （練馬こども園）

【保育園等】空き状況について

11

1
基
本
情
報

2024.09保育利用のご案内本文.indd   112024.09保育利用のご案内本文.indd   11 2024/09/06   15:562024/09/06   15:56



11 

１１－－（（２２））  保保育育施施設設のの分分類類 

各施設の詳細な情報については、別別冊冊「「保保育育園園等等一一覧覧」」を必ずお読みください。 

 

  

〇〇受受入入可可能能年年齢齢はは園園にによよりり異異ななりりまますす。。申申込込みみのの際際はは必必ずず受受入入可可能能年年齢齢ををごご確確認認くくだだささいい。。  

※受入可能年齢対象外の希望園は、利用調整の対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

○  利用者の自宅に保育者を派遣し、１対１の保育を行う事業です。
　 「一般児向け」と「障害児向け」の２種類の事業があります。
○ 「一般児向け」の基本保育時間は11時間以内です。休園日は日曜
　  日、祝休日、年末年始です。
○ 「障害児向け」は、障害や疾病などにより、個別のケアが必要で、
     集団保育が著しく困難である児童を対象としています。

居宅訪問型
保育事業

地域型
保育事業

練馬区

生まれた日を
含めて58日目

～
５歳児クラス

○  区立保育園（直営園と運営業務委託園）と私立保育園があります。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です（月齢が低いうちは保育時間の
　  限度が８８時時間間となる園もあります）。
○  延長保育を実施する園もあります。休園日は、日曜日・祝休日・
　  年末年始です。

小規模
保育事業

生まれた日を
含めて58日目

～
２歳児クラス

○  定員６～19人で、家庭的保育に近い雰囲気のもと、保育を行い
     ます（A型およびB型は、職員配置基準および保育室の面積基準
     を満たしている場合の定員は22人となることがあります）。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です（月齢が低いうちは保育時間の
     限度が８８時時間間となる施設もあります）。
○  延長保育を実施する施設もあります。休園日は、日曜日・祝休日・
     年末年始です。

家庭的
保育事業

（保育ママ）

○  定員3～５人で、家庭的な雰囲気のもと、保育を行います。
○  基本保育時間は８８時時間間以内です。
○  延長保育を実施する保育ママもいます。
○  休園日は、日曜日・祝休日・年末年始です。土土曜曜日日保保育育について
     は、各保育ママにより実施状況が異なります。そのほか、年年間間2255
        日日程程度度のの休休日日をとることがあります。
○  食物アレルギー等の対応については、一部の保育ママのみ実施して
　  います。
○  給食の提供については（P.27～28）をご参照ください。

事業所内
保育事業

○  事業所内の施設において、事業所の従業員の児童のほか、
 　 地域の保育を必要とする児童の保育を行います。
○  基本保育時間は1111時時間間以内です。休園日は、日曜日・ 祝休日・
 　 年末年始です。

認可保育園

生まれた日を
含めて58日目

～
５歳児クラス

申込先 施設・事業 事業類型 対象年齢 概要
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☆ この「保育利用のご案内」では、利用調整の対象となっている認可保育園および地域型保育事業を総称して「保育園等」と

表記しています。区立・私立の区別が必要なときは「区立保育園」「私立保育園」と表記しています。

☆ ねりま区報および練馬区ホームページにて、保育園等に関するお知らせを掲載していますので、ご覧ください。

○ 認可保育園、地域型保育事業、認定こども園（2 号利用）については、

原則毎月 3 日に練馬区ホームページにて空空きき状状況況をを公公開開 

しています（1 月・2 月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12 月

利用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開します）。

右記 2 次元コードよりアクセスが可能です。

          

私立幼稚園
３～５歳児

クラス
各施設

〇　私立幼稚園では特色を生かした運営を行います。教育や遊びについての考え方、申込み方
　　法、定員、保育料、バス送迎や給食提供の有無などは、園ごとに異なります。
〇　私立幼稚園の全園で預かり保育を実施しています。
〇　預かり保育を、通年（夏・冬・春休みも含む）で９～11時間保育を実施する私立幼稚園を
　　「練馬こども園」に認定しています。
〇　「練馬こども園」の一部の施設では、１～２歳児クラスの受入を行っています。
〇　私立幼稚園（練馬こども園を含む）への入園を希望する場合は、園に直接お申込みくださ
　　い。
※　練馬区では申込みを受け付けていません。

各施設

認可外保育施設
（認証保育所、
企業主導型保育
施設など）

○  練馬区では申込みを受け付けていません。各施設に直接お申込みください。定員、対象児童、開所時間
　  などは施設により異なります。詳細は「ねりま区内のほいく情報」をご覧のうえ、各施設へ直接お問い
     合わせください。
〇  認証保育所については、練馬区ホームページにて一覧と空き状況を公開しています。

申込先 施設・事業 対象年齢 概要

練馬区 認定こども園
（２号利用）

３～５歳児
クラス

○  教育と保育を一体的に行う施設です。教育に加え、保育の利用（２号利用）が可能です。
○  園の雰囲気や理念等を十分に理解したうえで申込みをしていただきたいという考えから、
　  事前の見学を強くおすすめしています。見学をご希望の際は、各認定こども園まで直接
     お問い合わせください。
○  保育園等とは申込方法や締切日が異なることもあります。お申込みの際は、保育課入園
　  相談係または各認定こども園へ必ずお問い合わせください。
     また、10月初旬に練馬区ホームページで募集のお知らせを公開する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　認定こども園の利用申込みについて

※  教育標準時間認定（1号）での入園をご希望の場合は、各認定こども園へ直接お問い合わ
     せください。

　　　　　　　　　　　　　　認定こども園の利用申込みについて

（私立幼稚園） （練馬こども園）

【保育園等】空き状況について
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◆令和7年4月入園の場合

具具体体的的なな流流れれとと注注意意事事項項

申申込込締締切切日日、、必必要要書書類類、、注注意意事事項項等等をを確確認認すするる
■ オンライン申請での提出にご協力をお願いします。

■ 4月1次申込みは、1100月月中中のの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。

■ 各月の申込締切日の受付時間までに受理した申込みが利用調整の対象になります（P.15～18参照）。

■ 入園月は毎月1日付け（3月入園は行いません）で、月の途中からの入園はありません。

希希望望すするる保保育育園園等等をを決決めめるる
■ 通園できる範囲で、利用したい順に選んでください（希望順位による利用調整での優先はありません）。

■ 保育園などにより、利用できる年齢や保育時間および延長保育料等が異なります。

別冊『保育園等一覧』で必ずご確認ください。

■ 希望する保育園等の見学については、各施設に直接お問い合わせください。

■ ホームページで保育園等の空き状況を掲載しています。

希望する保育園等に空きがない状況でも急遽空きが生じる場合があるため、空きの有無に関わらずお申込みください。

必必要要なな書書類類をを準準備備しし、、提提出出すするる
■ 必要書類は世帯（保護者）の状況により異なります。必ずP.21～24をご確認ください。

■ 提提出出さされれたた書書類類はは返返却却ででききまませせんん。。必必要要なな分分はは予予めめココピピーーををおお取取りりくくだだささいい。。

■ 児童の発達や健康状態に心配がある方は、保育課保育支援係で個別にご相談をお受けしています（P.39～40参照）。

■ 保育園等を利用するには、保育の必要性の認定を受けることが必要です。

提出された書類（『就労証明書』等）は、保育の必要性の認定と利用調整の審査の双方に使用します。

※ 提出書類に不備や不足がある場合、調査・確認のために家庭や職場へ電話等することがあります。

利利用用調調整整（（選選考考））

結結果果発発表表

■ 4月入園の1次利用調整のみ、利用調整の結果を全員に文書で通知します。

■ 4月入園以外の申込みで内定した場合には、入園月の前月23日頃に保育課入園相談係から原則電話で連絡します。

■ 内定の有無にかかわらず、児童ごとに保育の必要性を認定した『教育・保育給付認定通知書』を送付します。

右ページに続きます。

1100月月11日日((火火))

44
月月
入入
園園

申申
込込
みみ
開開
始始

1111月月88日日((金金))

11
次次
申申
込込
みみ
締締
切切

1111月月1111日日((月月))

22
次次
申申
込込
みみ
開開
始始

オンライン申請による10月中の

提出にご協力をお願いします

１１－－（（３３））  申申込込みみかからら利利用用ままででのの流流れれ 

13 

 

14 

面面接接・・健健康康診診断断 内内定定辞辞退退すするる場場合合
■ 内定した保育園等で、面接・健康診断を行います。 ■ 速やかに内定辞退届をご提出ください。

■ 面接・健康診断で集団生活ができないと判断された場合は 入園月1日までにご提出いただけない場合、

入園できません。 保育料が発生する恐れがあります。

■ 入園月の1日までに面接・健康診断を受けていない場合、 ■ 保育園等の内定を辞退した場合、

内定取消しになる可能性があります。 『保育利用保留通知書』を交付することはできません。

■ 内定した時点で申込みは失効します。内定を辞退し

改めて利用を希望する場合や、内定した園からの転園を

利利用用契契約約・・入入園園（（利利用用開開始始）） 希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。

■ 文書により保育料等を通知します。 ■ 12月、1月および2月入園の利用調整で内定し、

■ 保育園等と利用契約をします。 内定を辞退した場合、再度お申込みできるのは

■ 入園直後は慣れ保育を行います（P.57参照）。 4月２次利用調整からです。

■ 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに

元の勤務先に復職することが必要です（P.31参照）。

■ 入園した月に1日も登園がない場合、

入園月の翌月1日付けで退園になる可能性があります。

① 最初の利用希望月の前月最終開庁日に『保育利用保留通知書』を送付します。

通知書には申込日、利用調整対象月、希望保育園等の名称、利用を保留とする理由および申込書の有効期間が記載されます。

3月は利用調整を行っていないため、『保育利用保留通知書』の発行はできません。

通知書は原則として、利用希望月の初月のみ送付します。　※※必必ずず有有効効期期間間ををごご確確認認くくだだささいい。。

② 申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて最長で６か月後の利用調整までです（P.16参照）。

③ 申込書の有効期間内に希望保育園等に欠員が生じた場合、利用調整の対象になります。

④ 申込書の有効期間内に申込み時の状況から変更があった場合、書類の提出が必要です（P.25～26参照）。

⑤ 申込書の有効期間が経過し再度申込書を提出する場合には、改めて申込書類一式が必要です。

なお、12・１・２月入園と４月入園の利用調整について（P.15参照）は、申込締切日が他の月に比べ早くなっています。

申込みの際はご注意ください。

22月月1144日日((金金))

11
次次
結結
果果
発発
表表

22月月2211日日((金金))

22
次次
申申
込込
みみ
締締
切切

33月月1122日日((水水))

22
次次
結結
果果
発発
表表

申込者全員へ

通知発送

内定した方のみ

通知発送

内内定定のの場場合合

非非内内定定のの場場合合

内内定定後後にに、、家家庭庭ままたたはは就就労労のの状状況況がが

申申込込みみ時時とと異異ななるるここととがが判判明明ししたたととききはは、、

内内定定をを取取消消すすここととががあありりまますす。。

4月次日内定の場合には

自動的に4月二次利用調整の

対象となります

申込者全員へ

通知を送ります

内定した方のみ

通知を送ります
4月１次非内定の場合には

自動的に4月２次利用調整の

対象となります
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◆令和7年4月入園の場合

具具体体的的なな流流れれとと注注意意事事項項

申申込込締締切切日日、、必必要要書書類類、、注注意意事事項項等等をを確確認認すするる
■ オンライン申請での提出にご協力をお願いします。

■ 4月1次申込みは、1100月月中中のの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。

■ 各月の申込締切日の受付時間までに受理した申込みが利用調整の対象になります（P.15～18参照）。

■ 入園月は毎月1日付け（3月入園は行いません）で、月の途中からの入園はありません。

希希望望すするる保保育育園園等等をを決決めめるる
■ 通園できる範囲で、利用したい順に選んでください（希望順位による利用調整での優先はありません）。

■ 保育園などにより、利用できる年齢や保育時間および延長保育料等が異なります。

別冊『保育園等一覧』で必ずご確認ください。

■ 希望する保育園等の見学については、各施設に直接お問い合わせください。

■ ホームページで保育園等の空き状況を掲載しています。

希望する保育園等に空きがない状況でも急遽空きが生じる場合があるため、空きの有無に関わらずお申込みください。

必必要要なな書書類類をを準準備備しし、、提提出出すするる
■ 必要書類は世帯（保護者）の状況により異なります。必ずP.21～24をご確認ください。

■ 提提出出さされれたた書書類類はは返返却却ででききまませせんん。。必必要要なな分分はは予予めめココピピーーををおお取取りりくくだだささいい。。

■ 児童の発達や健康状態に心配がある方は、保育課保育支援係で個別にご相談をお受けしています（P.39～40参照）。

■ 保育園等を利用するには、保育の必要性の認定を受けることが必要です。

提出された書類（『就労証明書』等）は、保育の必要性の認定と利用調整の審査の双方に使用します。

※ 提出書類に不備や不足がある場合、調査・確認のために家庭や職場へ電話等することがあります。

利利用用調調整整（（選選考考））

結結果果発発表表

■ 4月入園の1次利用調整のみ、利用調整の結果を全員に文書で通知します。

■ 4月入園以外の申込みで内定した場合には、入園月の前月23日頃に保育課入園相談係から原則電話で連絡します。

■ 内定の有無にかかわらず、児童ごとに保育の必要性を認定した『教育・保育給付認定通知書』を送付します。

右ページに続きます。

1100月月11日日((火火))

44
月月
入入
園園

申申
込込
みみ
開開
始始

1111月月88日日((金金))

11
次次
申申
込込
みみ
締締
切切

1111月月1111日日((月月))

22
次次
申申
込込
みみ
開開
始始

オンライン申請による10月中の

提出にご協力をお願いします

１１－－（（３３））  申申込込みみかからら利利用用ままででのの流流れれ 
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面面接接・・健健康康診診断断 内内定定辞辞退退すするる場場合合
■ 内定した保育園等で、面接・健康診断を行います。 ■ 速やかに内定辞退届をご提出ください。

■ 面接・健康診断で集団生活ができないと判断された場合は 入園月1日までにご提出いただけない場合、

入園できません。 保育料が発生する恐れがあります。

■ 入園月の1日までに面接・健康診断を受けていない場合、 ■ 保育園等の内定を辞退した場合、

内定取消しになる可能性があります。 『保育利用保留通知書』を交付することはできません。

■ 内定した時点で申込みは失効します。内定を辞退し

改めて利用を希望する場合や、内定した園からの転園を

利利用用契契約約・・入入園園（（利利用用開開始始）） 希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。

■ 文書により保育料等を通知します。 ■ 12月、1月および2月入園の利用調整で内定し、

■ 保育園等と利用契約をします。 内定を辞退した場合、再度お申込みできるのは

■ 入園直後は慣れ保育を行います（P.57参照）。 4月２次利用調整からです。

■ 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに

元の勤務先に復職することが必要です（P.31参照）。

■ 入園した月に1日も登園がない場合、

入園月の翌月1日付けで退園になる可能性があります。

① 最初の利用希望月の前月最終開庁日に『保育利用保留通知書』を送付します。

通知書には申込日、利用調整対象月、希望保育園等の名称、利用を保留とする理由および申込書の有効期間が記載されます。

3月は利用調整を行っていないため、『保育利用保留通知書』の発行はできません。

通知書は原則として、利用希望月の初月のみ送付します。　※※必必ずず有有効効期期間間ををごご確確認認くくだだささいい。。

② 申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて最長で６か月後の利用調整までです（P.16参照）。

③ 申込書の有効期間内に希望保育園等に欠員が生じた場合、利用調整の対象になります。

④ 申込書の有効期間内に申込み時の状況から変更があった場合、書類の提出が必要です（P.25～26参照）。

⑤ 申込書の有効期間が経過し再度申込書を提出する場合には、改めて申込書類一式が必要です。

なお、12・１・２月入園と４月入園の利用調整について（P.15参照）は、申込締切日が他の月に比べ早くなっています。

申込みの際はご注意ください。

22月月1144日日((金金))

11
次次
結結
果果
発発
表表

22月月2211日日((金金))

22
次次
申申
込込
みみ
締締
切切

33月月1122日日((水水))

22
次次
結結
果果
発発
表表

申込者全員へ

通知発送

内定した方のみ

通知発送

内内定定のの場場合合

非非内内定定のの場場合合

内内定定後後にに、、家家庭庭ままたたはは就就労労のの状状況況がが

申申込込みみ時時とと異異ななるるここととがが判判明明ししたたととききはは、、

内内定定をを取取消消すすここととががあありりまますす。。

4月次日内定の場合には

自動的に4月二次利用調整の

対象となります

申込者全員へ

通知を送ります

内定した方のみ

通知を送ります
4月１次非内定の場合には

自動的に4月２次利用調整の

対象となります
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１１－－（（４４））練練馬馬区区  令令和和７７年年度度  入入園園・・転転園園・・延延長長保保育育  申申込込日日程程等等  

◆◆  令令和和 77 年年４４月月入入園園のの申申込込締締切切日日  

  

◆◆  令令和和 77 年年４４月月１１次次  出出生生前前児児童童のの入入園園仮仮申申込込みみににつついいてて  

◆◆  各各月月のの申申込込締締切切日日  （（申申込込締締切切日日のの 1177 時時 1155 分分ままででにに受受理理ししたたももののがが有有効効でですす））  

原原則則締締切切日日必必着着でですすがが、、  11 月月、、22 月月、、44 月月 11 次次のの申申込込みみにに限限りり、、締締切切日日前前日日（（1111 月月 77 日日））ままででのの消消印印がが  

有有効効ととななりりまますす。。  

 

※１ 締切日が令和 6 年 12 月 20 日（金）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締切日が異なる場合があり

ますのでご注意ください。 

※２ ４月１次利用調整後、欠員があった場合に 2 次利用調整を行います。２２次次利利用用調調整整後後もも、、内内定定辞辞退退等等にによよ

りり欠欠員員がが生生じじたた場場合合、、追追加加利利用用調調整整をを行行ううここととががあありりまますす。。  

※３ 締切日が令和 6 年 12 月 10 日（火）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみ（（２２月月入入園園のの産産明明けけ児児童童））ののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締

切日が異なる場合がありますのでご注意ください。 

15 

 

令和 7 年４月１次利用調整において、令令和和 66 年年 1122 月月 99 日日以以降降にに生生ままれれるる予予定定のの児児童童は、出出生生前前  

にに仮仮申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。12 月 20 日（金）まで※※11 に仮申込みを済ませ、出生後速やかに 

本申込みを行ってください。出生前申込みを実施するのは、４月１次利用調整のみとなります。 

詳詳細細はは、、PP..1177～～1188 ををごご確確認認くくだだささいい。。 

 

入入園園月月

令和6年 11月 令和6年 12月

令和7年　３月

令和7年　４月 令和7年  ８月

令和7年　５月 令和7年  ９月

令和7年　６月 令和7年 10月

令和7年　７月 令和7年 11月

申申込込締締切切日日

令和７年４月10日（木）

令和７年５月  9日（金）

令和７年６月10日（火）

令和７年 ７月10日（木）

令和７年 ８月 ８日（金）

令和８年 ９月10日（水）

令和７年10月10日（金）

上上記記をを参参照照

利利用用調調整整はは行行いいまませせんん　　

令和7年　１月
令和7年　２月

　　　　令令和和66年年  1111月月８８日日  （（金金））　　

　◎  令和6年10月25日以降に生まれた児童で、2月入園の産休明け保育の申込期間は、
　　  生まれた日から令和6年12月10日（火）までです。※3
  ※  1月・2月は、障害児保育の利用調整は行いません。
  ※  令和6年12月、令和7年1月または2月に入園した児童が転園を希望する場合は、
　　  4月2次利用調整から申込みできます。

令和6年 11月１日 （金）　　 令和6年 10月10日 （木）　

　１次受付

　　  令令和和66年年1100月月１１日日（（火火））～～令令和和66年年1111月月８８日日（（金金））

◎　令和６年10月25日から12月8日までに生まれた児童の申込期間は、
　　生まれた日から令和６年12月20日（金）17時15分※1までです。
◎　令和６年12月9日以降に生まれる予定の児童の仮申込期間は、
　　令和６年10月1日（火）から12月20日（金）17時15分※1までです。

　１次内定発表  令和7年　2月14日（金）　　利用調整対象者全員へ通知発送

　２次受付　※2  令和6年 11月11日（月）～ 令和7年 2月21日（金）　17時15分まで

　２次内定発表  令和7年   3月12日（水）　　内定した方にのみ通知発送

 

○ 令和 7 年 12 月入園以降の日程は、令和 7 年秋に発行予定の、令和 8 年度「保育利用のご案内」に掲載しま

す。  

○  ２月入園の利用調整後（１月下旬頃）、５歳児クラスに限り、２月または３月入園の申込みを受け付ける場合

があります。ご希望の方は、保育課入園相談係へご相談ください。  

 

有有効効期期間間早早見見表表（（参参考考））    

○ 申込書の有効期間は、申申込込日日のの翌翌月月かからら数数ええてて最最長長でで６６かか月月後後のの利利用用調調整整ままででです。入園希望月から数えて

ではありませんのでご注意ください。ただし４月１次にかかる申込みをした方は、有効期間は４月２次までに

なります。 

○ 有効期間の翌月以降も継続して入園を希望する場合は、有効期間の翌月の申込締切日までに再度申込みをし

ていただく必要があります。その際には、改めて申込書類一式が必要です。なお、12・1・2 月入園および 

4 月入園の利用調整については、申込締切日が他の月に比べ早くなっていますのでご注意ください。 

○ 申込書類一式の提出がなければ有効期間は変更されません。『『保保育育園園等等利利用用申申込込内内容容変変更更届届』』をを提提出出さされれててもも、、

有有効効期期間間はは変変更更さされれまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。  

○ 各総合福祉事務所に提出した場合は、各総合福祉事務所で受理した日付が申込日となります。 

 

 

※１ 郵送でご提出の場合は、保育課入園相談係                                                              

での受理日が申込日となります。 

 

※2 ３月入園の利用調整は行っていません。 

（例）令和 6 年９月 20 日に申込書を提出した場合、 

令和 7 年３月は利用調整が行われないため、 

令和 7 年 2 月入園までの有効期間となります。 

 

※3   44 月月１１次次ににかかかかるる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期間間はは                       

４４月月２２次次ままででととななりりまますす。。44 月月 22 次次以以降降のの申申込込みみ        

ををすするる場場合合のの有有効効期期間間はは、、申申込込日日のの翌翌月月かからら 66 かか月月  

後後のの利利用用調調整整ままでででですす。。  

 

◆◆  不不足足書書類類提提出出のの締締切切日日  

  1 月、２月、４月 1 次入園申込みにおいて、申込締切日とは別に不足書類提出の締切日を設けています。 

 

※ 希望園変更、きょうだい組合せ変更、不承諾希望から入園希望への変更の締切日は、11 月 8 日（金）です。 

○ 申込締切日以降に発生した変更に基づく書類は対象ではありません。 

○ 不足書類の提出は各締切日必着です。不備等があり締切日に間に合わない場合や締切日翌日以降に届いた場

合は、次の利用調整から反映になります。お早めにご提出ください。 

 

 

入入園園月月 不不足足書書類類のの締締切切日日 申申込込締締切切日日　　※※

　　令和７年１月 令和６年11月29日（金）

　　令和７年２月

　　令和７年４月１次
令和６年12月 ６日（金）

令和６年11月８日（金）

申申込込日日※1 有有効効期期間間

  1月1～31日   7月入園まで

  2月1～28日   8月入園まで

  3月1～31日   9月入園まで

  4月1～30日 10月入園まで

  5月1～31日 11月入園まで

  6月1～30日 12月入園まで

  7月1～31日   1月入園まで

  8月1～31日   2月入園まで

  9月1～30日 　　2月入園まで  ※2

10月1～31日

11月1～30日

12月1～31日

　4月入園まで  ※3 
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１１－－（（４４））練練馬馬区区  令令和和７７年年度度  入入園園・・転転園園・・延延長長保保育育  申申込込日日程程等等  

◆◆  令令和和 77 年年４４月月入入園園のの申申込込締締切切日日  

  

◆◆  令令和和 77 年年４４月月１１次次  出出生生前前児児童童のの入入園園仮仮申申込込みみににつついいてて  

◆◆  各各月月のの申申込込締締切切日日  （（申申込込締締切切日日のの 1177 時時 1155 分分ままででにに受受理理ししたたももののがが有有効効でですす））  

原原則則締締切切日日必必着着でですすがが、、  11 月月、、22 月月、、44 月月 11 次次のの申申込込みみにに限限りり、、締締切切日日前前日日（（1111 月月 77 日日））ままででのの消消印印がが  

有有効効ととななりりまますす。。  

 

※１ 締切日が令和 6 年 12 月 20 日（金）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締切日が異なる場合があり

ますのでご注意ください。 

※２ ４月１次利用調整後、欠員があった場合に 2 次利用調整を行います。２２次次利利用用調調整整後後もも、、内内定定辞辞退退等等にによよ

りり欠欠員員がが生生じじたた場場合合、、追追加加利利用用調調整整をを行行ううここととががあありりまますす。。  

※３ 締切日が令和 6 年 12 月 10 日（火）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみ（（２２月月入入園園のの産産明明けけ児児童童））ののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締

切日が異なる場合がありますのでご注意ください。 

15 

 

令和 7 年４月１次利用調整において、令令和和 66 年年 1122 月月 99 日日以以降降にに生生ままれれるる予予定定のの児児童童は、出出生生前前  

にに仮仮申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。12 月 20 日（金）まで※※11 に仮申込みを済ませ、出生後速やかに 

本申込みを行ってください。出生前申込みを実施するのは、４月１次利用調整のみとなります。 

詳詳細細はは、、PP..1177～～1188 ををごご確確認認くくだだささいい。。 

 

入入園園月月

令和6年 11月 令和6年 12月

令和7年　３月

令和7年　４月 令和7年  ８月

令和7年　５月 令和7年  ９月

令和7年　６月 令和7年 10月

令和7年　７月 令和7年 11月

申申込込締締切切日日

令和７年４月10日（木）

令和７年５月  9日（金）

令和７年６月10日（火）

令和７年 ７月10日（木）

令和７年 ８月 ８日（金）

令和８年 ９月10日（水）

令和７年10月10日（金）

上上記記をを参参照照

利利用用調調整整はは行行いいまませせんん　　

令和7年　１月
令和7年　２月

　　　　令令和和66年年  1111月月８８日日  （（金金））　　

　◎  令和6年10月25日以降に生まれた児童で、2月入園の産休明け保育の申込期間は、
　　  生まれた日から令和6年12月10日（火）までです。※3
  ※  1月・2月は、障害児保育の利用調整は行いません。
  ※  令和6年12月、令和7年1月または2月に入園した児童が転園を希望する場合は、
　　  4月2次利用調整から申込みできます。

令和6年 11月１日 （金）　　 令和6年 10月10日 （木）　

　１次受付

　　  令令和和66年年1100月月１１日日（（火火））～～令令和和66年年1111月月８８日日（（金金））

◎　令和６年10月25日から12月8日までに生まれた児童の申込期間は、
　　生まれた日から令和６年12月20日（金）17時15分※1までです。
◎　令和６年12月9日以降に生まれる予定の児童の仮申込期間は、
　　令和６年10月1日（火）から12月20日（金）17時15分※1までです。

　１次内定発表  令和7年　2月14日（金）　　利用調整対象者全員へ通知発送

　２次受付　※2  令和6年 11月11日（月）～ 令和7年 2月21日（金）　17時15分まで

　２次内定発表  令和7年   3月12日（水）　　内定した方にのみ通知発送

 

○ 令和 7 年 12 月入園以降の日程は、令和 7 年秋に発行予定の、令和 8 年度「保育利用のご案内」に掲載しま

す。  

○  ２月入園の利用調整後（１月下旬頃）、５歳児クラスに限り、２月または３月入園の申込みを受け付ける場合

があります。ご希望の方は、保育課入園相談係へご相談ください。  

 

有有効効期期間間早早見見表表（（参参考考））    

○ 申込書の有効期間は、申申込込日日のの翌翌月月かからら数数ええてて最最長長でで６６かか月月後後のの利利用用調調整整ままででです。入園希望月から数えて

ではありませんのでご注意ください。ただし４月１次にかかる申込みをした方は、有効期間は４月２次までに

なります。 

○ 有効期間の翌月以降も継続して入園を希望する場合は、有効期間の翌月の申込締切日までに再度申込みをし

ていただく必要があります。その際には、改めて申込書類一式が必要です。なお、12・1・2 月入園および 

4 月入園の利用調整については、申込締切日が他の月に比べ早くなっていますのでご注意ください。 

○ 申込書類一式の提出がなければ有効期間は変更されません。『『保保育育園園等等利利用用申申込込内内容容変変更更届届』』をを提提出出さされれててもも、、

有有効効期期間間はは変変更更さされれまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。  

○ 各総合福祉事務所に提出した場合は、各総合福祉事務所で受理した日付が申込日となります。 

 

 

※１ 郵送でご提出の場合は、保育課入園相談係                                                              

での受理日が申込日となります。 

 

※2 ３月入園の利用調整は行っていません。 

（例）令和 6 年９月 20 日に申込書を提出した場合、 

令和 7 年３月は利用調整が行われないため、 

令和 7 年 2 月入園までの有効期間となります。 

 

※3   44 月月１１次次ににかかかかるる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期間間はは                       

４４月月２２次次ままででととななりりまますす。。44 月月 22 次次以以降降のの申申込込みみ        

ををすするる場場合合のの有有効効期期間間はは、、申申込込日日のの翌翌月月かからら 66 かか月月  

後後のの利利用用調調整整ままでででですす。。  

 

◆◆  不不足足書書類類提提出出のの締締切切日日  

  1 月、２月、４月 1 次入園申込みにおいて、申込締切日とは別に不足書類提出の締切日を設けています。 

 

※ 希望園変更、きょうだい組合せ変更、不承諾希望から入園希望への変更の締切日は、11 月 8 日（金）です。 

○ 申込締切日以降に発生した変更に基づく書類は対象ではありません。 

○ 不足書類の提出は各締切日必着です。不備等があり締切日に間に合わない場合や締切日翌日以降に届いた場

合は、次の利用調整から反映になります。お早めにご提出ください。 

 

 

入入園園月月 不不足足書書類類のの締締切切日日 申申込込締締切切日日　　※※

　　令和７年１月 令和６年11月29日（金）

　　令和７年２月

　　令和７年４月１次
令和６年12月 ６日（金）

令和６年11月８日（金）

申申込込日日※1 有有効効期期間間

  1月1～31日   7月入園まで

  2月1～28日   8月入園まで

  3月1～31日   9月入園まで

  4月1～30日 10月入園まで

  5月1～31日 11月入園まで

  6月1～30日 12月入園まで

  7月1～31日   1月入園まで

  8月1～31日   2月入園まで

  9月1～30日 　　2月入園まで  ※2

10月1～31日

11月1～30日

12月1～31日

　4月入園まで  ※3 
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１１－－（（５５））  産産休休明明けけ児児((００歳歳児児ククララスス))出出生生前前仮仮申申込込みみににつついいてて  

出出生生前前仮仮申申込込みみととはは  

○ 出出生生前前のの仮仮申申込込みみはは、、44 月月入入園園のの 11 次次利利用用調調整整のの申申込込みみにに限限っっててのの制制度度でですす。。4 月２次、5 月～翌年 2 月

入園の申込みは、出生後の通常の申込みとなります。 

○ 産休明け保育は、入園月 1 日時点で生まれた日を含めて 58 日目からの児童が対象です（令和 7 年 4 月入

園の場合、令和 6 年 12 月 23 日～令和 7 年 2 月 3 日生まれの児童が対象です）。 

★★  出出生生前前のの仮仮申申込込みみををししたた場場合合、、必必ずず本本申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。  

本本申申込込みみのの提提出出期期限限はは令令和和 77 年年 22 月月 66 日日（（木木））必必着着でですす。。  

出出生生後後速速ややかかにに本本申申込込みみをを行行っっててくくだだささいい。。  

本本申申込込みみににつついいてて  

★ 出出生生後後にに本本申申込込みみががなないい場場合合、、仮仮申申込込みみはは無無効効ににななりりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  

本申込みを希望しない場合は、必ず令和 7 年 2 月 6 日(木)までに保育課入園相談係へご連絡ください。  

○  仮仮申申込込みみををししたた児児童童にに配配慮慮がが必必要要ででああるるとと診診断断さされれたた場場合合はは、、事事前前保保育育でで児児童童のの状状況況がが確確認認ででききなないいたためめ、、

４４月月入入園園ががででききまませせんん。。５５月月かからら再再度度申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。必必要要書書類類等等ににつついいてて PP..3399～～4400 ををごご確確認認  

くくだだささいい。。  

〇  本本申申込込みみにに必必要要なな書書類類はは、、保保育育課課窓窓口口ににてておお申申込込みみのの場場合合ははそそのの場場ででおお渡渡しししし、、そそのの他他のの方方法法ででおお申申込込みみのの

場場合合はは郵郵送送いいたたししまますす。。  

○ 2 月 6 日（木）を過ぎてから、2 月 21 日（金）までに本申込みをした場合、4 月 1 次利用調整の対象には

ならず、4 月 2 次利用調整からの対象になります。 

○  保保育育課課入入園園相相談談係係かからら出出生生のの確確認認等等はは行行いいまませせんんののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが有有効効ととななるる場場合合（（①①、、②②ととももににああててははままるるここととがが必必要要））  

➀令和 7 年 2 月 3 日（月）までに出生していること。 

➁出生前の仮申込みの締切日までに仮申込みをしてあり、令和 7 年 2 月 6 日（木）17 時 15 分までに 

必要書類を添えて本申込みをしていること。 

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが有有効効ととななららなないい場場合合  

①① 令令和和 77 年年 22 月月 33 日日（（月月））ままででにに出出生生ししたたがが、、令令和和 77 年年 22 月月 66 日日（（木木））ままででにに  

本本申申込込みみををししてていいなないい場場合合  

②② 令令和和 77 年年 22 月月 44 日日（（火火））以以降降にに生生ままれれたた場場合合  

  

※ 仮申込みをしていても、4 月の利用調整対象にはなりません（入園時点で産休明け保育の対象日齢に達しな

いため）。 

※ きょうだいで申込みの場合、きょうだいの組合せは出生前仮申込みをした児童が 2 月 3 日（月）までに出生

すると仮定して利用調整を行います。組合せの変更はできません。 

※ 5 月以降の入園を希望する場合は、保育課入園相談係へご相談ください。 

 

 

17 

出出生生前前のの仮仮申申込込みみのの締締切切日日  

【【締締切切日日】】令令和和 66 年年 1122 月月 2200 日日（（金金））1177 時時 1155 分分  

 

※１ 当初の出産予定日が 12 月 8 日までであり、実際の出産が 12 月 9 日以降になる場合（見込みを含む）は、

保育課入園相談係へご相談ください。 

※２ 出産予定日が令和 7 年 2 月 4 日以降であっても、2 月 3 日までに生まれた場合は、4 月入園の利用調整の

対象となります。4 月から保育園等の利用を希望するときは、上記の申込締切日までに必ず仮申込みをして

ください。 

※３ 締切日が令和 6 年 12 月 20 日（金）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締切日が異なる場合がありま

すのでご注意ください。 

仮仮申申込込みみにに必必要要なな書書類類  

・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①、②、④ 

（出生予定児童以外のきょうだいも申し込む場合は、該当する児童の③児童の状況 No.1・No.2 が必要です） 

・保育を必要とする状況を証明するための書類（『就労証明書』等 P.22 参照） 

・母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー 

・『出生前仮申込みに関する同意書』 

※ 練馬区ホームページからのダウンロードまたは入園相談係窓口で配布しています。 

 ・その他、世帯の状況に応じて必要な書類（P.23～24 参照） 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生前の仮申込み 出生後の申込み(通常の申込み)

出出産産予予定定日日がが
1122月月88日日ままでで
※※11

出生前の仮申込みはできません。

10月24日までに生まれた児童の
申込締切日は1111月月88日日((金金))ままでで
10月25日～12月8日生まれの児童の
申込締切日は1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで  ※※33

出出産産予予定定日日がが
1122月月99日日以以降降
※※22

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが必必要要でですす。。
仮申込みの締切日は
1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで

12月20日までに生まれた場合には通常の申込みで
も受け付けできます。
申込締切日は1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで  ※※33
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１１－－（（５５））  産産休休明明けけ児児((００歳歳児児ククララスス))出出生生前前仮仮申申込込みみににつついいてて  

出出生生前前仮仮申申込込みみととはは  

○ 出出生生前前のの仮仮申申込込みみはは、、44 月月入入園園のの 11 次次利利用用調調整整のの申申込込みみにに限限っっててのの制制度度でですす。。4 月２次、5 月～翌年 2 月

入園の申込みは、出生後の通常の申込みとなります。 

○ 産休明け保育は、入園月 1 日時点で生まれた日を含めて 58 日目からの児童が対象です（令和 7 年 4 月入

園の場合、令和 6 年 12 月 23 日～令和 7 年 2 月 3 日生まれの児童が対象です）。 

★★  出出生生前前のの仮仮申申込込みみををししたた場場合合、、必必ずず本本申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。  

本本申申込込みみのの提提出出期期限限はは令令和和 77 年年 22 月月 66 日日（（木木））必必着着でですす。。  

出出生生後後速速ややかかにに本本申申込込みみをを行行っっててくくだだささいい。。  

本本申申込込みみににつついいてて  

★ 出出生生後後にに本本申申込込みみががなないい場場合合、、仮仮申申込込みみはは無無効効ににななりりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  

本申込みを希望しない場合は、必ず令和 7 年 2 月 6 日(木)までに保育課入園相談係へご連絡ください。  

○  仮仮申申込込みみををししたた児児童童にに配配慮慮がが必必要要ででああるるとと診診断断さされれたた場場合合はは、、事事前前保保育育でで児児童童のの状状況況がが確確認認ででききなないいたためめ、、

４４月月入入園園ががででききまませせんん。。５５月月かからら再再度度申申込込みみがが必必要要ににななりりまますす。。必必要要書書類類等等ににつついいてて PP..3399～～4400 ををごご確確認認  

くくだだささいい。。  

〇  本本申申込込みみにに必必要要なな書書類類はは、、保保育育課課窓窓口口ににてておお申申込込みみのの場場合合ははそそのの場場ででおお渡渡しししし、、そそのの他他のの方方法法ででおお申申込込みみのの

場場合合はは郵郵送送いいたたししまますす。。  

○ 2 月 6 日（木）を過ぎてから、2 月 21 日（金）までに本申込みをした場合、4 月 1 次利用調整の対象には

ならず、4 月 2 次利用調整からの対象になります。 

○  保保育育課課入入園園相相談談係係かからら出出生生のの確確認認等等はは行行いいまませせんんののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが有有効効ととななるる場場合合（（①①、、②②ととももににああててははままるるここととがが必必要要））  

➀令和 7 年 2 月 3 日（月）までに出生していること。 

➁出生前の仮申込みの締切日までに仮申込みをしてあり、令和 7 年 2 月 6 日（木）17 時 15 分までに 

必要書類を添えて本申込みをしていること。 

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが有有効効ととななららなないい場場合合  

①① 令令和和 77 年年 22 月月 33 日日（（月月））ままででにに出出生生ししたたがが、、令令和和 77 年年 22 月月 66 日日（（木木））ままででにに  

本本申申込込みみををししてていいなないい場場合合  

②② 令令和和 77 年年 22 月月 44 日日（（火火））以以降降にに生生ままれれたた場場合合  

  

※ 仮申込みをしていても、4 月の利用調整対象にはなりません（入園時点で産休明け保育の対象日齢に達しな

いため）。 

※ きょうだいで申込みの場合、きょうだいの組合せは出生前仮申込みをした児童が 2 月 3 日（月）までに出生

すると仮定して利用調整を行います。組合せの変更はできません。 

※ 5 月以降の入園を希望する場合は、保育課入園相談係へご相談ください。 
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出出生生前前のの仮仮申申込込みみのの締締切切日日  

【【締締切切日日】】令令和和 66 年年 1122 月月 2200 日日（（金金））1177 時時 1155 分分  

 

※１ 当初の出産予定日が 12 月 8 日までであり、実際の出産が 12 月 9 日以降になる場合（見込みを含む）は、

保育課入園相談係へご相談ください。 

※２ 出産予定日が令和 7 年 2 月 4 日以降であっても、2 月 3 日までに生まれた場合は、4 月入園の利用調整の

対象となります。4 月から保育園等の利用を希望するときは、上記の申込締切日までに必ず仮申込みをして

ください。 

※３ 締切日が令和 6 年 12 月 20 日（金）となるのは、お生まれ（出産予定日）が令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））

以以降降のの児児童童のの申申込込みみののみみです。きょうだいを同時に申し込む場合、児童ごとに締切日が異なる場合がありま

すのでご注意ください。 

仮仮申申込込みみにに必必要要なな書書類類  

・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①、②、④ 

（出生予定児童以外のきょうだいも申し込む場合は、該当する児童の③児童の状況 No.1・No.2 が必要です） 

・保育を必要とする状況を証明するための書類（『就労証明書』等 P.22 参照） 

・母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー 

・『出生前仮申込みに関する同意書』 

※ 練馬区ホームページからのダウンロードまたは入園相談係窓口で配布しています。 

 ・その他、世帯の状況に応じて必要な書類（P.23～24 参照） 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生前の仮申込み 出生後の申込み(通常の申込み)

出出産産予予定定日日がが
1122月月88日日ままでで
※※11

出生前の仮申込みはできません。

10月24日までに生まれた児童の
申込締切日は1111月月88日日((金金))ままでで
10月25日～12月8日生まれの児童の
申込締切日は1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで  ※※33

出出産産予予定定日日がが
1122月月99日日以以降降
※※22

出出生生前前のの仮仮申申込込みみがが必必要要でですす。。
仮申込みの締切日は
1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで

12月20日までに生まれた場合には通常の申込みで
も受け付けできます。
申込締切日は1122月月2200日日((金金))1177時時1155分分ままでで  ※※33
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１１－－（（６６）） 提提出出方方法法 

オオンンラライインン申申請請ををすするる場場合合（（推推奨奨）） 

〇〇 ススママーートトフフォォンンややパパソソココンン等等かからら時時間間・・場場所所をを問問わわずず申申込込みみがが可可能能でですす。。 

練馬区ホームページから、「入園 オンライン」で検索してください。

 

 

〇〇 オオンンラライインン申申請請がが可可能能なな申申込込みみににつついいてて 

・ 入園および転園申込

・ 延長保育申込、追加書類の提出

・ 利用申込内容変更届

・ 入園および転園内定辞退届、利用申込取下げ書等

 

〇〇 入入園園・・転転園園のの申申込込みみのの流流れれ 

 SSTTEEPP１１ オンライン申請（LoGoフォーム）を入力（目安：15分程度）

  『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～④に対応したフォームです。

  ※育児休業中で不承諾を希望する期間がある方の申込は、『育児休業延長許容の申出書』にも対応しています。 

 SSTTEEPP２２ 書類のアップロード

  紙の書類を撮影した写真データ、もしくは会社等から発行された電子データを添付できます。

  SSTTEEPP３３ 送信完了メールから申請状況を確認

  ※メールが届かない場合、迷惑メールに振り分けされている場合があります。

 申申請請状状況況のの確確認認 受付完了メールに記載の URLから「申請状況」をご確認いただけます。

「受付済」となっていれば、正常に到着しているということになります。

 

〇〇 オオンンラライインン申申請請ををすするる場場合合のの注注意意点点                 

・締締切切日日必必着着（（PP..1155 参参照照））でですす。。各各入入園園月月のの申申込込締締切切日日のの 1177 時時 1155 分分ままででにに 

保保育育課課入入園園相相談談係係にに到到達達ししたたももののがが有有効効ととななりりまますす。。 

・回線トラブル等で締切時間までに到達しなかった場合、翌月の利用調整から対象となります。

時間には、余裕をもってお申込みください。

・回答フォームは 24時間を経過するとタイムアウトされますので、適宜一時保存を行ってください。

・練馬区外からの申込みで、練馬区に転入予定のない方は、オンライン申請はできません。

お住まいの自治体を通しての申込みとなります（P.42 参照）。

・児童を３人以上同時に申込みされる場合、オンライン申請はできません。

・申請終了後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届きますので、必ずご確認ください。

・海外にお住まいの方はオンライン申請をご利用ください。詳しくは、保育課入園相談係へお問い合わせ

ください。なお、海外への通知等の送付や国際電話は行っておりません。国内にお住まいの連絡が可能

な方の氏名・住所・電話番号を添えてお申込みください。

郵郵送送でで提提出出すするる場場合合 

宛 先 ：〒〒117766--88550011 練練馬馬区区豊豊玉玉北北６６－－1122－－１１  練練馬馬区区役役所所 保保育育課課 入入園園相相談談係係 

  
○ 郵郵送送にによよるる申申込込みみはは、、締締切切日日必必着着でですす（（PP..1155～～1166 参参照照））。。申申込込締締切切日日のの受受付付時時間間ままででにに保保育育課課入入園園相相談談

係係にに届届いいたたももののののみみがが有有効効ととななりり、、消消印印有有効効ででははあありりまませせんん（（１１月月、、２２月月、、４４月月 11 次次申申込込みみはは、、1111 月月

77 日日消消印印ままでで有有効効））。。郵郵送送遅遅延延やや宛宛先先のの誤誤りり等等でで到到着着がが確確認認ででききなないい場場合合、、翌翌月月のの利利用用調調整整かからら対対象象にになな

りりまますす。。 

○ 郵郵送送事事故故等等にによよるる補補償償はは行行いいまませせんん。。ごご不不安安なな場場合合はは追追跡跡可可能能なな郵郵送送方方法法ににてておお申申込込みみくくだだささいい。。ままたた、、到到

着着のの有有無無ににつついいてて、、練練馬馬区区かからら連連絡絡はは行行いいまませせんん。。 
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窓窓口口にに行行かかななくくててもも、、 

手手書書ききししななくくててもも、、 

申申込込みみががででききまますす。。 

オンライン申請オンライン申請

○ 普通郵便等の日数が多くかかることが見込まれますので、余裕をもってお申込みください。

○ 郵送申請で不足書類があった場合、保護者に電話で連絡します。原則各入園月の締切日までにご提出くださ

い。提出がない場合、利用調整の対象とならないもしくは不利になることがあります。

保保育育課課窓窓口口でで提提出出すするる場場合合 

所在地 ：練馬区豊玉北６－12－１

練馬区役所本庁舎 10 階 保育課 入園相談係（通路奥の左手側）

受付時間：８時 30分～17 時 15 分/土・日・祝休日・年末年始は除く

★★ 書書類類提提出出のの際際はは、、本本人人確確認認がが可可能能なな書書類類ををおお持持ちちくくだだささいい。。 

 

保保育育課課窓窓口口のの混混雑雑情情報報 

○ 各入園月の締切日前、ゴールデンウィーク前後、10 月下旬から 4 月 1 次締切日、4 月１次内定発表日 ～

４月２次の締切日の間は例年混雑が予想されます。混混雑雑時時はは 112200 分分程程度度おお待待ちちいいたただだくく場場合合ももごござざいいまま

すす。。時時間間ににはは余余裕裕ををももっってておお越越ししくくだだささいい。。 

○ 電話も同様に混雑が予想され、繋がりにくくなる場合がございます。ご了承ください。

○ 書書類類はは、、オオンンラライインンででのの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。

〇 来庁する場合はできる限り少人数とし、可能な限り窓口予約をご活用ください。また、対対応応時時間間のの短短縮縮ののたためめ

申申込込書書ををごご記記入入のの上上窓窓口口へへおお越越ししくくだだささいい。。 

 

各各総総合合福福祉祉事事務務所所でで提提出出すするる場場合合  

○ 受付時間：８時 30分～17 時 15 分 土・日・祝休日・年末年始は除く

○ ３か所の総合福祉事務所に設置の回収ボックスへ投函してください。

光が丘総合福祉事務所 相談係 （光が丘２－９－６ 光が丘区民センター２階）   

石神井総合福祉事務所 相談係 （石神井町３－30－26 石神井庁舎３階）        

大泉総合福祉事務所 相談係 （東大泉１－29－１ 大泉学園ゆめりあⅠ ４階）  

※各各総総合合福福祉祉事事務務所所でではは、、相相談談やや書書類類のの確確認認はは一一切切行行っってておおりりまませせんん。。 
 

窓口予約 当日の混雑状況 混雑予想カレンダー

★ 混雑が少ない時期に入園相談（次年度に向けて等）をすることも可能です。

窓窓口口のの予予約約、、当当日日のの混混雑雑状状況況やや当当月月とと翌翌月月のの混混雑雑予予想想カカレレンンダダーーはは、、練練馬馬区区ホホーームムペペーージジ 

かからら確確認認ででききまますす。。ぜひご活用ください。 
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１１－－（（６６）） 提提出出方方法法 

オオンンラライインン申申請請ををすするる場場合合（（推推奨奨）） 

〇〇 ススママーートトフフォォンンややパパソソココンン等等かからら時時間間・・場場所所をを問問わわずず申申込込みみがが可可能能でですす。。 

練馬区ホームページから、「入園 オンライン」で検索してください。

 

 

〇〇 オオンンラライインン申申請請がが可可能能なな申申込込みみににつついいてて 

・ 入園および転園申込

・ 延長保育申込、追加書類の提出

・ 利用申込内容変更届

・ 入園および転園内定辞退届、利用申込取下げ書等

 

〇〇 入入園園・・転転園園のの申申込込みみのの流流れれ 

 SSTTEEPP１１ オンライン申請（LoGoフォーム）を入力（目安：15分程度）

  『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～④に対応したフォームです。

  ※育児休業中で不承諾を希望する期間がある方の申込は、『育児休業延長許容の申出書』にも対応しています。 

 SSTTEEPP２２ 書類のアップロード

  紙の書類を撮影した写真データ、もしくは会社等から発行された電子データを添付できます。

  SSTTEEPP３３ 送信完了メールから申請状況を確認

  ※メールが届かない場合、迷惑メールに振り分けされている場合があります。

 申申請請状状況況のの確確認認 受付完了メールに記載の URLから「申請状況」をご確認いただけます。

「受付済」となっていれば、正常に到着しているということになります。

 

〇〇 オオンンラライインン申申請請ををすするる場場合合のの注注意意点点                 

・締締切切日日必必着着（（PP..1155 参参照照））でですす。。各各入入園園月月のの申申込込締締切切日日のの 1177時時 1155分分ままででにに 

保保育育課課入入園園相相談談係係にに到到達達ししたたももののがが有有効効ととななりりまますす。。 

・回線トラブル等で締切時間までに到達しなかった場合、翌月の利用調整から対象となります。

時間には、余裕をもってお申込みください。

・回答フォームは 24時間を経過するとタイムアウトされますので、適宜一時保存を行ってください。

・練馬区外からの申込みで、練馬区に転入予定のない方は、オンライン申請はできません。

お住まいの自治体を通しての申込みとなります（P.42 参照）。

・児童を３人以上同時に申込みされる場合、オンライン申請はできません。

・申請終了後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届きますので、必ずご確認ください。

・海外にお住まいの方はオンライン申請をご利用ください。詳しくは、保育課入園相談係へお問い合わせ

ください。なお、海外への通知等の送付や国際電話は行っておりません。国内にお住まいの連絡が可能

な方の氏名・住所・電話番号を添えてお申込みください。

郵郵送送でで提提出出すするる場場合合 

宛 先 ：〒〒117766--88550011 練練馬馬区区豊豊玉玉北北６６－－1122－－１１  練練馬馬区区役役所所 保保育育課課 入入園園相相談談係係 

  
○ 郵郵送送にによよるる申申込込みみはは、、締締切切日日必必着着でですす（（PP..1155～～1166 参参照照））。。申申込込締締切切日日のの受受付付時時間間ままででにに保保育育課課入入園園相相談談

係係にに届届いいたたももののののみみがが有有効効ととななりり、、消消印印有有効効ででははあありりまませせんん（（１１月月、、２２月月、、４４月月 11 次次申申込込みみはは、、1111 月月

77 日日消消印印ままでで有有効効））。。郵郵送送遅遅延延やや宛宛先先のの誤誤りり等等でで到到着着がが確確認認ででききなないい場場合合、、翌翌月月のの利利用用調調整整かからら対対象象にになな

りりまますす。。 

○ 郵郵送送事事故故等等にによよるる補補償償はは行行いいまませせんん。。ごご不不安安なな場場合合はは追追跡跡可可能能なな郵郵送送方方法法ににてておお申申込込みみくくだだささいい。。ままたた、、到到

着着のの有有無無ににつついいてて、、練練馬馬区区かからら連連絡絡はは行行いいまませせんん。。 
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窓窓口口にに行行かかななくくててもも、、 

手手書書ききししななくくててもも、、 

申申込込みみががででききまますす。。 

オンライン申請

○ 普通郵便等の日数が多くかかることが見込まれますので、余裕をもってお申込みください。

○ 郵送申請で不足書類があった場合、保護者に電話で連絡します。原則各入園月の締切日までにご提出くださ

い。提出がない場合、利用調整の対象とならないもしくは不利になることがあります。

保保育育課課窓窓口口でで提提出出すするる場場合合 

所在地 ：練馬区豊玉北６－12－１

練馬区役所本庁舎 10 階 保育課 入園相談係（通路奥の左手側）

受付時間：８時 30分～17 時 15 分/土・日・祝休日・年末年始は除く

★★ 書書類類提提出出のの際際はは、、本本人人確確認認がが可可能能なな書書類類ををおお持持ちちくくだだささいい。。 

 

保保育育課課窓窓口口のの混混雑雑情情報報 

○ 各入園月の締切日前、ゴールデンウィーク前後、10 月下旬から 4 月 1 次締切日、4 月１次内定発表日 ～

４月２次の締切日の間は例年混雑が予想されます。混混雑雑時時はは 112200 分分程程度度おお待待ちちいいたただだくく場場合合ももごござざいいまま

すす。。時時間間ににはは余余裕裕ををももっってておお越越ししくくだだささいい。。 

○ 電話も同様に混雑が予想され、繋がりにくくなる場合がございます。ご了承ください。

○ 書書類類はは、、オオンンラライインンででのの提提出出ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。

〇 来庁する場合はできる限り少人数とし、可能な限り窓口予約をご活用ください。また、対対応応時時間間のの短短縮縮ののたためめ

申申込込書書ををごご記記入入のの上上窓窓口口へへおお越越ししくくだだささいい。。 

 

各各総総合合福福祉祉事事務務所所でで提提出出すするる場場合合  

○ 受付時間：８時 30分～17 時 15 分 土・日・祝休日・年末年始は除く

○ ３か所の総合福祉事務所に設置の回収ボックスへ投函してください。

光が丘総合福祉事務所 相談係 （光が丘２－９－６ 光が丘区民センター２階）   

石神井総合福祉事務所 相談係 （石神井町３－30－26 石神井庁舎３階）        

大泉総合福祉事務所 相談係 （東大泉１－29－１ 大泉学園ゆめりあⅠ ４階）  

※各各総総合合福福祉祉事事務務所所でではは、、相相談談やや書書類類のの確確認認はは一一切切行行っってておおりりまませせんん。。 
 

窓口予約 当日の混雑状況 混雑予想カレンダー

★ 混雑が少ない時期に入園相談（次年度に向けて等）をすることも可能です。

窓窓口口のの予予約約、、当当日日のの混混雑雑状状況況やや当当月月とと翌翌月月のの混混雑雑予予想想カカレレンンダダーーはは、、練練馬馬区区ホホーームムペペーージジ 

かからら確確認認ででききまますす。。ぜひご活用ください。 
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２２－－（（１１）） 申申込込みみにに必必要要なな書書類類 

 

 
【【書書類類ののダダウウンンロローードド・・確確認認】】 

 

 

 

【【注注意意事事項項】】

〇 提出書類と事実に相違があった場合、内定・入園・転園を取消すことがあります。

〇 申込み時の状況から変更があった場合は、その都度必要書類をご提出ください（P.25～26参照）。

〇 書類はすべて油性ボールペン等のインクが消せないペンでご記入ください。

〇 提出された書類は返却できません。必要な方はあらかじめコピーをお取りください。

〇 『』で記載された書類は練馬区で定めた様式です。原則練馬区で定められた様式以外は受け付けできま

せん。

〇 提出された書類に未記入箇所がある場合は、申込みができないことや利用調整において不利になること

があります。勤務先など第三者に証明いただいた書類も含め、記載内容はよくご確認のうえご提出くだ

さい。なお、第三者に証明いただく書類に申請者ご自身が記入や追記を行った場合、書類は無効となり

ます。

□□11  『『教教育育・・保保育育給給付付認認定定申申請請書書兼兼保保育育園園等等利利用用申申込込書書』』 （（※※①①～～⑤⑤でで一一組組でですす）） 

① 家庭状況・希望保育園等

② 保護者の状況

③ 児童の状況（No.1・No.２）

④ 重要事項確認票（No.1・No.２）

⑤ マイナンバーの提供について（任意） ※提供がなくても利用調整で不利になることはありません。 

 

※※オオンンラライインン申申請請のの場場合合、、⑤⑤（（ママイイナナンンババーーのの提提供供ににつついいてて））はは提提出出不不要要でですす。。 

□1

『『教教育育・・保保育育給給付付認認

定定申申請請書書兼兼保保育育園園

等等利利用用申申込込書書』』 

 

①～⑤で一組です。

オンライン申請の場合、フ

ォーム上で入力いただき

ます。

（各種書類の記入例） （YouTube「練馬区保育園チャンネル」）
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□2

保保育育をを必必要要ととすするる

状状況況をを証証明明すするるたた

めめのの書書類類 
 
保護者それぞれの書類が

必要です。

詳しくは P.22の□2 をご覧

ください。

□3

 

そそのの他他のの必必要要書書類類 

世帯の状況により提出が

必要な書類があります。

詳しくは P.23の□3 をご覧

ください。

□4

利利用用調調整整・・保保育育料料決決

定定にに使使用用すするる税税にに

関関すするる書書類類 

 

世帯により提出が必要な

書類があります。

詳しくは P.24の□4 をご覧

ください。

（必要書類チェックフォーム）

区ホームページから

ダウンロードできます。
記入の際にご参照ください。 質問に答えて、必要な書類

を確認できます。

□□22   保保育育をを必必要要ととすするる状状況況をを証証明明すするるたためめのの書書類類  

○ 保護者それぞれの書類が必要です。婚姻届を提出せずに、同居し生活を共にしている（予定も含む）場合も 

それぞれが「保護者」に該当します。 

○ 次のいずれかに該当する場合、利用調整上は P.43「練馬区保育実施基準表」の求職と同じ指数（10 点）となり、

内定した場合は求職活動と同じ認定（在園）期間（３か月）になります。 

 ① 提出がない※ ② 月 12 日未満または１日４時間未満の就労、就学 ③ 月 48 時間未満の介護・看護 

 ④ ボランティア活動 

   ※ 育児休業中の方は、『就労証明書』の提出がない場合でも原則入園月中の復職が必要となります。 

○ 保育を必要とする状況が複数ある場合は、それぞれの書類の提出が必要です。 

（例）就労中で妊娠中の方 → 『就労証明書』＋「母子健康手帳のコピー」の提出が必要です。 

（例）就労中で障害に関する手帳を所持している方 → 『就労証明書』＋「障害に関する手帳のコピー」の提出が必要 

です。 
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保保護護者者

のの状状況況 必必要要書書類類 備備考考

就就　　労労
（（自自営営業業以以外外のの方方））

（（予予定定含含むむ））

『就労証明書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）

就就　　労労
（（自自営営業業のの方方））
（（予予定定含含むむ））

＜２点の書類が必要です＞
①『就労証明書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）
②直近の確定申告書第一・二表の控え等のコピー

出出　　産産 母子健康手帳のコピー
母子健康手帳について、
　出産前の方は、分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー、
　出産後の方は、娩出日時（出産日）記載ページのコピーをご提出ください。

病病　　気気
診断書のコピー
（申込日の前月１日以降に発行され、家庭で保育
ができない旨と療養期間が記載されたもの）

精神疾患の場合は、申込日の前月１日以降に発行された診断書のコピーにかえて、
次の２点の提出でも構いません。
　① 発行日が申込日前１年以内の診断書のコピー（過去の申込み等で提出済みの場
   　 合は、保育課入園相談係へご相談ください）
　② 同じ病院に継続して通院していることが確認できる書類のコピー（発行日が申
   　 込日の前月１日以降の医療費、調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書
    　等（発行日と利用者名および通院先等がわかるもの））

障障　　害害
身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
精神障害者保健福祉手帳のコピー

・カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピーしてご提出ください。

・精神障害で病院に通院している場合は、手帳のコピーに加えて、病院に通院して
　いることが確認できる書類のコピー（発行日が申込日の前月１日以降の医療費、
　調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書等（発行日と利用者名および通院
　先等がわかるもの））もご提出ください。

介介護護・・看看護護

＜２点の書類が必要です＞
①『介護・看護状況申告書』
②被介護・看護者の診断書、身体障害者手帳、
介護保険被保険者証等のコピー

就就　　学学
（（予予定定含含むむ））

『就学状況申告書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）

　
・『就学状況申告書』が学校等で証明できない場合は、下記の書類２点をご提出
　ください。
　①在学証明書（学生証、合格通知書等）のコピー（在学期間がわかるもの）
　②申込書有効期間中の在学期間や時間割等スケジュール、カリキュラムがわか
　　るもののコピー

・学校教育法に定める学校、職業訓練施設等以外に在籍している場合は『就学状況
　申告書』と在学証明書（学生証等）をご提出ください。

・産前産後休業中の方、育児休業中の方も提出が必要です。

・就労時間が不規則な方や勤務先が複数ある方は、直近３か月分のシフト表、
　スケジュール表等を添付してください。

・自営業（予定を含む）の方は直近の確定申告書第一・二表の控え（住所・氏名・
　収入のわかるページ）をコピーしてご提出ください。
　確定申告書の控えのコピー等収入に関する書類が提出できない場合は、開業届、
　営業許可証、履歴事項全部証明書等のコピーをご提出ください。

※ 雇用形態が役員・内職者・家族従事者・自営専従者・業務委託で証明者が
　 保護者本人の場合は、自営業に関する上記証明書を添付してください。

※ 入園後の現況調査において、収入がわかる書類を提出できない場合は、
　 就労として認定できなくなり、退園になることがあります。
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２２－－（（１１）） 申申込込みみにに必必要要なな書書類類 

 

 
【【書書類類ののダダウウンンロローードド・・確確認認】】 

 

 

 

【【注注意意事事項項】】

〇 提出書類と事実に相違があった場合、内定・入園・転園を取消すことがあります。

〇 申込み時の状況から変更があった場合は、その都度必要書類をご提出ください（P.25～26参照）。

〇 書類はすべて油性ボールペン等のインクが消せないペンでご記入ください。

〇 提出された書類は返却できません。必要な方はあらかじめコピーをお取りください。

〇 『』で記載された書類は練馬区で定めた様式です。原則練馬区で定められた様式以外は受け付けできま

せん。

〇 提出された書類に未記入箇所がある場合は、申込みができないことや利用調整において不利になること

があります。勤務先など第三者に証明いただいた書類も含め、記載内容はよくご確認のうえご提出くだ

さい。なお、第三者に証明いただく書類に申請者ご自身が記入や追記を行った場合、書類は無効となり

ます。

□□11  『『教教育育・・保保育育給給付付認認定定申申請請書書兼兼保保育育園園等等利利用用申申込込書書』』 （（※※①①～～⑤⑤でで一一組組でですす）） 

① 家庭状況・希望保育園等

② 保護者の状況

③ 児童の状況（No.1・No.２）

④ 重要事項確認票（No.1・No.２）

⑤ マイナンバーの提供について（任意） ※提供がなくても利用調整で不利になることはありません。 

 

※※オオンンラライインン申申請請のの場場合合、、⑤⑤（（ママイイナナンンババーーのの提提供供ににつついいてて））はは提提出出不不要要でですす。。 

□1

『『教教育育・・保保育育給給付付認認

定定申申請請書書兼兼保保育育園園

等等利利用用申申込込書書』』 

 

①～⑤で一組です。

オンライン申請の場合、フ

ォーム上で入力いただき

ます。

（各種書類の記入例） （YouTube「練馬区保育園チャンネル」）
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□2

保保育育をを必必要要ととすするる

状状況況をを証証明明すするるたた

めめのの書書類類 
 
保護者それぞれの書類が

必要です。

詳しくは P.22の□2 をご覧

ください。

□3

 

そそのの他他のの必必要要書書類類 

世帯の状況により提出が

必要な書類があります。

詳しくは P.23の□3 をご覧

ください。

□4

利利用用調調整整・・保保育育料料決決

定定にに使使用用すするる税税にに

関関すするる書書類類 

 

世帯により提出が必要な

書類があります。

詳しくは P.24の□4 をご覧

ください。

（必要書類チェックフォーム）

区ホームページから

ダウンロードできます。
記入の際にご参照ください。 質問に答えて、必要な書類

を確認できます。

□□22   保保育育をを必必要要ととすするる状状況況をを証証明明すするるたためめのの書書類類  

○ 保護者それぞれの書類が必要です。婚姻届を提出せずに、同居し生活を共にしている（予定も含む）場合も 

それぞれが「保護者」に該当します。 

○ 次のいずれかに該当する場合、利用調整上は P.43「練馬区保育実施基準表」の求職と同じ指数（10 点）となり、

内定した場合は求職活動と同じ認定（在園）期間（３か月）になります。 

 ① 提出がない※ ② 月 12 日未満または１日４時間未満の就労、就学 ③ 月 48 時間未満の介護・看護 

 ④ ボランティア活動 

   ※ 育児休業中の方は、『就労証明書』の提出がない場合でも原則入園月中の復職が必要となります。 

○ 保育を必要とする状況が複数ある場合は、それぞれの書類の提出が必要です。 

（例）就労中で妊娠中の方 → 『就労証明書』＋「母子健康手帳のコピー」の提出が必要です。 

（例）就労中で障害に関する手帳を所持している方 → 『就労証明書』＋「障害に関する手帳のコピー」の提出が必要 

です。 
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保保護護者者

のの状状況況 必必要要書書類類 備備考考

就就　　労労
（（自自営営業業以以外外のの方方））

（（予予定定含含むむ））

『就労証明書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）

就就　　労労
（（自自営営業業のの方方））
（（予予定定含含むむ））

＜２点の書類が必要です＞
①『就労証明書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）
②直近の確定申告書第一・二表の控え等のコピー

出出　　産産 母子健康手帳のコピー
母子健康手帳について、
　出産前の方は、分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー、
　出産後の方は、娩出日時（出産日）記載ページのコピーをご提出ください。

病病　　気気
診断書のコピー
（申込日の前月１日以降に発行され、家庭で保育
ができない旨と療養期間が記載されたもの）

精神疾患の場合は、申込日の前月１日以降に発行された診断書のコピーにかえて、
次の２点の提出でも構いません。
　① 発行日が申込日前１年以内の診断書のコピー（過去の申込み等で提出済みの場
   　 合は、保育課入園相談係へご相談ください）
　② 同じ病院に継続して通院していることが確認できる書類のコピー（発行日が申
   　 込日の前月１日以降の医療費、調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書
    　等（発行日と利用者名および通院先等がわかるもの））

障障　　害害
身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
精神障害者保健福祉手帳のコピー

・カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピーしてご提出ください。

・精神障害で病院に通院している場合は、手帳のコピーに加えて、病院に通院して
　いることが確認できる書類のコピー（発行日が申込日の前月１日以降の医療費、
　調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書等（発行日と利用者名および通院
　先等がわかるもの））もご提出ください。

介介護護・・看看護護

＜２点の書類が必要です＞
①『介護・看護状況申告書』
②被介護・看護者の診断書、身体障害者手帳、
介護保険被保険者証等のコピー

就就　　学学
（（予予定定含含むむ））

『就学状況申告書』
（申込日の前月１日以降に証明されたもの）

　
・『就学状況申告書』が学校等で証明できない場合は、下記の書類２点をご提出
　ください。
　①在学証明書（学生証、合格通知書等）のコピー（在学期間がわかるもの）
　②申込書有効期間中の在学期間や時間割等スケジュール、カリキュラムがわか
　　るもののコピー

・学校教育法に定める学校、職業訓練施設等以外に在籍している場合は『就学状況
　申告書』と在学証明書（学生証等）をご提出ください。

・産前産後休業中の方、育児休業中の方も提出が必要です。

・就労時間が不規則な方や勤務先が複数ある方は、直近３か月分のシフト表、
　スケジュール表等を添付してください。

・自営業（予定を含む）の方は直近の確定申告書第一・二表の控え（住所・氏名・
　収入のわかるページ）をコピーしてご提出ください。
　確定申告書の控えのコピー等収入に関する書類が提出できない場合は、開業届、
　営業許可証、履歴事項全部証明書等のコピーをご提出ください。

※ 雇用形態が役員・内職者・家族従事者・自営専従者・業務委託で証明者が
　 保護者本人の場合は、自営業に関する上記証明書を添付してください。

※ 入園後の現況調査において、収入がわかる書類を提出できない場合は、
　 就労として認定できなくなり、退園になることがあります。
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□□33   そそのの他他のの必必要要書書類類    

※１ 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが育児休業を 

取得している場合は、調整指数 25・26 番の適用対象となります。詳しくは P.46 をご覧ください。 

※２ 練練馬馬区区内内のの認認可可保保育育園園・・地地域域型型保保育育事事業業（（事事業業所所内内保保育育事事業業のの従従業業員員枠枠をを除除くく））のの在在園園児児はは『『在在園園（（受受託託））証証明明書書』』のの提提出出はは

不不要要でですす。。  

※３ 居住空間外へ出ずに行き来できる場合は、同居とします。 
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必必要要書書類類

1

・『育児休業延長許容の申出書』

※育児休業を取得（予定含む）していて、保育園等に入所でき次第
　復職を希望する方は、提出不要です。

2 ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー　※1

4 ・祖父母が保育にあたれないことを証明する書類（P.22参照）

 離婚した方・未婚の方

＜以下のうちいずれか１点の書類のコピーの提出が必要です＞※5
・親の戸籍謄本、離婚届受理証明書
　（上記2点は申込日の前月1日以降に証明されたもの）
　児童扶養手当証書、ひとり親医療証（　親　医療証）　等
　（有効期間が利用希望月までに切れる証明書類は、更新後再提出を
　お願いします。）

 離婚調停中の方
 離婚裁判中の方

＜２点の書類提出が必要です＞
・『ひとり親であることの申立書』
・離婚調停、離婚裁判関係書類のコピー

 弁護士と契約のうえ
 離婚協議中の方

＜２点の書類提出が必要です＞
・『ひとり親であることの申立書』
・弁護士が発行した離婚協議中であることを証明する書類のコピー
（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）

6
・身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
　精神障害者保健福祉手帳のコピー

7 ・介護保険被保険者証のコピー

8

＜以下の書類提出が必要です＞
・『心身状況表』
・『主治医等見解書』（Ｐ.39～40参照）
・（所持している場合）身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
　精神障害者保健福祉手帳のコピー

9
・集団生活の可否を判断するための診断書等
  （必要な方にはご案内します）

10
・前職の退職日が確認できる書類（離職票のコピー等）
（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）

11 ・生活保護受給証明書のコピー

12 ・『出生前仮申込みに関する同意書』

13

・転入予定住所・引き渡し日または契約期間がわかる書類（P.42参照）
（住居に関する契約を結んでいることがわかる売買契約書または
   賃貸借契約書のコピー等）
　※ 上記必要書類以外で、利用希望月1日までに練馬区に転入できる
　　 ことを客観的に証明できる書類がある場合は、ご相談ください。
・申込児童の生年月日がわかる書類のコピー
（母子手帳（生年月日が確認できるページ）、各種医療証等）

14
＜『就労証明書』内で以下の証明が必要です＞
・就労先事業所名および所在地
・保育士等としての勤務実態の有無

15 ・『委任状』 保護者以外の方が提出する場合

世世帯帯のの状状況況

 育児休業中で不承諾を希望する期間がある方

 ひとり親世帯
          　※4

 保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資格者で、練馬
 区内の保育施設等または幼稚園に勤務（または就労
 内定）している場合

 転入予定で申込みの場合

 申込児童を、練馬区外の認可保育園に預けている場合

・『在園（受託）証明書』　　※2
（申込日の前月1日以降に証明されたもの）

  申込児童および保護者以外の同一住所親族（保護者
  からみて３親等以内）が、要介護3・4・5度の認定
  を受けている場合

 育児休業給付金を受けている（受けていた）場合

5

 出生前仮申込みの場合

 申込児童を、認可保育園以外の保育施設等に預けて
 いる場合（例：認証保育所、事業所内保育事業の
 従業員枠等）

 申込児童に病気（呼吸器疾患等）のある場合

申込締切日前1か月以内に転職した方　※7

 申込児童に障害のある場合　※6

 同居している65歳未満の祖父母が、申込児童の保育
 にあたれない場合　※3

 生活保護を受給している場合

3

 申込児童および保護者以外の同一住所の親族（保護者
からみて３親等以内）が、身体障害者手帳、愛の手帳
（療育手帳）または精神障害者保健福祉手帳を所持
している場合

※４ 離婚した方、未婚の方または離婚調停中等の方以外にも、ひとり親世帯として認定される場合がありますので、詳細は保育課 

入園相談係へお問い合わせください（単身赴任は除きます）。原則、別居かつ別生計の世帯をひとり親世帯としています。 

※５ ○子 医療証、○乳 医療証はひとり親世帯の証明書類にはなりません。「離婚届受理証明書」は申込日の 3 か月以内が届出日のもの

が有効です。離婚後も住民票が同一の場合、『ひとり親であることの申立書』の提出が必要です（必ずしもひとり親として認定

されるとは限りません）。 

※６ 区が、障害児保育の実施が妥当と判断した場合は、『心身状況表』等の提出を依頼する場合があります。児童の発達や健康状況

に心配がある方は、申込み前に保育課保育支援係へご相談ください。カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピ

ーしてご提出ください。 

※７ 申込締切日時点で就労・就学期間が 1 か月未満の場合、調整指数 15 番（P.44 参照）による減算の対象になります。前職退職

日から１か月以内の転職で、勤務条件（勤務日数・時間）が転職前と同等か、転職前よりも勤務日数または就労時間が短くな

る場合は、減算の調整指数は適用しません（P.32 13 参照）。 

□□44   利利用用調調整整・・保保育育料料決決定定にに使使用用すするる税税にに関関すするる書書類類  

○ 令令和和 55 年年１１月月１１日日以以前前かからら練練馬馬区区にに住住民民登登録録ががあありり、、保保護護者者全全員員にに練練馬馬区区でで住住民民税税がが賦賦課課・・決決定定さされれてていいるる

場場合合、、税税にに関関すするる書書類類はは不不要要でですす。。住住民民税税がが未未申申告告のの場場合合はは、、申申告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。 

○  下記表の１～３に該当する場合、対象になる方の必要書類をご提出ください。必要書類が提出されない場合、 

利用調整上、不利になることがあります（P.25「住民税について」参照）。 

○ 提出された書類は返却できません。コピーをご提出ください。 

※ 「「課課税税（（非非課課税税））証証明明書書」」はは、、全全部部事事項項証証明明ででああるるここととがが必必要要でですす。。ままたた、、「「納納税税証証明明書書」」ででははあありりまませせんん  

ののででごご注注意意くくだだささいい。。  

※ 「「住住民民税税納納税税通通知知書書」」はは、、「「給給与与所所得得等等にに係係るる住住民民税税特特別別徴徴収収額額のの決決定定通通知知書書」」等等とと表表記記さされれるる場場合合がが  

あありりまますす。。  

※ 市市区区町町村村民民税税所所得得割割額額がが記記載載さされれたたももののををごご提提出出くくだだささいい。。 

※  住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額控控除除、、寄寄付付金金税税額額控控除除、、配配当当控控除除等等ががああるる場場合合はは、、控控除除額額がが表表記記さされれてていいるる書書類類をを  

ごご提提出出くくだだささいい。。  

※ 自自営営業業のの方方でで、、確確定定申申告告書書第第一一表表・・二二表表のの控控ええののココピピーー等等をを提提出出ししたた場場合合もも上上記記のの書書類類がが必必要要ににななりりまますす。。  

  

◆◆  注注意意事事項項  

① 生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書のコピーをご提出ください。上記の書類は不要です。  

② 父母が非課税のときは、同居する祖父母の税に関する書類の提出が必要になる場合があります。 

③ 住民税の課税基準日（１月１日）に国内に住民登録がなく、住民税が賦課されていない方は保育課入園相談 

係へご相談ください。 

利
用
調
整

【以下の1点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の２点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の２点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
    は課税(非課税)証明書のコピー

保
育
料

・令和６年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

・令和６年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

利
用
調
整

【以下の1点の書類が必要です】

・令和６年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の2点の書類が必要です】

・令和６年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

保
育
料

・令和７年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

9
月
入
園
か
ら

令令和和５５年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：令和5年1月2日～ 令和6年1月1日

   の間に練馬区へ住民登録を行った方）

令令和和６６年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：：令和6年1月2日～令和7年1月1日

   の間に練馬区へ住民登録を行った方）

令令和和７７年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：令和7年1月2日以降に

　　　練馬区へ住民登録を行った方）

令和７年度

8
月
入
園
ま
で

1 2 31 2 3
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□□33   そそのの他他のの必必要要書書類類    

※１ 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが育児休業を 

取得している場合は、調整指数 25・26 番の適用対象となります。詳しくは P.46 をご覧ください。 

※２ 練練馬馬区区内内のの認認可可保保育育園園・・地地域域型型保保育育事事業業（（事事業業所所内内保保育育事事業業のの従従業業員員枠枠をを除除くく））のの在在園園児児はは『『在在園園（（受受託託））証証明明書書』』のの提提出出はは

不不要要でですす。。  

※３ 居住空間外へ出ずに行き来できる場合は、同居とします。 
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必必要要書書類類

1

・『育児休業延長許容の申出書』

※育児休業を取得（予定含む）していて、保育園等に入所でき次第
　復職を希望する方は、提出不要です。

2 ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー　※1

4 ・祖父母が保育にあたれないことを証明する書類（P.22参照）

 離婚した方・未婚の方

＜以下のうちいずれか１点の書類のコピーの提出が必要です＞※5
・親の戸籍謄本、離婚届受理証明書
　（上記2点は申込日の前月1日以降に証明されたもの）
　児童扶養手当証書、ひとり親医療証（　親　医療証）　等
　（有効期間が利用希望月までに切れる証明書類は、更新後再提出を
　お願いします。）

 離婚調停中の方
 離婚裁判中の方

＜２点の書類提出が必要です＞
・『ひとり親であることの申立書』
・離婚調停、離婚裁判関係書類のコピー

 弁護士と契約のうえ
 離婚協議中の方

＜２点の書類提出が必要です＞
・『ひとり親であることの申立書』
・弁護士が発行した離婚協議中であることを証明する書類のコピー
（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）

6
・身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
　精神障害者保健福祉手帳のコピー

7 ・介護保険被保険者証のコピー

8

＜以下の書類提出が必要です＞
・『心身状況表』
・『主治医等見解書』（Ｐ.39～40参照）
・（所持している場合）身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、
　精神障害者保健福祉手帳のコピー

9
・集団生活の可否を判断するための診断書等
  （必要な方にはご案内します）

10
・前職の退職日が確認できる書類（離職票のコピー等）
（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）

11 ・生活保護受給証明書のコピー

12 ・『出生前仮申込みに関する同意書』

13

・転入予定住所・引き渡し日または契約期間がわかる書類（P.42参照）
（住居に関する契約を結んでいることがわかる売買契約書または
   賃貸借契約書のコピー等）
　※ 上記必要書類以外で、利用希望月1日までに練馬区に転入できる
　　 ことを客観的に証明できる書類がある場合は、ご相談ください。
・申込児童の生年月日がわかる書類のコピー
（母子手帳（生年月日が確認できるページ）、各種医療証等）

14
＜『就労証明書』内で以下の証明が必要です＞
・就労先事業所名および所在地
・保育士等としての勤務実態の有無

15 ・『委任状』 保護者以外の方が提出する場合

世世帯帯のの状状況況

 育児休業中で不承諾を希望する期間がある方

 ひとり親世帯
          　※4

 保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資格者で、練馬
 区内の保育施設等または幼稚園に勤務（または就労
 内定）している場合

 転入予定で申込みの場合

 申込児童を、練馬区外の認可保育園に預けている場合

・『在園（受託）証明書』　　※2
（申込日の前月1日以降に証明されたもの）

  申込児童および保護者以外の同一住所親族（保護者
  からみて３親等以内）が、要介護3・4・5度の認定
  を受けている場合

 育児休業給付金を受けている（受けていた）場合

5

 出生前仮申込みの場合

 申込児童を、認可保育園以外の保育施設等に預けて
 いる場合（例：認証保育所、事業所内保育事業の
 従業員枠等）

 申込児童に病気（呼吸器疾患等）のある場合

申込締切日前1か月以内に転職した方　※7

 申込児童に障害のある場合　※6

 同居している65歳未満の祖父母が、申込児童の保育
 にあたれない場合　※3

 生活保護を受給している場合

3

 申込児童および保護者以外の同一住所の親族（保護者
からみて３親等以内）が、身体障害者手帳、愛の手帳
（療育手帳）または精神障害者保健福祉手帳を所持
している場合

※４ 離婚した方、未婚の方または離婚調停中等の方以外にも、ひとり親世帯として認定される場合がありますので、詳細は保育課 

入園相談係へお問い合わせください（単身赴任は除きます）。原則、別居かつ別生計の世帯をひとり親世帯としています。 

※５ ○子 医療証、○乳 医療証はひとり親世帯の証明書類にはなりません。「離婚届受理証明書」は申込日の 3 か月以内が届出日のもの

が有効です。離婚後も住民票が同一の場合、『ひとり親であることの申立書』の提出が必要です（必ずしもひとり親として認定

されるとは限りません）。 

※６ 区が、障害児保育の実施が妥当と判断した場合は、『心身状況表』等の提出を依頼する場合があります。児童の発達や健康状況

に心配がある方は、申込み前に保育課保育支援係へご相談ください。カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピ

ーしてご提出ください。 

※７ 申込締切日時点で就労・就学期間が 1 か月未満の場合、調整指数 15 番（P.44 参照）による減算の対象になります。前職退職

日から１か月以内の転職で、勤務条件（勤務日数・時間）が転職前と同等か、転職前よりも勤務日数または就労時間が短くな

る場合は、減算の調整指数は適用しません（P.32 13 参照）。 

□□44   利利用用調調整整・・保保育育料料決決定定にに使使用用すするる税税にに関関すするる書書類類  

○ 令令和和 55 年年１１月月１１日日以以前前かからら練練馬馬区区にに住住民民登登録録ががあありり、、保保護護者者全全員員にに練練馬馬区区でで住住民民税税がが賦賦課課・・決決定定さされれてていいるる

場場合合、、税税にに関関すするる書書類類はは不不要要でですす。。住住民民税税がが未未申申告告のの場場合合はは、、申申告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。 

○  下記表の１～３に該当する場合、対象になる方の必要書類をご提出ください。必要書類が提出されない場合、 

利用調整上、不利になることがあります（P.25「住民税について」参照）。 

○ 提出された書類は返却できません。コピーをご提出ください。 

※ 「「課課税税（（非非課課税税））証証明明書書」」はは、、全全部部事事項項証証明明ででああるるここととがが必必要要でですす。。ままたた、、「「納納税税証証明明書書」」ででははあありりまませせんん  

ののででごご注注意意くくだだささいい。。  

※ 「「住住民民税税納納税税通通知知書書」」はは、、「「給給与与所所得得等等にに係係るる住住民民税税特特別別徴徴収収額額のの決決定定通通知知書書」」等等とと表表記記さされれるる場場合合がが  

あありりまますす。。  

※ 市市区区町町村村民民税税所所得得割割額額がが記記載載さされれたたももののををごご提提出出くくだだささいい。。 

※  住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額控控除除、、寄寄付付金金税税額額控控除除、、配配当当控控除除等等ががああるる場場合合はは、、控控除除額額がが表表記記さされれてていいるる書書類類をを  

ごご提提出出くくだだささいい。。  

※ 自自営営業業のの方方でで、、確確定定申申告告書書第第一一表表・・二二表表のの控控ええののココピピーー等等をを提提出出ししたた場場合合もも上上記記のの書書類類がが必必要要ににななりりまますす。。  

  

◆◆  注注意意事事項項  

① 生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書のコピーをご提出ください。上記の書類は不要です。  

② 父母が非課税のときは、同居する祖父母の税に関する書類の提出が必要になる場合があります。 

③ 住民税の課税基準日（１月１日）に国内に住民登録がなく、住民税が賦課されていない方は保育課入園相談 

係へご相談ください。 

利
用
調
整

【以下の1点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の２点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の２点の書類が必要です】

・令和５年度住民税納税通知書また
    は課税(非課税)証明書のコピー

保
育
料

・令和６年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

・令和６年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

利
用
調
整

【以下の1点の書類が必要です】

・令和６年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

【以下の2点の書類が必要です】

・令和６年度住民税納税通知書また
   は課税(非課税)証明書のコピー

保
育
料

・令和７年度住民税納税通知書また
　は課税(非課税)証明書のコピー

9
月
入
園
か
ら

令令和和５５年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：令和5年1月2日～ 令和6年1月1日

   の間に練馬区へ住民登録を行った方）

令令和和６６年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：：令和6年1月2日～令和7年1月1日

   の間に練馬区へ住民登録を行った方）

令令和和７７年年１１月月１１日日時時点点でで練練馬馬区区にに

住住民民登登録録ががなないい方方

（例：令和7年1月2日以降に

　　　練馬区へ住民登録を行った方）
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○ 住民税は、原則、その年の１月１日現在に住民登録がある自治体で、前年の１月から 12 月までの１年間の所 

得に対して課税されます。 

○ 住民税の課税（非課税）証明書は、原則、その年の１月１日現在に住民登録がある自治体が発行します（たと

えば、令和 5 年度住民税の課税（非課税）証明書は、令和 5 年１月１日現在に住民登録がある自治体が発行

します）。 

○ 課税（非課税）証明書の未提出や住民税未申告等で住民税額が不明の場合、同一指数世帯の優先事項⑧の順位

は不利になります（Ｐ.48 参照）。 

○ 1 月 1 日に練馬区に居住し、前年中（１～12 月）に所得がなかった方や、所得が一定以下のため住民税が課

税されない方は、住民税の申告義務はありませんが、利用調整において指数が同一である場合に特別区民税

（市町村民税）所得割が低額の世帯を優先する基準を設けていますので、練馬区税務課に非課税の申告を行っ

てください。 

○ 利用調整・保育料決定のための特別区民税（市町村民税）所得割は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額

控除、配当控除等は適用しません。 

○ 利用調整後、修正申告等により特別区民税（市町村民税）所得割が減額になったとしても、利用調整の結果は

変わりません。ただし、増額になった場合は、利用調整を見直し内定を取消すことがあります。保育料は、修

正申告等により特別区民税（市町村民税）所得割が変更になると見直しを行います。 

 

２２－－（（２２））  申申込込みみ後後のの変変更更・・取取下下げげ  

【【注注意意】】    希希望望保保育育園園等等のの変変更更とと指指数数のの加加算算にに関関わわるる変変更更はは、、原原則則そそのの月月のの申申込込締締切切日日ままででにに提提出出さされれたたもものの  

ののみみ利利用用調調整整にに反反映映ししまますす。。申申込込締締切切日日後後にに提提出出さされれたた場場合合、、翌翌月月以以降降のの利利用用調調整整でで反反映映ししまますす。。  

(例) 11 月 11 日に 4 月の希望園等を変更するため、『保育園等利用申込内容変更届』を提出した場合 

⇒44 月月 11 次次のの締締切切日日（（1111 月月 88 日日））をを過過ぎぎてていいるるたためめ、、44 月月 22 次次利利用用調調整整かかららのの反反映映ととななりりまますす。。  

指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から 

入園月までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。 

このため、申込締切日から入園日までに家庭の状況に変更があった場合には、それぞれ下記の必要 

書類をご提出ください。内内定定後後やや入入園園後後ででああっっててもも、、提提出出さされれたた書書類類かからら申申込込みみ時時とと異異ななるる状状況況がが  

判判明明ししたた場場合合はは、、変変更更後後のの状状況況にに基基づづきき指指数数をを再再算算定定しし利利用用調調整整をを見見直直ししまますす。。そそのの結結果果、、内内定定をを  

取取消消すす場場合合やや退退園園ににななるる場場合合ががあありりまますす。。  

  

  

変変更更等等のの内内容容 必必要要書書類類

1   希望保育園等を変更したい場合　※１

2   練馬区内で転居する場合

3   練馬区外へ転出する場合

・『保育園等利用申込取下げ書』
※　区外へ転出した場合は、練馬区内の保育園等の申込みが取下げになります。
※　現在在園している保育園等に転出後も継続して通いたい場合
　　『退園（継続通園）届』もご提出ください。

4   保護者や児童の氏名が変わった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・変更後の状況を証明する書類（戸籍謄本等）

5
  結婚をした場合
  （同居し生活を共にしている（する）場合も含む）

・『保育園等利用申込内容変更届』
・該当する方の保育を必要とする状況を証明するための書類（P.22参照）
・必要に応じ、その他の必要書類や税に関する書類（P.23～24参照）

6   離婚をした場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・離婚したことやひとり親世帯になったことがわかる書類（P.23参照）

7   世帯構成に変更があった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・変更後の状況を証明する書類（戸籍謄本等）

・『保育園等利用申込内容変更届』
※　申込書の有効期間は変更されませんのでご注意ください。

住民税について 
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※１ 有効な申込みがある場合、締切日までにご提出があれば希望園の変更が可能です。 

《例》12 月入園申請を提出し、4 月入園の希望園を変更したい場合 

   新たに区立保育園の延長保育を希望する場合は、『区立保育園 延長保育申込書』をご提出ください。 

※２ 練馬区内の地域型保育事業（事業所内保育事業の従業員枠を除く）の在園児は提出不要です。 

※３ 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、 
保護者のいずれかが育児休業を取得している場合は、調整指数 25・26 番の適用対象となります。 
詳しくは P.46 をご覧ください。 

※４ 自営業の方は、直近の確定申告書第一表・二表の控えのコピー等の提出も必要です（P.22 参照）。 

※５ 解雇や倒産等により退職した場合は、離職日と離職理由が確認できる書類をご提出ください。 

 

『『』』でで表表示示さされれたた書書類類はは練練馬馬区区でで定定めめたた様様式式でですす。。原原則則練練馬馬区区でで定定めめらられれたた様様式式以以外外はは受受付付けけででききまませせんん。。 

 

変変更更等等のの内内容容 必必要要書書類類

8   妊娠が判明した場合 ・母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー

9   出産した場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・母子健康手帳の出産日記載ページのコピー

10
  申込児童を認可保育園以外の保育施設等に預けた場合
（例：認証保育所、事業所内保育事業の従業員枠等）※２

・『在園（受託）証明書』
　保護者が育児休業中の場合、調整指数22番および23番（P.44参照）は適用

　されません。育児休業から復職している場合は『復職証明書』をあわせて

　ご提出ください。

11   申込児童を預けている保育施設等が閉鎖になる場合 ・保育課入園相談係へお問い合わせください。

12   育児休業が終了し、復職した場合 ・『復職証明書』

13   育児休業を取得・延長した場合
・『育児休業取得期間証明書』
・育児休業給付金支給決定通知書のコピー（既に提出済みの場合は不要）※３

14   就労内定で申込みをした方が、就労を開始した場合 ・『就労開始証明書』※４

15
  求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日
  以前に就労を開始した場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４
　既に『就労証明書』を就労予定で提出している場合、就労開始後、
　就労開始日以降に証明された 『就労開始証明書』を別途ご提出ください。

16
  求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日後
  に就労を開始する場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４
　就労開始後、就労開始日以降に証明された『就労開始証明書』を、
　別途ご提出ください。

17   保護者の就労の契約内容に変更があった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４

18   就労で申込みをした方が、転職した場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
（申込み時に転職前の『就労証明書』を提出済みの場合）
・転職後の『就労証明書』※４
・前職の退職日が確認できる書類（離職票等）
　詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください。

19   就労で申込みをした方が、退職した場合 ・『保育園等利用申込内容変更届』※５

20   育児短時間勤務等が終了（変更）した場合 ・『育児短時間勤務等証明書』

21
  通通常常保保育育のの利用申込みの意思がなくなった場合
（保育園等の変更（転園）申込みの場合はP.28参照）

・『保育園等利用申込取下げ書』
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    延延長長保保育育のの利用申込みの意思がなくなった場合 ・『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』
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○ 住民税は、原則、その年の１月１日現在に住民登録がある自治体で、前年の１月から 12 月までの１年間の所 

得に対して課税されます。 

○ 住民税の課税（非課税）証明書は、原則、その年の１月１日現在に住民登録がある自治体が発行します（たと

えば、令和 5 年度住民税の課税（非課税）証明書は、令和 5 年１月１日現在に住民登録がある自治体が発行

します）。 

○ 課税（非課税）証明書の未提出や住民税未申告等で住民税額が不明の場合、同一指数世帯の優先事項⑧の順位

は不利になります（Ｐ.48 参照）。 

○ 1 月 1 日に練馬区に居住し、前年中（１～12 月）に所得がなかった方や、所得が一定以下のため住民税が課

税されない方は、住民税の申告義務はありませんが、利用調整において指数が同一である場合に特別区民税

（市町村民税）所得割が低額の世帯を優先する基準を設けていますので、練馬区税務課に非課税の申告を行っ

てください。 

○ 利用調整・保育料決定のための特別区民税（市町村民税）所得割は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額

控除、配当控除等は適用しません。 

○ 利用調整後、修正申告等により特別区民税（市町村民税）所得割が減額になったとしても、利用調整の結果は

変わりません。ただし、増額になった場合は、利用調整を見直し内定を取消すことがあります。保育料は、修

正申告等により特別区民税（市町村民税）所得割が変更になると見直しを行います。 

 

２２－－（（２２））  申申込込みみ後後のの変変更更・・取取下下げげ  

【【注注意意】】    希希望望保保育育園園等等のの変変更更とと指指数数のの加加算算にに関関わわるる変変更更はは、、原原則則そそのの月月のの申申込込締締切切日日ままででにに提提出出さされれたたもものの  

ののみみ利利用用調調整整にに反反映映ししまますす。。申申込込締締切切日日後後にに提提出出さされれたた場場合合、、翌翌月月以以降降のの利利用用調調整整でで反反映映ししまますす。。  

(例) 11 月 11 日に 4 月の希望園等を変更するため、『保育園等利用申込内容変更届』を提出した場合 

⇒44 月月 11 次次のの締締切切日日（（1111 月月 88 日日））をを過過ぎぎてていいるるたためめ、、44 月月 22 次次利利用用調調整整かかららのの反反映映ととななりりまますす。。  

指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から 

入園月までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。 

このため、申込締切日から入園日までに家庭の状況に変更があった場合には、それぞれ下記の必要 

書類をご提出ください。内内定定後後やや入入園園後後ででああっっててもも、、提提出出さされれたた書書類類かからら申申込込みみ時時とと異異ななるる状状況況がが  

判判明明ししたた場場合合はは、、変変更更後後のの状状況況にに基基づづきき指指数数をを再再算算定定しし利利用用調調整整をを見見直直ししまますす。。そそのの結結果果、、内内定定をを  

取取消消すす場場合合やや退退園園ににななるる場場合合ががあありりまますす。。  

  

  

変変更更等等のの内内容容 必必要要書書類類

1   希望保育園等を変更したい場合　※１

2   練馬区内で転居する場合

3   練馬区外へ転出する場合

・『保育園等利用申込取下げ書』
※　区外へ転出した場合は、練馬区内の保育園等の申込みが取下げになります。
※　現在在園している保育園等に転出後も継続して通いたい場合
　　『退園（継続通園）届』もご提出ください。

4   保護者や児童の氏名が変わった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・変更後の状況を証明する書類（戸籍謄本等）

5
  結婚をした場合
  （同居し生活を共にしている（する）場合も含む）

・『保育園等利用申込内容変更届』
・該当する方の保育を必要とする状況を証明するための書類（P.22参照）
・必要に応じ、その他の必要書類や税に関する書類（P.23～24参照）

6   離婚をした場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・離婚したことやひとり親世帯になったことがわかる書類（P.23参照）

7   世帯構成に変更があった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・変更後の状況を証明する書類（戸籍謄本等）

・『保育園等利用申込内容変更届』
※　申込書の有効期間は変更されませんのでご注意ください。

住民税について 
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※１ 有効な申込みがある場合、締切日までにご提出があれば希望園の変更が可能です。 

《例》12 月入園申請を提出し、4 月入園の希望園を変更したい場合 

   新たに区立保育園の延長保育を希望する場合は、『区立保育園 延長保育申込書』をご提出ください。 

※２ 練馬区内の地域型保育事業（事業所内保育事業の従業員枠を除く）の在園児は提出不要です。 

※３ 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、 
保護者のいずれかが育児休業を取得している場合は、調整指数 25・26 番の適用対象となります。 
詳しくは P.46 をご覧ください。 

※４ 自営業の方は、直近の確定申告書第一表・二表の控えのコピー等の提出も必要です（P.22 参照）。 

※５ 解雇や倒産等により退職した場合は、離職日と離職理由が確認できる書類をご提出ください。 

 

『『』』でで表表示示さされれたた書書類類はは練練馬馬区区でで定定めめたた様様式式でですす。。原原則則練練馬馬区区でで定定めめらられれたた様様式式以以外外はは受受付付けけででききまませせんん。。 

 

変変更更等等のの内内容容 必必要要書書類類

8   妊娠が判明した場合 ・母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載ページのコピー

9   出産した場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・母子健康手帳の出産日記載ページのコピー

10
  申込児童を認可保育園以外の保育施設等に預けた場合
（例：認証保育所、事業所内保育事業の従業員枠等）※２

・『在園（受託）証明書』
　保護者が育児休業中の場合、調整指数22番および23番（P.44参照）は適用

　されません。育児休業から復職している場合は『復職証明書』をあわせて

　ご提出ください。

11   申込児童を預けている保育施設等が閉鎖になる場合 ・保育課入園相談係へお問い合わせください。

12   育児休業が終了し、復職した場合 ・『復職証明書』

13   育児休業を取得・延長した場合
・『育児休業取得期間証明書』
・育児休業給付金支給決定通知書のコピー（既に提出済みの場合は不要）※３

14   就労内定で申込みをした方が、就労を開始した場合 ・『就労開始証明書』※４

15
  求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日
  以前に就労を開始した場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４
　既に『就労証明書』を就労予定で提出している場合、就労開始後、
　就労開始日以降に証明された 『就労開始証明書』を別途ご提出ください。

16
  求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日後
  に就労を開始する場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４
　就労開始後、就労開始日以降に証明された『就労開始証明書』を、
　別途ご提出ください。

17   保護者の就労の契約内容に変更があった場合
・『保育園等利用申込内容変更届』
・『就労証明書』※４

18   就労で申込みをした方が、転職した場合

・『保育園等利用申込内容変更届』
（申込み時に転職前の『就労証明書』を提出済みの場合）
・転職後の『就労証明書』※４
・前職の退職日が確認できる書類（離職票等）
　詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください。

19   就労で申込みをした方が、退職した場合 ・『保育園等利用申込内容変更届』※５

20   育児短時間勤務等が終了（変更）した場合 ・『育児短時間勤務等証明書』

21
  通通常常保保育育のの利用申込みの意思がなくなった場合
（保育園等の変更（転園）申込みの場合はP.28参照）

・『保育園等利用申込取下げ書』

22

 
    延延長長保保育育のの利用申込みの意思がなくなった場合 ・『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』

26 
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３３－－（（１１））  申申込込みみ時時のの注注意意事事項項  

□□11   すすべべててのの方方へへ  
 
○ 保保育育園園等等にによよっってて受受入入年年齢齢やや保保育育時時間間等等がが異異ななりりまますす。。別別冊冊「「保保育育園園等等一一覧覧」」をを必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

○ 入園は保育指数と調整指数を合算し、指数の高い児童から内定します（Ｐ.43～44 参照）。利用調整は保育

園等ごとに行い、希希望望順順位位にによよるる優優先先ははあありりまませせんん。。 

○ 利用調整対象の保育園等の空き状況は原則毎月 3 日に練馬区ホームページで公表します（P.12 参照）。 

※ １月・２月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12 月利用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開し

ます。 

○ 希望する保育園等に空きがない状況でも急遽空きが生じる場合があります。入園を希望する保育園等につ

いては空きの有無に関わらずお申込みください。認可保育園、地域型保育事業等をあわせて最大で 13 か

所まで希望できますので、利用したい順に送迎の所要時間などを考慮して通園可能な範囲でお選びくださ

い。また、延長保育に定員を設けている場合、入園と同時に利用できないことがあります（別冊「保育園等

一覧」参照）。 

○ 保育料は、世帯の収入に応じて区が定めます。保育料については、Ｐ.50～54 をご参照ください。 

延長保育料は、区立保育園を除き、各保育園等が設定します。事前に各保育園等へお問い合わせください。 

○ 保育園等の一部では保育料のほかに、園服・帽子等の費用や保護者会の会費が必要な場合があります。 

  保護者会の有無等については、各園へお問い合わせください。 

○ 見学の実施状況については事前に各施設へご確認ください。見学に代えて、練馬区ホームページで紹介や動

画配信を行う施設もあります。 

○ 申申込込みみ時時にに児児童童のの心心身身状状況況やや障障害害名名等等ににつついいててのの記記載載ややおお申申しし出出ががななくく、、保保育育園園ででのの面面接接・・健健康康診診断断のの際際

にに特特別別なな支支援援がが必必要要ででああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、内内定定がが取取消消さされれるるここととががあありりまますす。。受入れについては、

保育課保育支援係までご相談ください（P.39～40 参照）。 

〇 該該当当年年度度以以外外のの様様式式をを使使用用しし申申込込みみさされれたた場場合合、、最最新新年年度度版版のの様様式式おおよよびび保保育育利利用用ののごご案案内内のの内内容容にに同同意意

ししたたももののととみみななししまますす。。  

□□22   食食物物アアレレルルギギーーののああるる児児童童のの対対応応  
 

○ 区立保育園では、食物アレルギー対応が必要と診断を受けた際には、医師記載の「保育所におけるアレルギ

ー疾患生活管理指導表（国様式）」、保護者記載の「食物アレルギー対応に関わる申請書」等の提出が必要で

す。詳しくは保育園にご相談ください。保育園での食事は除去または代替食を提供しますが、アレルゲンに

よっては、家庭から弁当持参となることがあります。 

〇 私立保育園および地域型保育事業は、施設により食物アレルギーの対応が異なります。別冊「保育園等一

覧」をご確認いただき、必ず各保育園等に直接、対応の可否について事前にご相談ください。 

〇 家庭的保育事業（保育ママ）における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」

の一部でのみ実施しています。別冊「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否に

ついて事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

□□33   薬薬がが必必要要なな児児童童のの対対応応  

○ 区立保育園では、原則として薬をお預かりしていません。ただし、保育園生活の中で薬の使用が必要と認 

められる場合のみ、最小限の範囲で薬をお預かりします。内定後に行われる面接・健康診断時に保育園にご

相談ください。私私立立保保育育園園おおよよびび地地域域型型保保育育事事業業等等でではは対対応応がが異異ななりりまますす。。事事前前にに各各保保育育園園等等にに直直接接ごご相相

談談くくだだささいい。。  

  

 

アアレレルルギギーーのの症症状状にによよっっててはは、、各各保保育育園園等等でで対対応応ででききずず、、内内定定後後のの面面接接・・健健康康診診断断でで内内定定がが取取消消ししににななるる  

場場合合ががあありりまますす。。アアレレルルギギーーににつついいてて対対応応がが必必要要なな方方はは、、事事前前にに各各保保育育園園等等にに十十分分ごご相相談談ののううええおお申申込込みみ  

くくだだささいい。。 
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□□44   家家庭庭的的保保育育事事業業（（保保育育ママママ））のの給給食食提提供供  
 

 〇 家庭的保育事業（保育ママ）では、すべての施設で給食を提供しています。「自園で調理した食事を提供す

る施設」と、「区立保育園で調理した食事を運んで提供する施設」のいずれかになります（詳しくは別冊「保

育園等一覧」をご覧ください）。 

 〇 区立園から運んで提供する食事は、月曜日から金曜日までの昼食です。離乳食やおやつ、土曜日の昼食は市

販の調理済み食品等を提供します。 

○ 家庭的保育事業（保育ママ）における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」

の一部でのみ実施しています。内定後に家庭的保育事業（保育ママ）では対応できないアレルギーであると

わかった場合、弁当持参をお願いすることや、児童の安全のために転園の申込み手続きをお取りいただく場

合があります。別冊「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否について事前にご

相談ください。 

 

□□55   保保育育園園等等のの変変更更（（転転園園））をを申申しし込込むむ場場合合  
 

○ 保育園等の変更（転園）の場合も、入園と同様、各月の申込締切日までに申込書類一式の提出が必要です。 

○ 利用する保育園等の変更（転園）が内定した場合、元の保育園等には他の児童が内定しています。そのため、

いいかかななるる理理由由ががああっっててもも、、元元のの保保育育園園等等にに戻戻るるここととははででききまませせんん（区外の保育園等への変更を含む）。 

申込み後に保育園等を変更（転園）する意思がなくなった場合は、直ちに『保育園等利用申込取下げ書』を

提出してください。 

○ 利用する保育園等の変更（転園）が内定した場合、内定した保育園等で、再度面接・健康診断を行います。

健康診断について、転園先と転園元の園医が同一、同一ではない場合に関わらず、転園先の園医が転園元の

健康診断結果で省略可能と判断した場合のみ省略可能です。 

○ 原則、申込締切日を過ぎて提出された申込取下げ書は、利用調整に反映できません。 

○ 保育園等の変更（転園）希望月１日時点で保護者が育児休業を取得している場合は、保育園等の変更（転園）

希望月に復職するときのみ申込みができます。復復職職ししななかかっったた場場合合はは退退園園ににななるるここととががあありりまますすののででごご注注

意意くくだだささいい。。  

○ 保育園等の変更（転園）の申込みは、初回の登園後から受け付けます。内定時点でのお申込みはできません。 

（例）令和 7 年４月入園内定の場合 → 令和 7 年４月１日から受け付けます。 

○ 1122 月月、、１１月月、、２２月月にに入入園園ししたた児児童童がが保保育育園園等等のの変変更更をを希希望望すするる場場合合はは、、入入園園日日とと申申込込締締切切日日のの関関係係かからら、、

４４月月２２次次利利用用調調整整以以降降ののおお申申込込みみととななりりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。 

 

□□66   ききょょううだだいいでで同同時時にに申申しし込込むむ場場合合  
 

○ 申込書『③児童の状況Ｎo.２』【きょうだいで申込みをされる方へ】にチェックが必要です。 

なお、チェックしたご希望の条件を満たさない限り、内定にはなりません。 

○ 同時期希望の「同時期」とは、内定発表時のことを指します。そのため、4 月 1 次と 4 月 2 次は別時期の

取り扱いとなります。「同園」とは、送り迎え時にきょうだいが同じ園に揃うことを指します。 

○ 育児休業中の方が「「ひひととりりででもも入入園園ででききれればば入入園園すするる」」をを希希望望ししたた場場合合にに、、ひひととりりはは入入園園、、ももううひひととりりがが入入

園園ででききななかかっったたととききででもも復復職職がが必必要要でですす。。入園できなかった児童がいることを理由に入園月中に復職しな

かった場合、退園になることがあります。  
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３３－－（（１１））  申申込込みみ時時のの注注意意事事項項  

□□11   すすべべててのの方方へへ  
 
○ 保保育育園園等等にによよっってて受受入入年年齢齢やや保保育育時時間間等等がが異異ななりりまますす。。別別冊冊「「保保育育園園等等一一覧覧」」をを必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

○ 入園は保育指数と調整指数を合算し、指数の高い児童から内定します（Ｐ.43～44 参照）。利用調整は保育

園等ごとに行い、希希望望順順位位にによよるる優優先先ははあありりまませせんん。。 

○ 利用調整対象の保育園等の空き状況は原則毎月 3 日に練馬区ホームページで公表します（P.12 参照）。 

※ １月・２月・４月 1 次利用調整分を除く。令和 6 年 12 月利用調整分の空き状況は 10 月 25 日に公開し

ます。 

○ 希望する保育園等に空きがない状況でも急遽空きが生じる場合があります。入園を希望する保育園等につ

いては空きの有無に関わらずお申込みください。認可保育園、地域型保育事業等をあわせて最大で 13 か

所まで希望できますので、利用したい順に送迎の所要時間などを考慮して通園可能な範囲でお選びくださ

い。また、延長保育に定員を設けている場合、入園と同時に利用できないことがあります（別冊「保育園等

一覧」参照）。 

○ 保育料は、世帯の収入に応じて区が定めます。保育料については、Ｐ.50～54 をご参照ください。 

延長保育料は、区立保育園を除き、各保育園等が設定します。事前に各保育園等へお問い合わせください。 

○ 保育園等の一部では保育料のほかに、園服・帽子等の費用や保護者会の会費が必要な場合があります。 

  保護者会の有無等については、各園へお問い合わせください。 

○ 見学の実施状況については事前に各施設へご確認ください。見学に代えて、練馬区ホームページで紹介や動

画配信を行う施設もあります。 

○ 申申込込みみ時時にに児児童童のの心心身身状状況況やや障障害害名名等等ににつついいててのの記記載載ややおお申申しし出出ががななくく、、保保育育園園ででのの面面接接・・健健康康診診断断のの際際

にに特特別別なな支支援援がが必必要要ででああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、内内定定がが取取消消さされれるるここととががあありりまますす。。受入れについては、

保育課保育支援係までご相談ください（P.39～40 参照）。 

〇 該該当当年年度度以以外外のの様様式式をを使使用用しし申申込込みみさされれたた場場合合、、最最新新年年度度版版のの様様式式おおよよびび保保育育利利用用ののごご案案内内のの内内容容にに同同意意

ししたたももののととみみななししまますす。。  

□□22   食食物物アアレレルルギギーーののああるる児児童童のの対対応応  
 

○ 区立保育園では、食物アレルギー対応が必要と診断を受けた際には、医師記載の「保育所におけるアレルギ

ー疾患生活管理指導表（国様式）」、保護者記載の「食物アレルギー対応に関わる申請書」等の提出が必要で

す。詳しくは保育園にご相談ください。保育園での食事は除去または代替食を提供しますが、アレルゲンに

よっては、家庭から弁当持参となることがあります。 

〇 私立保育園および地域型保育事業は、施設により食物アレルギーの対応が異なります。別冊「保育園等一

覧」をご確認いただき、必ず各保育園等に直接、対応の可否について事前にご相談ください。 

〇 家庭的保育事業（保育ママ）における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」

の一部でのみ実施しています。別冊「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否に

ついて事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

□□33   薬薬がが必必要要なな児児童童のの対対応応  

○ 区立保育園では、原則として薬をお預かりしていません。ただし、保育園生活の中で薬の使用が必要と認 

められる場合のみ、最小限の範囲で薬をお預かりします。内定後に行われる面接・健康診断時に保育園にご

相談ください。私私立立保保育育園園おおよよびび地地域域型型保保育育事事業業等等でではは対対応応がが異異ななりりまますす。。事事前前にに各各保保育育園園等等にに直直接接ごご相相

談談くくだだささいい。。  

  

 

アアレレルルギギーーのの症症状状にによよっっててはは、、各各保保育育園園等等でで対対応応ででききずず、、内内定定後後のの面面接接・・健健康康診診断断でで内内定定がが取取消消ししににななるる  

場場合合ががあありりまますす。。アアレレルルギギーーににつついいてて対対応応がが必必要要なな方方はは、、事事前前にに各各保保育育園園等等にに十十分分ごご相相談談ののううええおお申申込込みみ  

くくだだささいい。。 
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□□44   家家庭庭的的保保育育事事業業（（保保育育ママママ））のの給給食食提提供供  
 

 〇 家庭的保育事業（保育ママ）では、すべての施設で給食を提供しています。「自園で調理した食事を提供す

る施設」と、「区立保育園で調理した食事を運んで提供する施設」のいずれかになります（詳しくは別冊「保

育園等一覧」をご覧ください）。 

 〇 区立園から運んで提供する食事は、月曜日から金曜日までの昼食です。離乳食やおやつ、土曜日の昼食は市

販の調理済み食品等を提供します。 

○ 家庭的保育事業（保育ママ）における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」

の一部でのみ実施しています。内定後に家庭的保育事業（保育ママ）では対応できないアレルギーであると

わかった場合、弁当持参をお願いすることや、児童の安全のために転園の申込み手続きをお取りいただく場

合があります。別冊「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否について事前にご

相談ください。 

 

□□55   保保育育園園等等のの変変更更（（転転園園））をを申申しし込込むむ場場合合  
 

○ 保育園等の変更（転園）の場合も、入園と同様、各月の申込締切日までに申込書類一式の提出が必要です。 

○ 利用する保育園等の変更（転園）が内定した場合、元の保育園等には他の児童が内定しています。そのため、

いいかかななるる理理由由ががああっっててもも、、元元のの保保育育園園等等にに戻戻るるここととははででききまませせんん（区外の保育園等への変更を含む）。 

申込み後に保育園等を変更（転園）する意思がなくなった場合は、直ちに『保育園等利用申込取下げ書』を

提出してください。 

○ 利用する保育園等の変更（転園）が内定した場合、内定した保育園等で、再度面接・健康診断を行います。

健康診断について、転園先と転園元の園医が同一、同一ではない場合に関わらず、転園先の園医が転園元の

健康診断結果で省略可能と判断した場合のみ省略可能です。 

○ 原則、申込締切日を過ぎて提出された申込取下げ書は、利用調整に反映できません。 

○ 保育園等の変更（転園）希望月１日時点で保護者が育児休業を取得している場合は、保育園等の変更（転園）

希望月に復職するときのみ申込みができます。復復職職ししななかかっったた場場合合はは退退園園ににななるるここととががあありりまますすののででごご注注

意意くくだだささいい。。  

○ 保育園等の変更（転園）の申込みは、初回の登園後から受け付けます。内定時点でのお申込みはできません。 

（例）令和 7 年４月入園内定の場合 → 令和 7 年４月１日から受け付けます。 

○ 1122 月月、、１１月月、、２２月月にに入入園園ししたた児児童童がが保保育育園園等等のの変変更更をを希希望望すするる場場合合はは、、入入園園日日とと申申込込締締切切日日のの関関係係かからら、、

４４月月２２次次利利用用調調整整以以降降ののおお申申込込みみととななりりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。 

 

□□66   ききょょううだだいいでで同同時時にに申申しし込込むむ場場合合  
 

○ 申込書『③児童の状況Ｎo.２』【きょうだいで申込みをされる方へ】にチェックが必要です。 

なお、チェックしたご希望の条件を満たさない限り、内定にはなりません。 

○ 同時期希望の「同時期」とは、内定発表時のことを指します。そのため、4 月 1 次と 4 月 2 次は別時期の

取り扱いとなります。「同園」とは、送り迎え時にきょうだいが同じ園に揃うことを指します。 

○ 育児休業中の方が「「ひひととりりででもも入入園園ででききれればば入入園園すするる」」をを希希望望ししたた場場合合にに、、ひひととりりはは入入園園、、ももううひひととりりがが入入

園園ででききななかかっったたととききででもも復復職職がが必必要要でですす。。入園できなかった児童がいることを理由に入園月中に復職しな

かった場合、退園になることがあります。  
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□□77   保保育育実実施施年年齢齢にに上上限限ののああるる認認可可保保育育園園、、地地域域型型保保育育事事業業ににつついいてて  
 
 ○ 小規模保育事業、家庭的保育事業（保育ママ）、事業所内保育事業の対象児童は、２２歳歳児児ククララススままでででですす。。

３歳児クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。  

○ 認認可可保保育育園園ににもも、、受受入入年年齢齢がが２２歳歳児児ままたたはは 33 歳歳児児ククララススままででのの園園ががあありりまますす。。３歳児（4 歳児）クラス以

降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。 

○ 私立保育園の中には、年齢により園舎が分かれている園があります（本園・分園、本室・分室など）。園舎

が離れていることもありますので、別冊『保育園等一覧』を必ずご確認ください。 

○ 一部の認可保育園、地域型保育事業では、練馬こども園（私立幼稚園）を卒園時の連携先施設としており、

卒園予定の児童を対象とした早期選考を実施しています。 

早期選考の詳細は、別冊『保育園等一覧』をご確認ください。 

〇 保育実施年齢に上限のある保育園等を卒園する場合は、調整指数 23 番の対象となります（P.44 参照）。 

 

♦ 卒園児に対する新たな利用調整方法について 

  令令和和 55 年年 44 月月入入園園のの利利用用調調整整かからら、、認認可可保保育育園園ままたたはは地地域域型型保保育育事事業業をを卒卒園園すするる児児童童がが、、認認可可保保育育園園等等へへ

のの入入園園をを希希望望すするる場場合合にに、、当当該該卒卒園園児児にに対対しし一一般般のの申申込込児児童童よよりりもも優優先先的的なな利利用用調調整整（（以以下下「「優優先先方方式式」」とと

言言いいまますす））をを行行うう新新たたなな利利用用調調整整をを実実施施ししてていいまますす（（下下記記表表参参照照））。。  

  

【【注注意意点点】】  

・きょうだいで申込みされる方は、P.28 ６をご確認のうえお申込みください。 

・優先方式により内定の可能性があっても、きょうだいの組合せの条件を満たさない場合、内定にいたらない

ことがあります。 

・優先方式による申込者数が希望する保育園等の定員を上回る場合は、対象者の中で保育指数と調整指数の

合計が高い児童から入所を決定します。このため、優先方式を実施しても、希望した保育園等の申込状況に

より、入園の内定にいたらない場合があります。 

 

【制度に関するお問い合わせ】地域型保育事業係（03-5984-5845） 

【入園に関するお問い合わせ】入園相談係   （03-5984-5848） 
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1 実施時期 施設の受入可能年齢終了月の翌月（４月）の利用調整（４月利用調整以外は対象ではありません。）

2 対象児童

４月入園の各申込締切日時点で練馬区に住民登録があり、かつ３月末日まで継続して在籍している保育園等を
卒園となる現２歳児・３歳児クラスの在園児
※　練馬区外の対象施設に在籍している場合も対象になります。
※　２歳児１年保育の在園児童は対象外となります。

3 対象施設
・受入年齢の上限が４歳児クラス以下の認可保育園（区立・私立）（分園・分室は含みません）
・地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業（保育ママ）、事業所内保育事業）
※※　　区区でで利利用用調調整整をを行行っってていいなないい認認可可外外保保育育施施設設（（認認証証保保育育所所をを含含むむ））はは対対象象ととななりりまませせんん。。

4 申込先施設
・３歳児クラス（現３歳児クラスに在籍している場合は４歳児クラス）以上を実施している認可保育園
・認定こども園（２号利用）

5 選考方法
①「優先方式の対象児童」の利用調整を行います。
②その後に「一般の申込児童（①以外の方）」の利用調整を行います。

6 手続き等

・利用申込みおよび内定結果の発表は、一般の申込児童と同じです。
・優先方式を受けるための特別な手続きはありません。
※認定こども園（２号利用）については１０月初旬に、４月入園の利用申込みに関するお知らせを、
　区ホームページで掲載する予定です。

□□88   認認証証保保育育所所やや認認可可外外保保育育施施設設かからら認認可可保保育育園園等等へへ入入園園すするる場場合合  
 

○ 一部の認証保育所では、練馬こども園（私立幼稚園）を卒園時の連携先施設としており、卒園予定の児童を

対象とした早期選考を実施しています。早期選考の詳細は、別冊保育園等一覧をご確認ください。  

〇 認証保育所では、施設近隣の認可保育園を卒園児の連携施設として設定しています。認証保育所を卒園する

児童が「連携先施設」への入園を希望する場合は、調整指数 24 番の対象となります。連携先施設の詳細

は、別冊『保育園等一覧』をご確認ください（調整指数 24 番は令和７年４月利用調整をもって廃止しま

す）。 

○ 保育実施年齢に上限のある認証保育所や認可外保育施設を卒園する場合は、調整指数 23 番の対象になり

ます。調整指数 23 番および 24 番は、施設の受入可能年齢終了月の翌月（４月）の利用調整に限り対象と

なります。 

□□99   就就労労をを予予定定（（内内定定））ししてていいるる場場合合  
 

就労をする予定（就労内定）で保育園等の申込みをする場合、『就労証明書』に記載の「就労開始（予定）日」

の内容によって取扱いが異なります。また、就労（内定）の指数が算定され保育園等に内定した場合、入園月中に

就労を開始し、開始後 14 日以内に『就労開始証明書』の提出が必要です。 

また、自営業の方は自営業の挙証資料を就労開始後１か月以内にご提出ください（P.22、P.34 参照）。 

 

「就労開始（予定）日」が利用希望月（申込書①）中の月日の場合 

『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労（内定）の指数を算定します。 

例：利用希望月が４月、就労開始（予定）日が４月 17 日の場合 

 

「就労開始（予定）日」が利用希望月（申込書①）以降の月の記載がある場合 

就労開始（予定）月の利用調整（選考）から『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労（内定）

の指数を算定します。就労開始（予定）月の利用調整（選考）までは、求職（10 点）の指数を算定します。 

例：利用希望月が７月、就労開始（予定）日が８月５日で、８月入園まで有効期間のある申請がある場合 

→７月のみ指数は求職（10 点）、８月は『就労証明書』に記載の就労日数・時間に基づき指数を算定します。 

 

□□1100   就就労労中中のの方方がが出出産産をを予予定定ししてていいるる場場合合  
 

出産（予定）日および育児休業取得の有無によって、算定される指数が異なります。 

母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載のページのコピーおよび『就労証明書』をご提出ください。以下で

示す「産休」とは、労働基準法に基づく産前・産後休業期間のことを言います。 

※ 申申込込みみ後後にに出出産産予予定定（（妊妊娠娠））がが判判明明ししたた場場合合はは、、必必ずず母母子子健健康康手手帳帳のの分分娩娩予予定定日日（（出出産産予予定定日日））記記載載  

ペペーージジののココピピーーををごご提提出出くくだだささいい。。  

※ 申込み後に出産した場合も、母子健康手帳の娩出日（出産日）のわかるページのコピーをご提出ください。 

 

産休から引き続き育児休業を取得する（予定の）場合 

出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の６週間前の月の初

日）から、出産日の翌日から起算して 8 週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の指数を算定します。た

だし、産休から育児休業に切り替わる月の末日までに育児休業から復職する場合、復職月以降は就労要件の指数を

算定します。なお、きょうだいが保育園等に在園している場合、育児休業中の在園は特例となるため、取得できる

期間には制限があります。 
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□□77   保保育育実実施施年年齢齢にに上上限限ののああるる認認可可保保育育園園、、地地域域型型保保育育事事業業ににつついいてて  
 
 ○ 小規模保育事業、家庭的保育事業（保育ママ）、事業所内保育事業の対象児童は、２２歳歳児児ククララススままでででですす。。

３歳児クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。  

○ 認認可可保保育育園園ににもも、、受受入入年年齢齢がが２２歳歳児児ままたたはは 33 歳歳児児ククララススままででのの園園ががあありりまますす。。３歳児（4 歳児）クラス以

降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。 

○ 私立保育園の中には、年齢により園舎が分かれている園があります（本園・分園、本室・分室など）。園舎

が離れていることもありますので、別冊『保育園等一覧』を必ずご確認ください。 

○ 一部の認可保育園、地域型保育事業では、練馬こども園（私立幼稚園）を卒園時の連携先施設としており、

卒園予定の児童を対象とした早期選考を実施しています。 

早期選考の詳細は、別冊『保育園等一覧』をご確認ください。 

〇 保育実施年齢に上限のある保育園等を卒園する場合は、調整指数 23 番の対象となります（P.44 参照）。 

 

♦ 卒園児に対する新たな利用調整方法について 

  令令和和 55 年年 44 月月入入園園のの利利用用調調整整かからら、、認認可可保保育育園園ままたたはは地地域域型型保保育育事事業業をを卒卒園園すするる児児童童がが、、認認可可保保育育園園等等へへ

のの入入園園をを希希望望すするる場場合合にに、、当当該該卒卒園園児児にに対対しし一一般般のの申申込込児児童童よよりりもも優優先先的的なな利利用用調調整整（（以以下下「「優優先先方方式式」」とと

言言いいまますす））をを行行うう新新たたなな利利用用調調整整をを実実施施ししてていいまますす（（下下記記表表参参照照））。。  

  

【【注注意意点点】】  

・きょうだいで申込みされる方は、P.28 ６をご確認のうえお申込みください。 

・優先方式により内定の可能性があっても、きょうだいの組合せの条件を満たさない場合、内定にいたらない

ことがあります。 

・優先方式による申込者数が希望する保育園等の定員を上回る場合は、対象者の中で保育指数と調整指数の

合計が高い児童から入所を決定します。このため、優先方式を実施しても、希望した保育園等の申込状況に

より、入園の内定にいたらない場合があります。 

 

【制度に関するお問い合わせ】地域型保育事業係（03-5984-5845） 

【入園に関するお問い合わせ】入園相談係   （03-5984-5848） 
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1 実施時期 施設の受入可能年齢終了月の翌月（４月）の利用調整（４月利用調整以外は対象ではありません。）

2 対象児童

４月入園の各申込締切日時点で練馬区に住民登録があり、かつ３月末日まで継続して在籍している保育園等を
卒園となる現２歳児・３歳児クラスの在園児
※　練馬区外の対象施設に在籍している場合も対象になります。
※　２歳児１年保育の在園児童は対象外となります。

3 対象施設
・受入年齢の上限が４歳児クラス以下の認可保育園（区立・私立）（分園・分室は含みません）
・地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業（保育ママ）、事業所内保育事業）
※※　　区区でで利利用用調調整整をを行行っってていいなないい認認可可外外保保育育施施設設（（認認証証保保育育所所をを含含むむ））はは対対象象ととななりりまませせんん。。

4 申込先施設
・３歳児クラス（現３歳児クラスに在籍している場合は４歳児クラス）以上を実施している認可保育園
・認定こども園（２号利用）

5 選考方法
①「優先方式の対象児童」の利用調整を行います。
②その後に「一般の申込児童（①以外の方）」の利用調整を行います。

6 手続き等

・利用申込みおよび内定結果の発表は、一般の申込児童と同じです。
・優先方式を受けるための特別な手続きはありません。
※認定こども園（２号利用）については１０月初旬に、４月入園の利用申込みに関するお知らせを、
　区ホームページで掲載する予定です。

□□88   認認証証保保育育所所やや認認可可外外保保育育施施設設かからら認認可可保保育育園園等等へへ入入園園すするる場場合合  
 

○ 一部の認証保育所では、練馬こども園（私立幼稚園）を卒園時の連携先施設としており、卒園予定の児童を

対象とした早期選考を実施しています。早期選考の詳細は、別冊保育園等一覧をご確認ください。  

〇 認証保育所では、施設近隣の認可保育園を卒園児の連携施設として設定しています。認証保育所を卒園する

児童が「連携先施設」への入園を希望する場合は、調整指数 24 番の対象となります。連携先施設の詳細

は、別冊『保育園等一覧』をご確認ください（調整指数 24 番は令和７年４月利用調整をもって廃止しま

す）。 

○ 保育実施年齢に上限のある認証保育所や認可外保育施設を卒園する場合は、調整指数 23 番の対象になり

ます。調整指数 23 番および 24 番は、施設の受入可能年齢終了月の翌月（４月）の利用調整に限り対象と

なります。 

□□99   就就労労をを予予定定（（内内定定））ししてていいるる場場合合  
 

就労をする予定（就労内定）で保育園等の申込みをする場合、『就労証明書』に記載の「就労開始（予定）日」

の内容によって取扱いが異なります。また、就労（内定）の指数が算定され保育園等に内定した場合、入園月中に

就労を開始し、開始後 14 日以内に『就労開始証明書』の提出が必要です。 

また、自営業の方は自営業の挙証資料を就労開始後１か月以内にご提出ください（P.22、P.34 参照）。 

 

「就労開始（予定）日」が利用希望月（申込書①）中の月日の場合 

『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労（内定）の指数を算定します。 

例：利用希望月が４月、就労開始（予定）日が４月 17 日の場合 

 

「就労開始（予定）日」が利用希望月（申込書①）以降の月の記載がある場合 

就労開始（予定）月の利用調整（選考）から『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労（内定）

の指数を算定します。就労開始（予定）月の利用調整（選考）までは、求職（10 点）の指数を算定します。 

例：利用希望月が７月、就労開始（予定）日が８月５日で、８月入園まで有効期間のある申請がある場合 

→７月のみ指数は求職（10 点）、８月は『就労証明書』に記載の就労日数・時間に基づき指数を算定します。 

 

□□1100   就就労労中中のの方方がが出出産産をを予予定定ししてていいるる場場合合  
 

出産（予定）日および育児休業取得の有無によって、算定される指数が異なります。 

母子健康手帳の分娩予定日（出産予定日）記載のページのコピーおよび『就労証明書』をご提出ください。以下で

示す「産休」とは、労働基準法に基づく産前・産後休業期間のことを言います。 

※ 申申込込みみ後後にに出出産産予予定定（（妊妊娠娠））がが判判明明ししたた場場合合はは、、必必ずず母母子子健健康康手手帳帳のの分分娩娩予予定定日日（（出出産産予予定定日日））記記載載  

ペペーージジののココピピーーををごご提提出出くくだだささいい。。  

※ 申込み後に出産した場合も、母子健康手帳の娩出日（出産日）のわかるページのコピーをご提出ください。 

 

産休から引き続き育児休業を取得する（予定の）場合 

出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の６週間前の月の初

日）から、出産日の翌日から起算して 8 週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の指数を算定します。た

だし、産休から育児休業に切り替わる月の末日までに育児休業から復職する場合、復職月以降は就労要件の指数を

算定します。なお、きょうだいが保育園等に在園している場合、育児休業中の在園は特例となるため、取得できる

期間には制限があります。 
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出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合

『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書②の出産欄②』にチェックがある場合に限り、産休中も就労

の要件を適用し、復職後の就労日数および時間で算定します。ただし、復職後（14 日以内）に『復職証明書』の

提出が必要となります。産休後に育児休業を取得していた場合や復職したことが確認できないときは、退退園園ににななるる

場場合合ががあありりまますす。。 

保育園等の申込み中で出産された（もしくは予定がある）場合、生まれた児童の月齢によっては、練馬区に申込

みができません。申込み中の児童が内定した場合は、生まれた児童が練馬区へ申込みできなくても産休後直ちに復

職が必須となります。この取扱いは、就労要件で利用調整が行われ、内定後、出産要件に該当することが判明した

場合も適用されることがあります。詳細は、保育課入園相談係へご相談ください。

□□1111  育育児児休休業業をを取取得得ししてていいるる（（取取得得予予定定のの））場場合合 

♦♦ 育育児児休休業業をを取取得得（（予予定定含含むむ））ししてていいてて、、保保育育園園等等にに入入所所ででききたた場場合合はは復復職職すするる方方 

→『育児休業延長許容の申出書』の提出は不要です。

♦♦ 申申込込みみ時時にに提提出出さされれたた書書類類内内容容とと異異ななるる状状況況ににななっったたととききはは、、入入園園月月のの翌翌月月１１日日付付けけでで 

退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。以以下下ののよよううなな場場合合ははごご注注意意くくだだささいい。

 

○ 入入園園月月中中にに復復職職ししななかかっったた場場合合

○ 元元のの勤勤務務先先にに復復職職せせずずにに、、転転職職・・退退職職ししたた場場合合

○ 申申込込みみ時時にに申申告告ししたた就就労労時時間間・・日日数数とと異異ななるる状状況況でで復復職職ししたた場場合合 

 
育児休業中の場合は、育児休業の承認を受けた勤務先に、同じ契約条件で就労することを「復職」とします。

また、「復職」を前提に育児休業前の契約条件に基づき指数を算定しています。入園月中の転職は原則不可です。
転職して、それまでと同じ就労条件で働く場合でも、同同じじ就就労労のの指指数数はは算算定定ででききまませせんん。。

 

○ 育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等のの就就労労時時間間がが PP..3322  1122 のの条条件件をを満満たたささななかかっったた場場合合 

 

♦♦ 育育児児休休業業給給付付金金のの支支給給延延長長をを希希望望さされれるる方方 ※※『『育育児児休休業業延延長長許許容容のの申申出出書書』』ををごご提提出出 

くくだだささいい。。 

 

令令和和７７年年４４月月かからら育育児児休休業業給給付付金金のの支支給給対対象象期期間間延延長長手手続続ききがが変変わわりりまますす。。 

申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合には、支給延長が難しくなる可能性

があります。そのため、『復職に関する申立書』を廃止し、新たに『育児休業延長許容の申出書』をご提出いただ

くこととします。このの申申出出書書のの提提出出はは入入所所保保留留をを積積極極的的にに希希望望すするる旨旨のの意意思思表表示示ににははああたたりりまませせんん。。父母ともに

保育指数 10 点で利用調整を行いますが、『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』のの交交付付をを保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。希希望望保保

育育園園のの申申込込みみ状状況況にによよっっててはは内内定定ととななるる場場合合ががあありり、、内内定定をを辞辞退退さされれたたととししててもも『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』をを交交付付

すするるここととははででききまませせんん。。ななおお、、入入園園相相談談係係窓窓口口ででのの申申込込書書ののココピピーー対対応応、、利利用用調調整整期期間間中中にに希希望望園園をを削削除除すするる等等

のの対対応応ははででききまませせんん。。 

詳詳細細はは厚厚生生労労働働省省ホホーームムペペーージジやや管管轄轄ののハハロローーワワーークク、、勤勤務務先先のの労労務務担担当当ままででおお願願いいいいたたししまますす。。 

♦ 申込みが有効である間、減点対応を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＡ（この申込みの有効期間内すべての月において、保育指数を著しく下げて

ほしい。）を選択し、ご提出ください。

♦ 特定月までは減点対応を希望し、特定月翌月以降は就労証明書の内容で指数算定を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＢ（特定月までは、保育指数を著しく下げてほしい。）を選択し、ご提出く

ださい。

♦ 出産要件期間中のみ出産での算定を希望し、それ以外の期間は減点対応を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＣ（（出産予定がある方のみ）出産要件以外の期間は、保育指数を著しく下

げてほしい。）を選択し、ご提出ください。
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□□1122   育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等をを取取得得ししてていいるる（（取取得得予予定定のの））場場合合  
 
 ○ 育児時間・育児短時間勤務等の取得内容によって、算定される指数が異なります。 

 ○ 申込み時点で取得時間や期間が決まっていない場合等で、『就労証明書』の「育児のための短時間勤務制度

利用している場合」の欄が未記載の場合には、利用調整では、正規（契約）の就労時間で指数を算定します。

この場合も、入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得することは可能ですが、下下記記のの条条件件をを満満たたすすこことと

がが必必要要でですす。。下下記記のの条条件件をを満満たたししてていいなないい場場合合はは、、短短縮縮さされれたた就就労労内内容容でで指指数数がが算算定定さされれまますす。。  

  

正正規規（（契契約約））のの就就労労時時間間ととみみななししてて指指数数がが算算定定さされれるる場場合合  

  

〇〇短短縮縮後後のの就就労労時時間間（（休休憩憩時時間間をを含含むむ））がが１１日日原原則則６６時時間間以以上上あありり、、かかつつ、、勤勤務務日日数数はは短短縮縮ししなないい。。  

 ※ 短縮後の就労時間が 5 時間 45 分の方は P.45 の「就労」に関する補足説明欄をご覧ください。 

 

正規の就労時間とみなして指数を算定されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったとき

は、事実が判明した日の翌月１日付けで退園になることがあります。 

 

□□1133   転転職職等等（（労労働働契契約約変変更更・・就就学学条条件件のの変変更更のの場場合合をを含含むむ））でで、、新新たたなな条条件件ででのの就就労労・・就就学学期期間間

がが申申込込締締切切日日時時点点でで１１かか月月未未満満のの場場合合  
 

○ 申込締切日時点で、就労・就学期間が１か月未満の方は、調整指数 15 番（P.44 参照）に基づき「練馬区

保育実施基準表」（P.43 参照）の保育指数から３点減算します。 

○ 転職や労働契約の変更があり、変更後の就労期間が１か月未満の場合も減算の対象になります。ただし、前

職の退職日から１か月以内の転職等で、保育指数が変わらない場合、または保育指数が下がる場合には減算

しません。 

○ 転職先等が決まっている場合は申込締切日までに、未定の場合には決まり次第、必ず『就労証明書』をご提

出ください。 

○ 前職の退職日から１か月以内に転職された方は、前職の退職日が確認できる書類（離職票等）をご提出くだ

さい（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）。 

 

◆◆  入入園園月月ままででにに転転職職等等（（就就労労条条件件のの契契約約変変更更・・就就学学条条件件のの変変更更のの場場合合をを含含むむ））をを予予定定ししてていいるる場場合合  

申申込込みみ後後かからら入入園園月月中中にに、、転転職職等等にによよりり指指数数がが下下ががるる変変更更ががああるる場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは退退園園ににななるるここ

ととががあありりまますす（（PP..2255～～2266、、PP..3333～～3344 参参照照））。。  
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出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合

『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書②の出産欄②』にチェックがある場合に限り、産休中も就労

の要件を適用し、復職後の就労日数および時間で算定します。ただし、復職後（14 日以内）に『復職証明書』の

提出が必要となります。産休後に育児休業を取得していた場合や復職したことが確認できないときは、退退園園ににななるる

場場合合ががあありりまますす。。 

保育園等の申込み中で出産された（もしくは予定がある）場合、生まれた児童の月齢によっては、練馬区に申込

みができません。申込み中の児童が内定した場合は、生まれた児童が練馬区へ申込みできなくても産休後直ちに復

職が必須となります。この取扱いは、就労要件で利用調整が行われ、内定後、出産要件に該当することが判明した

場合も適用されることがあります。詳細は、保育課入園相談係へご相談ください。

□□1111  育育児児休休業業をを取取得得ししてていいるる（（取取得得予予定定のの））場場合合 

♦♦ 育育児児休休業業をを取取得得（（予予定定含含むむ））ししてていいてて、、保保育育園園等等にに入入所所ででききたた場場合合はは復復職職すするる方方 

→『育児休業延長許容の申出書』の提出は不要です。

♦♦ 申申込込みみ時時にに提提出出さされれたた書書類類内内容容とと異異ななるる状状況況ににななっったたととききはは、、入入園園月月のの翌翌月月１１日日付付けけでで 

退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。以以下下ののよよううなな場場合合ははごご注注意意くくだだささいい。。 

 

○ 入入園園月月中中にに復復職職ししななかかっったた場場合合

○ 元元のの勤勤務務先先にに復復職職せせずずにに、、転転職職・・退退職職ししたた場場合合

○ 申申込込みみ時時にに申申告告ししたた就就労労時時間間・・日日数数とと異異ななるる状状況況でで復復職職ししたた場場合合 

 
育児休業中の場合は、育児休業の承認を受けた勤務先に、同じ契約条件で就労することを「復職」とします。

また、「復職」を前提に育児休業前の契約条件に基づき指数を算定しています。入園月中の転職は原則不可です。
転職して、それまでと同じ就労条件で働く場合でも、同同じじ就就労労のの指指数数はは算算定定ででききまませせんん。。

 

○ 育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等のの就就労労時時間間がが PP..3322  1122 のの条条件件をを満満たたささななかかっったた場場合合 

 

♦♦ 育育児児休休業業給給付付金金のの支支給給延延長長をを希希望望さされれるる方方 ※※『『育育児児休休業業延延長長許許容容のの申申出出書書』』ををごご提提出出 

くくだだささいい。。 

 

令令和和７７年年４４月月かからら育育児児休休業業給給付付金金のの支支給給対対象象期期間間延延長長手手続続ききがが変変わわりりまますす。。 

申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合には、支給延長が難しくなる可能性

があります。そのため、『復職に関する申立書』を廃止し、新たに『育児休業延長許容の申出書』をご提出いただ

くこととします。このの申申出出書書のの提提出出はは入入所所保保留留をを積積極極的的にに希希望望すするる旨旨のの意意思思表表示示ににははああたたりりまませせんん。。父母ともに

保育指数 10 点で利用調整を行いますが、『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』のの交交付付をを保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。希希望望保保

育育園園のの申申込込みみ状状況況にによよっっててはは内内定定ととななるる場場合合ががあありり、、内内定定をを辞辞退退さされれたたととししててもも『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』をを交交付付

すするるここととははででききまませせんん。。ななおお、、入入園園相相談談係係窓窓口口ででのの申申込込書書ののココピピーー対対応応、、利利用用調調整整期期間間中中にに希希望望園園をを削削除除すするる等等

のの対対応応ははででききまませせんん。。 

詳詳細細はは厚厚生生労労働働省省ホホーームムペペーージジやや管管轄轄ののハハロローーワワーークク、、勤勤務務先先のの労労務務担担当当ままででおお願願いいいいたたししまますす。。 

♦ 申込みが有効である間、減点対応を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＡ（この申込みの有効期間内すべての月において、保育指数を著しく下げて

ほしい。）を選択し、ご提出ください。

♦ 特定月までは減点対応を希望し、特定月翌月以降は就労証明書の内容で指数算定を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＢ（特定月までは、保育指数を著しく下げてほしい。）を選択し、ご提出く

ださい。

♦ 出産要件期間中のみ出産での算定を希望し、それ以外の期間は減点対応を希望する方

→『育児休業延長許容の申出書』のＣ（（出産予定がある方のみ）出産要件以外の期間は、保育指数を著しく下

げてほしい。）を選択し、ご提出ください。
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□□1122   育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等をを取取得得ししてていいるる（（取取得得予予定定のの））場場合合  
 
 ○ 育児時間・育児短時間勤務等の取得内容によって、算定される指数が異なります。 

 ○ 申込み時点で取得時間や期間が決まっていない場合等で、『就労証明書』の「育児のための短時間勤務制度

利用している場合」の欄が未記載の場合には、利用調整では、正規（契約）の就労時間で指数を算定します。

この場合も、入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得することは可能ですが、下下記記のの条条件件をを満満たたすすこことと

がが必必要要でですす。。下下記記のの条条件件をを満満たたししてていいなないい場場合合はは、、短短縮縮さされれたた就就労労内内容容でで指指数数がが算算定定さされれまますす。。  

  

正正規規（（契契約約））のの就就労労時時間間ととみみななししてて指指数数がが算算定定さされれるる場場合合  

  

〇〇短短縮縮後後のの就就労労時時間間（（休休憩憩時時間間をを含含むむ））がが１１日日原原則則６６時時間間以以上上あありり、、かかつつ、、勤勤務務日日数数はは短短縮縮ししなないい。。  

 ※ 短縮後の就労時間が 5 時間 45 分の方は P.45 の「就労」に関する補足説明欄をご覧ください。 

 

正規の就労時間とみなして指数を算定されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったとき

は、事実が判明した日の翌月１日付けで退園になることがあります。 

 

□□1133   転転職職等等（（労労働働契契約約変変更更・・就就学学条条件件のの変変更更のの場場合合をを含含むむ））でで、、新新たたなな条条件件ででのの就就労労・・就就学学期期間間

がが申申込込締締切切日日時時点点でで１１かか月月未未満満のの場場合合  
 

○ 申込締切日時点で、就労・就学期間が１か月未満の方は、調整指数 15 番（P.44 参照）に基づき「練馬区

保育実施基準表」（P.43 参照）の保育指数から３点減算します。 

○ 転職や労働契約の変更があり、変更後の就労期間が１か月未満の場合も減算の対象になります。ただし、前

職の退職日から１か月以内の転職等で、保育指数が変わらない場合、または保育指数が下がる場合には減算

しません。 

○ 転職先等が決まっている場合は申込締切日までに、未定の場合には決まり次第、必ず『就労証明書』をご提

出ください。 

○ 前職の退職日から１か月以内に転職された方は、前職の退職日が確認できる書類（離職票等）をご提出くだ

さい（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）。 

 

◆◆  入入園園月月ままででにに転転職職等等（（就就労労条条件件のの契契約約変変更更・・就就学学条条件件のの変変更更のの場場合合をを含含むむ））をを予予定定ししてていいるる場場合合  

申申込込みみ後後かからら入入園園月月中中にに、、転転職職等等にによよりり指指数数がが下下ががるる変変更更ががああるる場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは退退園園ににななるるここ

ととががあありりまますす（（PP..2255～～2266、、PP..3333～～3344 参参照照））。。  
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３３－－（（２２））  内内定定後後・・入入園園後後のの注注意意事事項項  

□□11   内内定定をを辞辞退退すするる場場合合  

○ 内定した保育園等では、内定した時点で児童の受入れのための準備をすすめています。また、入園を待って

いる児童もいます。内定を辞退する意向が決まりましたら速やかに保育課入園相談係へご連絡ください。そ

のうえで、通常保育を辞退する場合は『内定辞退届』、延長保育を辞退する場合は『区立保育園延長保育辞

退届』の提出が必要です。 

○ 内定した時点で申込みは失効します。また辞退した場合、『保育利用保留通知書』は発行できません。内定

を辞退した場合、内定した保育園等からの転園を希望する場合、改めて利用を希望する場合は、申込書類一

式の再提出が必要です。 

○ 『内定辞退届』や『区立保育園延長保育辞退届』の提出が、指定した日付までに提出がない場合、保育料が

かかることがあります。 

○ 12 月、1 月、2 月に内定し辞退した場合、入園日と 4 月入園の申込締切日の関係から、再度の申込みは４

月２次利用調整以降となりますのでご注意ください。 

○ 辞退の旨が判明した時点で保育課入園相談係より該当の保育園等へお知らせいたします。辞退の取消しは

できません。 

○ 辞退されても今後の利用調整に影響がでることはありません。 

 

辞辞退退さされれまますすとと、、他他のの入入園園さされれたたいい方方のの入入園園機機会会をを狭狭めめるるここととにに繋繋ががりりまますす。。  

希希望望すするる保保育育園園等等はは通通ええるる範範囲囲内内ででおお選選びびくくだだささいい。。申申込込後後にに保保育育園園等等のの利利用用がが  

必必要要ななくくななっったた際際はは『『保保育育園園等等利利用用申申込込取取下下げげ書書』』（（PP..2266 参参照照））ををごご提提出出くくだだささいい。。  

 

□□22   内内定定（（入入園園））のの取取消消ししやや退退園園ににななるる場場合合  

 

指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月 

までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。 

内内定定後後やや入入園園後後ででああっっててもも、、提提出出さされれたた書書類類かからら申申込込みみ時時とと異異ななるる状状況況がが判判明明ししたた場場合合はは、、変変更更後後のの状状

況況にに基基づづきき指指数数をを再再算算定定しし利利用用調調整整をを見見直直ししまますす。。そそのの結結果果、、内内定定をを取取消消すす場場合合やや退退園園ににななるる場場合合ががあありり

まますす。。  

 また、入園後も家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときや、入入園園月月中中にに登登園園がが 11 日日もも

ななかかっったた場場合合はは退退園園ににななるる可可能能性性ががあありりまますす。。  

 

 

育児休業中の方で復職が難しい場合 

○ 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに元の勤務先に復職することが必要です。復復職職後後 11４４日日以以内内

にに『『復復職職証証明明書書』』ををごご提提出出くくだだささいい。。大型連休を挟む場合など、復職後 14 日を超える際は、交付され次第

速やかにご提出ください。提出方法は P.19～20 をご確認ください。入園した月の末日までに復職しなか

った場合は、その月の末日までの利用になります（翌月１日付けで退園）。ままたた、、元元のの就就労労先先にに復復職職せせずずにに

転転職職・・退退職職ををししたた場場合合、、退退園園ににななるるここととががあありりまますす（（PP..3311 参参照照））。。  

○ 入園月中に会社都合により復職できないことが判明した場合には、判明した時点で早急に保育課入園相談

係へご相談ください。申申込込時時とと状状況況がが変変わわっったた場場合合、、入入園園後後ででああっっててもも退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。  
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就労内定中の方で就労の開始ができない場合  

 〇 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに『就労証明書』に記載の就労日数・時間で就労を開始するこ

とが必要です。就労開始後 14 日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。また、大型連休を挟む場合

など、就労開始後 14 日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください。自営業の方は自営業に関す

る挙証資料を就労開始後１か月以内にご提出ください（P.22 参照）。提出方法は P.19～20 をご確認くだ

さい。入園した月の末日までに就労を開始できなかった場合は、その月の末日までの利用になります（翌月

1 日付けで退園）。 

 〇 申込み時に提出した『就労証明書』とは異なる就労先に就労することが判明した場合は、判明した時点で早

急に保育課入園相談係へご相談ください。申込み時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になるこ

とがあります。 

 

妊娠（出産）が判明した場合 

○ 出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の６週間前の月

の初日）から出産日の翌日から起算して８週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の保育指数（24

点）を適用します。例えば、６月 10 日が出産予定日の場合、たとえ４月中は就労していたとしても、４月

入園の利用調整では出産要件の保育指数（24 点）を適用します。 

申申込込みみ時時にに申申しし出出ががななくく、、内内定定（（入入園園含含むむ））ししたた後後にに妊妊娠娠（（出出産産））がが判判明明ししたた場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは  

退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。  

※ ただし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労の要件を適用し、

復職後の就労日数および時間で指数を算定します（P.30～3110 参照）。 

  

転職・退職を予定している場合 

○ 申込後から入園月までの間に、転転職職等等にによよりり指指数数がが下下ががるる変変更更ががああるる場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは退退園園ににななるる

ここととががあありりまますす（P.26、P.32 13 参照）。  

○ 転職した場合には、転職後の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類（離職票等）をご提出くださ

い（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）。 

 

条件外の育児時間・育児短時間勤務等を取得している（取得予定の）場合 

○ 入園後に育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等を取得する場合は、育児時間・育児短時間勤務等の取得内容が記載 

された『復職証明書』等をご提出ください。その際、正規（契約）の就労時間とみなして指数を算定し、入

園している場合は、取取得得ででききるる日日数数、、時時間間等等にに条条件件ががあありりまますす（P.32 12 参照）。 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

申申込込みみ時時のの書書類類ををももととにに、、利利用用調調整整をを行行いいまますす。。そそののたためめ、、申申込込みみ時時のの内内容容

（（家家庭庭・・就就労労状状況況等等））かからら状状況況がが変変わわりりそそううななととききはは、、早早急急にに保保育育課課入入園園  

相相談談係係へへごご相相談談くくだだささいい。。  
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３３－－（（２２））  内内定定後後・・入入園園後後のの注注意意事事項項  

□□11   内内定定をを辞辞退退すするる場場合合  

○ 内定した保育園等では、内定した時点で児童の受入れのための準備をすすめています。また、入園を待って

いる児童もいます。内定を辞退する意向が決まりましたら速やかに保育課入園相談係へご連絡ください。そ

のうえで、通常保育を辞退する場合は『内定辞退届』、延長保育を辞退する場合は『区立保育園延長保育辞

退届』の提出が必要です。 

○ 内定した時点で申込みは失効します。また辞退した場合、『保育利用保留通知書』は発行できません。内定

を辞退した場合、内定した保育園等からの転園を希望する場合、改めて利用を希望する場合は、申込書類一

式の再提出が必要です。 

○ 『内定辞退届』や『区立保育園延長保育辞退届』の提出が、指定した日付までに提出がない場合、保育料が

かかることがあります。 

○ 12 月、1 月、2 月に内定し辞退した場合、入園日と 4 月入園の申込締切日の関係から、再度の申込みは４

月２次利用調整以降となりますのでご注意ください。 

○ 辞退の旨が判明した時点で保育課入園相談係より該当の保育園等へお知らせいたします。辞退の取消しは

できません。 

○ 辞退されても今後の利用調整に影響がでることはありません。 

 

辞辞退退さされれまますすとと、、他他のの入入園園さされれたたいい方方のの入入園園機機会会をを狭狭めめるるここととにに繋繋ががりりまますす。。  

希希望望すするる保保育育園園等等はは通通ええるる範範囲囲内内ででおお選選びびくくだだささいい。。申申込込後後にに保保育育園園等等のの利利用用がが  

必必要要ななくくななっったた際際はは『『保保育育園園等等利利用用申申込込取取下下げげ書書』』（（PP..2266 参参照照））ををごご提提出出くくだだささいい。。  

 

□□22   内内定定（（入入園園））のの取取消消ししやや退退園園ににななるる場場合合  

 

指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月 

までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。 

内内定定後後やや入入園園後後ででああっっててもも、、提提出出さされれたた書書類類かからら申申込込みみ時時とと異異ななるる状状況況がが判判明明ししたた場場合合はは、、変変更更後後のの状状

況況にに基基づづきき指指数数をを再再算算定定しし利利用用調調整整をを見見直直ししまますす。。そそのの結結果果、、内内定定をを取取消消すす場場合合やや退退園園ににななるる場場合合ががあありり

まますす。。  

 また、入園後も家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときや、入入園園月月中中にに登登園園がが 11 日日もも

ななかかっったた場場合合はは退退園園ににななるる可可能能性性ががあありりまますす。。  

 

 

育児休業中の方で復職が難しい場合 

○ 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに元の勤務先に復職することが必要です。復復職職後後 11４４日日以以内内

にに『『復復職職証証明明書書』』ををごご提提出出くくだだささいい。。大型連休を挟む場合など、復職後 14 日を超える際は、交付され次第

速やかにご提出ください。提出方法は P.19～20 をご確認ください。入園した月の末日までに復職しなか

った場合は、その月の末日までの利用になります（翌月１日付けで退園）。ままたた、、元元のの就就労労先先にに復復職職せせずずにに

転転職職・・退退職職ををししたた場場合合、、退退園園ににななるるここととががあありりまますす（（PP..3311 参参照照））。。  

○ 入園月中に会社都合により復職できないことが判明した場合には、判明した時点で早急に保育課入園相談

係へご相談ください。申申込込時時とと状状況況がが変変わわっったた場場合合、、入入園園後後ででああっっててもも退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。  
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就労内定中の方で就労の開始ができない場合

〇 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに『就労証明書』に記載の就労日数・時間で就労を開始するこ

とが必要です。就労開始後 14 日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。また、大型連休を挟む場合

など、就労開始後 14 日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください。自営業の方は自営業に関す

る挙証資料を就労開始後１か月以内にご提出ください（P.22 参照）。提出方法は P.19～20 をご確認くだ

さい。入園した月の末日までに就労を開始できなかった場合は、その月の末日までの利用になります（翌月

1 日付けで退園）。

〇 申込み時に提出した『就労証明書』とは異なる就労先に就労することが判明した場合は、判明した時点で早

急に保育課入園相談係へご相談ください。申込み時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になるこ

とがあります。

妊娠（出産）が判明した場合

○ 出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の６週間前の月

の初日）から出産日の翌日から起算して８週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の保育指数（24

点）を適用します。例えば、６月 10 日が出産予定日の場合、たとえ４月中は就労していたとしても、４月

入園の利用調整では出産要件の保育指数（24 点）を適用します。

申申込込みみ時時にに申申しし出出ががななくく、、内内定定（（入入園園含含むむ））ししたた後後にに妊妊娠娠（（出出産産））がが判判明明ししたた場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは 

退退園園ににななるるここととががあありりまますす。。 

※ ただし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労の要件を適用し、

復職後の就労日数および時間で指数を算定します（P.30～3110 参照）。

転職・退職を予定している場合

○ 申込後から入園月までの間に、転転職職等等にによよりり指指数数がが下下ががるる変変更更ががああるる場場合合、、内内定定取取消消ししままたたはは退退園園ににななるる

ここととががあありりまますす（P.26、P.32 13 参照）。 

○ 転職した場合には、転職後の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類（離職票等）をご提出くださ

い（詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください）。

条件外の育児時間・育児短時間勤務等を取得している（取得予定の）場合

○ 入園後に育育児児時時間間・・育育児児短短時時間間勤勤務務等等を取得する場合は、育児時間・育児短時間勤務等の取得内容が記載

された『復職証明書』等をご提出ください。その際、正規（契約）の就労時間とみなして指数を算定し、入

園している場合は、取取得得ででききるる日日数数、、時時間間等等にに条条件件ががあありりまますす（P.32 12 参照）。

 

 

 

 

申申込込みみ時時のの書書類類ををももととにに、、利利用用調調整整をを行行いいまますす。。そそののたためめ、、申申込込みみ時時のの内内容容

（（家家庭庭・・就就労労状状況況等等））かからら状状況況がが変変わわりりそそううななととききはは、、早早急急にに保保育育課課入入園園 

相相談談係係へへごご相相談談くくだだささいい。。 
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４４－－（（１１））  延延長長保保育育 

□□11   保保育育必必要要量量とと延延長長保保育育    
 

○ 保育園等を利用できる時間は、保育必要量の認定区分（標準時間または短時間）により異なります。 

保育の利用時間は、保護者の就労時間や通勤時間、家庭の状況等に応じ、児童の健全な育成を図る観点から

必要な範囲で、保護者と保育園等が相談のうえ、保育園等が決定します。 

 ○ 保保育育標標準準時時間間認認定定でではは最最長長 1111 時時間間、、保保育育短短時時間間認認定定でではは最最長長 88 時時間間がが 11 日日のの利利用用可可能能なな時時間間でですす。。保育 

短時間認定で、８時間を超えて利用する場合は延長保育料がかかります。また、基本保育時間（各保育園 

等で異なります。）を超えて利用する場合も、延長保育料がかかります。 

 

認可保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業の場合 

○ 基本保育時間は 11 時間です（区立保育園は７時 30 分～18 時 30 分）。 
 

【保育標準時間認定】  

○ 各保育園等で定める基本保育時間内での利用であれば、延長保育料はかかりません。ただし、利用時間が 

11 時間以内であっても、基本保育時間を超えた場合は延長保育料がかかります。 

 

  例：基本保育時間が７時 30 分～18 時 30 分、18 時 30 分以降は延長保育を実施している保育園の場合、

８時から 19 時まで 11 時間預けると、18 時 30 分から 19 時までは延長保育料がかかります。 

 

 

 

 

 

     

                                    

【保育短時間認定】 

○ 各保育園等で定める基本保育時間内であっても、8 時間を超えた部分については延長保育料がかかります。 

また、各保育園等で、保育短時間認定の方の利用可能な時間帯を設定しています（区立保育園は 9 時～17

時）。各保育園等で設定した利用可能時間帯を超えた場合は、8 時間以内の利用であっても延長保育料が   

かかります。 

 

例：短時間認定の利用可能時間帯が９時～17 時の保育園の場合、9 時 30 分から 17 時 30 分まで８時間  

預けると、1７時から 17 時 30 分までは延長保育料がかかります。 

 

 
 

   
 
 
 

 
家庭的保育事業（保育ママ）の場合 
 

○ 基本保育時間は 8 時間で保育必要量は短時間認定となります。基本保育時間を超えた利用時間については

開所時間内であっても延長保育料がかかります（延長保育を実施していない家庭的保育事業（保育ママ）も

あります）。  

 

基本保育時間（７：30～18：30 までの場合） 

 
短時間認定の利用可能時間帯    

（９：00～17：00 までの場合）    

預け始め                 お迎え                   

77：：3300        

 

88：：0000  77：：3300  

基本保育時間（最長 11 時間利用可能） 

預け始め 

1188：：3300  1199：：0000  

お迎え 

1177：：3300        99：：3300        

 

99：：0000        

延長保育 

1188：：3300        1177：：0000                              

延長保育 
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□□22   延延長長保保育育のの対対象象ととななるる児児童童  （（①①・・②②・・③③ととももああててははままるるここととがが必必要要でですす））  
 

① 延長保育を実施している保育園等の在園児、または入園が内定した児童 

② 保護者の勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育を必要とする児童 

③ 延長保育の利用月の初日に１歳の誕生日を迎えている児童 

※ 保育園面接の結果、延長保育の必要性がないと判断された場合は、ご利用いただけない可能性があります。 

※ 障害児保育対象児については、区立保育園の直営園および運営業務委託園において夕①が対象です。 

運営業務委託園は、令和７年４月より新たに朝・夕②も対象になります（詳細は P.39 をご確認ください）。 

□□33   注注意意事事項項  
 

○ 保育園等により、実施の有無、実施年齢、実施時間帯が異なります。必ず、別冊「保育園等一覧」でご確認

ください。区立保育園以外の延長保育料、定員等の詳細は各保育園等にお問い合わせください。  

○ 保育園等で延長保育の利用が適切でないと判断された場合は、利用できないことがあります。 

○ 延長保育を実施している保育園等であっても、児童の年齢や定員により利用できないことがあります。 

○ 私立保育園・地域型保育事業の延長保育については、内定後、各保育園・各事業者へ直接申込みとなります。 

□□44   区区立立保保育育園園のの延延長長保保育育のの概概要要  
  

※１ 直営園の延長保育は定員があるため、利用希望者数が空き枠を超えた場合は、提出された書類により指数を

算定し利用調整を行います（P.48 参照）。入園の利用調整とは別に行いますので、入園できた場合も延長

保育を利用できないことがあります。なお、運営業務委託園は定員に制限はありません。 

※２ １・２歳の定員各３人は、全体の定員 20 人に対する最大の枠です。継続利用児童の新年度への持ち上がり

数によっては、募集枠が３人を下回ることがあります。 

※３ １歳児の定員に含まれます（１歳の誕生月の翌月から利用できます）。 

※４ 直営園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日１名先着順となります。 

※５ 委託園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日朝１名、夕（夕①・②合わせて）１名先着順となります。 

 

○ 区立保育園には直営園と運営業務委託園があり、それぞれ、基本保育時間外の延長保育の実施時間帯が異な

ります。直営園は夕①の時間帯のみ、運営業務委託園は朝と夕①、夕②の時間帯で実施しています。 

○  保育短時間認定の方の利用可能時間は、区立保育園では９時～17 時の間の最大８時間です（P.35 参照）。 

この時間帯を超えて利用する場合は、保育短時間延長保育料（30 分あたり１回 200 円）がかかります。 

○ 延長保育料は無償化の対象ではありません。 

○ 区立保育園の継続利用・スポット利用・保育短時間延長保育利用はいずれも、生活保護受給世帯（保育料表 

A 階層の世帯）、住民税が非課税の世帯（保育料表Ｂ階層の世帯）は延長保育料が免除になります。 

継継続続利利用用のの延延長長保保育育料料はは、、11 日日もも利利用用ががなないい場場合合ででああっっててもも月月額額延延長長保保育育料料のの徴徴収収ととななりりまますす。。 
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～次ページへ続きます～ 

スポット利用

１日単位での利用

在園している保育園

申込先着順

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

※3 3 3 20

朝2人、夕方5人まで　※5

１回　200円
（月の利用が10回を超えても月額上限2,000円）

１回　400円
（月の利用が10回を超えても月額上限4,000円）

１回　800円
（月の利用が10回を超えても月額上限8,000円）

利利用用決決定定 利用調整　※1

　延長保育料 朝朝
  （（７７ ::0000～～７７ ::3300））

月額　2,000円

　延長保育料 夕夕①①
（（1188 ::3300～～1199::3300））

月額　4,000円

　延長保育料 夕夕②②
（（1188 ::3300～～2200::3300））

月額　8,000円

利利用用定定員員 1日ごとの「継続利用」の空き人数
＋

継続利用者の利用がないと判断出来た人数　※4直営園　※2 14

運営業務委託園 定員は設けません

継続利用

内内容容 月単位での利用

申申込込先先
保育課入園相談係または

各総合福祉事務所
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４４－－（（１１））  延延長長保保育育 

□□11   保保育育必必要要量量とと延延長長保保育育    
 

○ 保育園等を利用できる時間は、保育必要量の認定区分（標準時間または短時間）により異なります。 

保育の利用時間は、保護者の就労時間や通勤時間、家庭の状況等に応じ、児童の健全な育成を図る観点から

必要な範囲で、保護者と保育園等が相談のうえ、保育園等が決定します。 

 ○ 保保育育標標準準時時間間認認定定でではは最最長長 1111 時時間間、、保保育育短短時時間間認認定定でではは最最長長 88 時時間間がが 11 日日のの利利用用可可能能なな時時間間でですす。。保育 

短時間認定で、８時間を超えて利用する場合は延長保育料がかかります。また、基本保育時間（各保育園 

等で異なります。）を超えて利用する場合も、延長保育料がかかります。 

 

認可保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業の場合 

○ 基本保育時間は 11 時間です（区立保育園は７時 30 分～18 時 30 分）。 
 

【保育標準時間認定】  

○ 各保育園等で定める基本保育時間内での利用であれば、延長保育料はかかりません。ただし、利用時間が 

11 時間以内であっても、基本保育時間を超えた場合は延長保育料がかかります。 

 

  例：基本保育時間が７時 30 分～18 時 30 分、18 時 30 分以降は延長保育を実施している保育園の場合、

８時から 19 時まで 11 時間預けると、18 時 30 分から 19 時までは延長保育料がかかります。 

 

 

 

 

 

     

                                    

【保育短時間認定】 

○ 各保育園等で定める基本保育時間内であっても、8 時間を超えた部分については延長保育料がかかります。 

また、各保育園等で、保育短時間認定の方の利用可能な時間帯を設定しています（区立保育園は 9 時～17

時）。各保育園等で設定した利用可能時間帯を超えた場合は、8 時間以内の利用であっても延長保育料が   

かかります。 

 

例：短時間認定の利用可能時間帯が９時～17 時の保育園の場合、9 時 30 分から 17 時 30 分まで８時間  

預けると、1７時から 17 時 30 分までは延長保育料がかかります。 

 

 
 

   
 
 
 

 
家庭的保育事業（保育ママ）の場合 
 

○ 基本保育時間は 8 時間で保育必要量は短時間認定となります。基本保育時間を超えた利用時間については

開所時間内であっても延長保育料がかかります（延長保育を実施していない家庭的保育事業（保育ママ）も

あります）。  

 

基本保育時間（７：30～18：30 までの場合） 

 
短時間認定の利用可能時間帯    

（９：00～17：00 までの場合）    

預け始め                 お迎え                   

77：：3300        

 

88：：0000  77：：3300  

基本保育時間（最長 11 時間利用可能） 

預け始め 

1188：：3300  1199：：0000  

お迎え 

1177：：3300        99：：3300        

 

99：：0000        

延長保育 

1188：：3300        1177：：0000                              

延長保育 
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□□22   延延長長保保育育のの対対象象ととななるる児児童童  （（①①・・②②・・③③ととももああててははままるるここととがが必必要要でですす））  
 

① 延長保育を実施している保育園等の在園児、または入園が内定した児童 

② 保護者の勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育を必要とする児童 

③ 延長保育の利用月の初日に１歳の誕生日を迎えている児童 

※ 保育園面接の結果、延長保育の必要性がないと判断された場合は、ご利用いただけない可能性があります。 

※ 障害児保育対象児については、区立保育園の直営園および運営業務委託園において夕①が対象です。 

運営業務委託園は、令和７年４月より新たに朝・夕②も対象になります（詳細は P.39 をご確認ください）。 

□□33   注注意意事事項項  
 

○ 保育園等により、実施の有無、実施年齢、実施時間帯が異なります。必ず、別冊「保育園等一覧」でご確認

ください。区立保育園以外の延長保育料、定員等の詳細は各保育園等にお問い合わせください。  

○ 保育園等で延長保育の利用が適切でないと判断された場合は、利用できないことがあります。 

○ 延長保育を実施している保育園等であっても、児童の年齢や定員により利用できないことがあります。 

○ 私立保育園・地域型保育事業の延長保育については、内定後、各保育園・各事業者へ直接申込みとなります。 

□□44   区区立立保保育育園園のの延延長長保保育育のの概概要要  
  

※１ 直営園の延長保育は定員があるため、利用希望者数が空き枠を超えた場合は、提出された書類により指数を

算定し利用調整を行います（P.48 参照）。入園の利用調整とは別に行いますので、入園できた場合も延長

保育を利用できないことがあります。なお、運営業務委託園は定員に制限はありません。 

※２ １・２歳の定員各３人は、全体の定員 20 人に対する最大の枠です。継続利用児童の新年度への持ち上がり

数によっては、募集枠が３人を下回ることがあります。 

※３ １歳児の定員に含まれます（１歳の誕生月の翌月から利用できます）。 

※４ 直営園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日１名先着順となります。 

※５ 委託園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日朝１名、夕（夕①・②合わせて）１名先着順となります。 

 

○ 区立保育園には直営園と運営業務委託園があり、それぞれ、基本保育時間外の延長保育の実施時間帯が異な

ります。直営園は夕①の時間帯のみ、運営業務委託園は朝と夕①、夕②の時間帯で実施しています。 

○  保育短時間認定の方の利用可能時間は、区立保育園では９時～17 時の間の最大８時間です（P.35 参照）。 

この時間帯を超えて利用する場合は、保育短時間延長保育料（30 分あたり１回 200 円）がかかります。 

○ 延長保育料は無償化の対象ではありません。 

○ 区立保育園の継続利用・スポット利用・保育短時間延長保育利用はいずれも、生活保護受給世帯（保育料表 

A 階層の世帯）、住民税が非課税の世帯（保育料表Ｂ階層の世帯）は延長保育料が免除になります。 

継継続続利利用用のの延延長長保保育育料料はは、、11 日日もも利利用用ががなないい場場合合ででああっっててもも月月額額延延長長保保育育料料のの徴徴収収ととななりりまますす。。 
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～次ページへ続きます～ 

スポット利用

１日単位での利用

在園している保育園

申込先着順

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

※3 3 3 20

朝2人、夕方5人まで　※5

１回　200円
（月の利用が10回を超えても月額上限2,000円）

１回　400円
（月の利用が10回を超えても月額上限4,000円）

１回　800円
（月の利用が10回を超えても月額上限8,000円）

利利用用決決定定 利用調整　※1

　延長保育料 朝朝
  （（７７ ::0000～～７７ ::3300））

月額　2,000円

　延長保育料 夕夕①①
（（1188 ::3300～～1199::3300））

月額　4,000円

　延長保育料 夕夕②②
（（1188 ::3300～～2200::3300））

月額　8,000円

利利用用定定員員 1日ごとの「継続利用」の空き人数
＋

継続利用者の利用がないと判断出来た人数　※4直営園　※2 14

運営業務委託園 定員は設けません

継続利用

内内容容 月単位での利用

申申込込先先
保育課入園相談係または

各総合福祉事務所
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□□55   区区立立保保育育園園のの延延長長保保育育（（継継続続利利用用））申申込込みみにに必必要要なな書書類類  
 

① 『『区区立立保保育育園園  延延長長保保育育申申込込書書』』 

② 父父母母のの『『就就労労証証明明書書』』等等、、延延長長保保育育のの実実施施時時間間帯帯にに保保育育をを必必要要ととすするるここととをを証証明明すするる書書類類 

③ 『『在在園園（（受受託託））証証明明書書』』等等 

（延長保育の実施時間帯に認可保育園以外の保育施設等（認証保育所など）に預けている場合） 

＊延長保育の実施時間帯に預けていることの記載が必要です。 

※ 運営業務委託園に在園している児童が、毎月の申込締切日後に翌月からの延長保育（継続利用）を希望する

場合は、保育課入園相談係へご相談ください。  

※ 申申込込締締切切日日はは各各月月のの入入園園申申込込締締切切日日とと同同じじでですす（（PP..1155～～1166 参参照照））。。また、申込書の有効期間は、申込日の

翌月から数えて最長で６か月後の利用調整までです。たただだしし 44 月月１１次次ににかかかかるる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期

間間はは４４月月２２次次ままででににななりりまますす（P.16 参照）。 

※ 入園と同時申込みの場合は、②、③を入園および延長保育の双方の審査に使用します。 

※ 申込み時と就労状況が変わった（残業時間が増えた等）場合は、その事実を証明する書類（『就労証明書』

等）をご提出ください。 

※ 延長保育の申込みが不要になった場合は、必ず『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』をご提出くださ

い。 

４４－－（（２２））  休休日日保保育育  

休日保育では、認可保育園等がお休みとなる日曜日と祝休日（12 月 29 日～１月３日を除く）に、就労のため

保育を必要とする保護者に代わって児童を保育します。利用するためには内定後、実施園での利用予約が必要で

す。 

□□11   対対象象ととななるる児児童童（（①①・・②②・・③③・・④④全全ててににああててははままるるここととがが必必要要でですす））  
 

① 同居している保護者すべてが月 12 日 4 時間以上かつ日曜日・祝日に就労している家庭の児童（産休中、

育児休業中の場合は利用できません） 

② 練馬区に在住し、保育施設等に在園している児童、または練馬区外に在住し、練馬区内の保育施設等に在園

している児童 

③ 休日保育の利用月の初日に１歳の誕生日を迎えている児童（0 歳児クラスの利用定員は 1 人までです） 

④ 利用希望月 1 日時点で保育の必要性の認定を受けていること 

※ 休休日日保保育育はは、、通通常常のの保保育育ととはは職職員員体体制制がが異異ななりりまますす。。面面接接・・健健康康診診断断のの結結果果、、休休日日保保育育のの職職員員体体制制でではは集集

団団生生活活がが難難ししいいとと判判断断さされれたた場場合合ははごご利利用用いいたただだけけまませせんん。。健健康康状状況況ににごご不不安安なな点点ががああるる場場合合はは、、事事前前

にに希希望望さされれるる保保育育園園へへごご相相談談くくだだささいい。。  
 

□□22   休休日日保保育育のの実実施施園園・・保保育育時時間間等等                                                

※１ 令和 7 年度から東大泉保育園で実施予定でしたが、令和 7 年度についても引き続き同園で実施します。 

令和 8 年度から東大泉保育園で実施予定です。 

※２ ０～１歳児クラス計４人まで。２歳児クラス４人まで。 

※３ ０～１歳児クラス計３人まで。２歳児クラス３人まで。 

※４ 1 日の利用上限 20 人を超えた場合は、ご利用いただけません。 
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実実施施園園名名 向向山山 光光がが丘丘第第八八 石石神神井井町町つつつつじじ 上上石石神神井井第第二二 東東大大泉泉第第三三  ※※11 氷氷川川台台 南南大大泉泉

保保育育時時間間

登登録録定定員員 2200人人　　※※２２

11日日のの利利用用上上限限

料料　　　　金金

各各園園2200人人　　※※３３　　

77時時3300分分かからら1188時時3300分分ままででのの必必要要なな時時間間

００円円

各各園園2200人人　　※※４４

各各園園3300人人　　※※２２　　

 
オンライン申請をご利用ください（①～③に対応しています）。 

または、練馬区ホームページから申請書をダウンロードしてください。 

 

□□33   登登録録申申込込みみにに必必要要なな書書類類      
 

利用希望月の締切日（P.15～16 参照）までに、以下の書類をご提出ください。 

申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて６か月後の利用調整（選考）までです。たただだしし 44 月月１１次次ににかかかか

るる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期間間はは４４月月２２次次ままででににななりりまますす（P.16 参照）。 

 

① 『休日保育申込書』 

② 『健康状況表』 

③ 『休日保育重要事項確認票』 

④ 『就労証明書』（同時に通常保育の申込書に添付済みの場合は省略可） 

※ 『就労証明書』について、日曜日・祝休日に就労することが記載されている必要があります。 

また、平日と日曜日・祝休日の勤務時間が異なる場合は、その旨の記載が必要です。 

※  自営業の方は、直近の確定申告書の控え等のコピーが必要です（P.22 参照）。 

⑤ 直近３か月分のシフト表（定休日が固定の場合は省略可。産休・育児休業中の場合は、産休前の３か月分が

必要になります。） 

※ 不定休で就労している方は、シフト表等の提出がない場合、利用調整対象外となります。 

⑥ 同居する 65 歳未満の祖父母が、休日に保育にあたれないことを証明する書類（『就労証明書』等） 

 

 

※  申申込込者者がが欠欠員員数数をを超超ええたた場場合合はは、、保保育育指指数数とと調調整整指指数数をを合合算算ししたた指指数数のの高高いい児児童童かからら利利用用者者をを決決定定ししまますす

（（ＰＰ..4499 参参照照））。。利利用用調調整整のの結結果果、、利利用用ででききなないい場場合合ががあありりまますす。。ななおお、、欠欠員員ががなないい場場合合はは、、利利用用調調整整をを行行

いいまませせんん。。  

※ 休日保育の利用承諾後、６か月間連続して利用がない場合は、登録が取消しとなり、休日保育が利用できな

くなります。 
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□□55   区区立立保保育育園園のの延延長長保保育育（（継継続続利利用用））申申込込みみにに必必要要なな書書類類  
 

① 『『区区立立保保育育園園  延延長長保保育育申申込込書書』』 

② 父父母母のの『『就就労労証証明明書書』』等等、、延延長長保保育育のの実実施施時時間間帯帯にに保保育育をを必必要要ととすするるここととをを証証明明すするる書書類類 

③ 『『在在園園（（受受託託））証証明明書書』』等等 

（延長保育の実施時間帯に認可保育園以外の保育施設等（認証保育所など）に預けている場合） 

＊延長保育の実施時間帯に預けていることの記載が必要です。 

※ 運営業務委託園に在園している児童が、毎月の申込締切日後に翌月からの延長保育（継続利用）を希望する

場合は、保育課入園相談係へご相談ください。  

※ 申申込込締締切切日日はは各各月月のの入入園園申申込込締締切切日日とと同同じじでですす（（PP..1155～～1166 参参照照））。。また、申込書の有効期間は、申込日の

翌月から数えて最長で６か月後の利用調整までです。たただだしし 44 月月１１次次ににかかかかるる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期

間間はは４４月月２２次次ままででににななりりまますす（P.16 参照）。 

※ 入園と同時申込みの場合は、②、③を入園および延長保育の双方の審査に使用します。 

※ 申込み時と就労状況が変わった（残業時間が増えた等）場合は、その事実を証明する書類（『就労証明書』

等）をご提出ください。 

※ 延長保育の申込みが不要になった場合は、必ず『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』をご提出くださ

い。 

４４－－（（２２））  休休日日保保育育  

休日保育では、認可保育園等がお休みとなる日曜日と祝休日（12 月 29 日～１月３日を除く）に、就労のため

保育を必要とする保護者に代わって児童を保育します。利用するためには内定後、実施園での利用予約が必要で

す。 

□□11   対対象象ととななるる児児童童（（①①・・②②・・③③・・④④全全ててににああててははままるるここととがが必必要要でですす））  
 

① 同居している保護者すべてが月 12 日 4 時間以上かつ日曜日・祝日に就労している家庭の児童（産休中、

育児休業中の場合は利用できません） 

② 練馬区に在住し、保育施設等に在園している児童、または練馬区外に在住し、練馬区内の保育施設等に在園

している児童 

③ 休日保育の利用月の初日に１歳の誕生日を迎えている児童（0 歳児クラスの利用定員は 1 人までです） 

④ 利用希望月 1 日時点で保育の必要性の認定を受けていること 

※ 休休日日保保育育はは、、通通常常のの保保育育ととはは職職員員体体制制がが異異ななりりまますす。。面面接接・・健健康康診診断断のの結結果果、、休休日日保保育育のの職職員員体体制制でではは集集

団団生生活活がが難難ししいいとと判判断断さされれたた場場合合ははごご利利用用いいたただだけけまませせんん。。健健康康状状況況ににごご不不安安なな点点ががああるる場場合合はは、、事事前前

にに希希望望さされれるる保保育育園園へへごご相相談談くくだだささいい。。  
 

□□22   休休日日保保育育のの実実施施園園・・保保育育時時間間等等                                                

※１ 令和 7 年度から東大泉保育園で実施予定でしたが、令和 7 年度についても引き続き同園で実施します。 

令和 8 年度から東大泉保育園で実施予定です。 

※２ ０～１歳児クラス計４人まで。２歳児クラス４人まで。 

※３ ０～１歳児クラス計３人まで。２歳児クラス３人まで。 

※４ 1 日の利用上限 20 人を超えた場合は、ご利用いただけません。 
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実実施施園園名名 向向山山 光光がが丘丘第第八八 石石神神井井町町つつつつじじ 上上石石神神井井第第二二 東東大大泉泉第第三三  ※※11 氷氷川川台台 南南大大泉泉

保保育育時時間間

登登録録定定員員 2200人人　　※※２２

11日日のの利利用用上上限限

料料　　　　金金

各各園園2200人人　　※※３３　　

77時時3300分分かからら1188時時3300分分ままででのの必必要要なな時時間間

００円円

各各園園2200人人　　※※４４

各各園園3300人人　　※※２２　　

オンライン申請をご利用ください（①～③に対応しています）。

または、練馬区ホームページから申請書をダウンロードしてください。

□□33  登登録録申申込込みみにに必必要要なな書書類類   

利用希望月の締切日（P.15～16 参照）までに、以下の書類をご提出ください。

申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて６か月後の利用調整（選考）までです。たただだしし 44 月月１１次次ににかかかか

るる申申込込みみををししたた方方はは、、有有効効期期間間はは４４月月２２次次ままででににななりりまますす（P.16 参照）。

① 『休日保育申込書』

② 『健康状況表』

③ 『休日保育重要事項確認票』

④ 『就労証明書』（同時に通常保育の申込書に添付済みの場合は省略可）

※ 『就労証明書』について、日曜日・祝休日に就労することが記載されている必要があります。

また、平日と日曜日・祝休日の勤務時間が異なる場合は、その旨の記載が必要です。

※  自営業の方は、直近の確定申告書の控え等のコピーが必要です（P.22 参照）。

⑤ 直近３か月分のシフト表（定休日が固定の場合は省略可。産休・育児休業中の場合は、産休前の３か月分が

必要になります。）

※ 不定休で就労している方は、シフト表等の提出がない場合、利用調整対象外となります。

⑥ 同居する 65 歳未満の祖父母が、休日に保育にあたれないことを証明する書類（『就労証明書』等）

※ 申申込込者者がが欠欠員員数数をを超超ええたた場場合合はは、、保保育育指指数数とと調調整整指指数数をを合合算算ししたた指指数数のの高高いい児児童童かからら利利用用者者をを決決定定ししまますす

（（ＰＰ..4499 参参照照））。。利利用用調調整整のの結結果果、、利利用用ででききなないい場場合合ががあありりまますす。。ななおお、、欠欠員員ががなないい場場合合はは、、利利用用調調整整をを行行

いいまませせんん。。 

※ 休日保育の利用承諾後、６か月間連続して利用がない場合は、登録が取消しとなり、休日保育が利用できな

くなります。
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４４－－（（３３））  配配慮慮をを必必要要ととすするる児児童童のの保保育育（（障障害害児児保保育育））        

□□11   障障害害児児保保育育  
  

健康面や発達面で配慮を必要とする児童をサポートし、さらなる成長を促すことを目的として、障害児保育を実

施しています。保育園でお預かりできるのは、医師の診断に基づき、集団での保育が可能であり、発達の遅れや障

害がおおむね身体障害者手帳 3 級程度・愛の手帳（療育手帳）3 度程度以下の児童です。障害児保育に認定され

た児童には在籍園に対し指導員による巡回指導を行い、丁寧な見守りと、児童に合った支援を行っています。 

 

○ 障害児保育で申込みの場合は、調整指数 16 番に基づき 12 点を加点します（P.44 参照）。 

○ 医療的ケア（導尿、たん吸引、経管栄養、血糖値測定・インスリン投与など）が必要な場合は、指定された

８園の保育園（練馬・土支田・西大泉・関町第三・石神井台第二・光が丘第三・光が丘第五・光が丘第七）

にて４月 1 次利用調整のみ優先選考を行います（各園定員 1 名）。申込締切日は令和 6 年 11 月 8 日（金）

です。 

保育時間や申込方法、園の状況等の詳細は、保育課保育支援係までお問い合わせください。 

□□22   受受入入可可能能人人数数・・保保育育時時間間  
 

※１ 区立園における障害児枠（１園３名まで）を令和７年４月 1 次利用調整から拡充します。 

 利用申込みをした保育園の状況（複数の障害児が在籍している場合や、保育園の受入れ体制が整わない場

合等）により、入園する保育園を調整させていただくことがあります。希望する保育園の数を増やしてお

申込みください（希望園の数による有利不利はございません）。 

※２ ０歳８か月未満の児童は、８時 30 分～17 時 00 分の間の 1 日 8 時間を限度としています。0 歳 8 か

月以上の児童であっても、心身の負担が大きいと認められた場合は、保育時間が短くなることがありま

す。 

※３ 延長保育について 

   令和 7 年 4 月 1 日から、区立委託保育園において、延長保育「朝・夕①・夕②」をご利用いただけます。

区立直営延長保育実施園は、引き続き延長保育夕①をご利用いただけます。 

区立直営延長保育実施園には定員があるため、入園できても延長保育を利用できないことがあります。 

スポット利用は、直営園は各日１名先着順、委託園は各日朝１名、夕（①・②合わせて）１名先着順とな

ります。 

 

□□33   申申込込みみにに必必要要なな書書類類  
 

① 申込みに必要な書類一式 

② 『心身状況表』 

③ 『主治医等見解書』 

④ 身体障害手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳等を所持している場合は、障害の程度が 

  分かる部分のコピー 

 

 

 

 

区立保育園 
受入可能人数 

各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援

係までお問い合わせください。  ※１ 

保育時間 7 時 30 分～18 時 30 分  ※２ ※３ 

私立保育園 受入可能人数・保育時間 
各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援

係までお問い合わせください。 
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□□44   事事前前保保育育  
  

障害児保育をお申込みの場合、安全にお預かりできるよう、児童のご様子を見させていただくために保育園に

て、事前保育（2 日間程度）を実施します。 

申込み期間 事前保育 実施期間 

4 月申込み すべての方に実施していただきます。 

4 月 1 次 4 月 2 次 

10 月～1 月 1 月～3 月上旬 

  

５月 ～ １２月 

申込み 

利用調整により、内定の可能性が確認 

できた場合のみ入園前に実施します。 

※ 内定の可能性が確認できない場合は、

事前保育の実施はありません。 

 

５月 ～ １２月は毎月 20 日前後 

 

 〇 令和７年４月１次申請からは、申請受理後速やかに事前保育を実施する予定です。お早めに申請いただきま

すようお願いいたします。 

〇 実施する園は、入園を希望している園より区が指定します。ただし区立保育園においては、受入れの可否を

判断する基準が統一されているため、希望園以外の園で事前保育を実施する場合もあります。 

〇 主治医が集団生活可能と判断した場合でも、保育園での事前保育の結果安全確保が困難と判断された場合

は入園できません。 

□□55   注注意意事事項項  
 

〇 障害児保育でのお申込みの場合も P.10 の「保育の必要性の認定」を必ずお読みください。 

○ 申申込込みみ時時にに児児童童のの心心身身状状況況やや障障害害名名等等ににつついいててのの記記載載ややおお申申しし出出ががななくく、、保保育育園園ででのの面面接接・・健健康康診診断断のの際際

にに、、支支援援がが必必要要ででああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、内内定定がが取取消消さされれるるここととががあありりまますす。。取取消消しし後後、、内内定定月月中中にに別別のの

保保育育園園等等にに内内定定をを出出すすここととははででききまませせんん。。ままたた、、児児童童のの発発達達ががゆゆっっくくりりででああるる場場合合もも、、障障害害児児保保育育ととししてて

ののおお申申込込みみがが必必要要なな場場合合ががあありりまますす。。受受入入れれににつついいててはは、、保保育育課課保保育育支支援援係係ままででごご相相談談くくだだささいい。。 

○ 家庭的保育事業（保育ママ）、小規模保育事業、事業所内保育事業では、基本的には障害児保育を実施して 

いませんが、配慮を必要とする児童の年齢や障害等の状況、施設の職員体制等により、受け入れできる場合

もあります。これらの施設に申込みを行う場合は、必ず事前に各施設および保育課保育支援係にご相談くだ

さい。  

○ 障害児保育は 1～3 月の入園は行っていません。 

 ○ 事前保育実施の必要性から、12 月以降に退園等による空き枠が発生しても、選考対象とならない場合があ

ります。 

 ○ ４月１次入園申込みについては、基本的には令和 6 年 11 月 8 日（金）までにお申込みされた児童のみ 

対象です。申込締切日以降に出生した児童は、事前保育を実施できないことから対象外です。 

 

【障害児保育に関するお問い合わせ】保育支援係（03-5984-1491） 

 

 

                ［［メメ  モモ］］      
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４４－－（（３３））  配配慮慮をを必必要要ととすするる児児童童のの保保育育（（障障害害児児保保育育））        

□□11   障障害害児児保保育育  
  

健康面や発達面で配慮を必要とする児童をサポートし、さらなる成長を促すことを目的として、障害児保育を実

施しています。保育園でお預かりできるのは、医師の診断に基づき、集団での保育が可能であり、発達の遅れや障

害がおおむね身体障害者手帳 3 級程度・愛の手帳（療育手帳）3 度程度以下の児童です。障害児保育に認定され

た児童には在籍園に対し指導員による巡回指導を行い、丁寧な見守りと、児童に合った支援を行っています。 

 

○ 障害児保育で申込みの場合は、調整指数 16 番に基づき 12 点を加点します（P.44 参照）。 

○ 医療的ケア（導尿、たん吸引、経管栄養、血糖値測定・インスリン投与など）が必要な場合は、指定された

８園の保育園（練馬・土支田・西大泉・関町第三・石神井台第二・光が丘第三・光が丘第五・光が丘第七）

にて４月 1 次利用調整のみ優先選考を行います（各園定員 1 名）。申込締切日は令和 6 年 11 月 8 日（金）

です。 

保育時間や申込方法、園の状況等の詳細は、保育課保育支援係までお問い合わせください。 

□□22   受受入入可可能能人人数数・・保保育育時時間間  
 

※１ 区立園における障害児枠（１園３名まで）を令和７年４月 1 次利用調整から拡充します。 

 利用申込みをした保育園の状況（複数の障害児が在籍している場合や、保育園の受入れ体制が整わない場

合等）により、入園する保育園を調整させていただくことがあります。希望する保育園の数を増やしてお

申込みください（希望園の数による有利不利はございません）。 

※２ ０歳８か月未満の児童は、８時 30 分～17 時 00 分の間の 1 日 8 時間を限度としています。0 歳 8 か

月以上の児童であっても、心身の負担が大きいと認められた場合は、保育時間が短くなることがありま

す。 

※３ 延長保育について 

   令和 7 年 4 月 1 日から、区立委託保育園において、延長保育「朝・夕①・夕②」をご利用いただけます。

区立直営延長保育実施園は、引き続き延長保育夕①をご利用いただけます。 

区立直営延長保育実施園には定員があるため、入園できても延長保育を利用できないことがあります。 

スポット利用は、直営園は各日１名先着順、委託園は各日朝１名、夕（①・②合わせて）１名先着順とな

ります。 

 

□□33   申申込込みみにに必必要要なな書書類類  
 

① 申込みに必要な書類一式 

② 『心身状況表』 

③ 『主治医等見解書』 

④ 身体障害手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳等を所持している場合は、障害の程度が 

  分かる部分のコピー 

 

 

 

 

区立保育園 
受入可能人数 

各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援

係までお問い合わせください。  ※１ 

保育時間 7 時 30 分～18 時 30 分  ※２ ※３ 

私立保育園 受入可能人数・保育時間 
各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援

係までお問い合わせください。 
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□□44  事事前前保保育育 

障害児保育をお申込みの場合、安全にお預かりできるよう、児童のご様子を見させていただくために保育園に

て、事前保育（2 日間程度）を実施します。

申込み期間 事前保育 実施期間

4 月申込み すべての方に実施していただきます。

4 月 1 次 4 月 2 次

10 月～1 月 1 月～3 月上旬

５月 ～ １２月

申込み

利用調整により、内定の可能性が確認

できた場合のみ入園前に実施します。

※ 内定の可能性が確認できない場合は、

事前保育の実施はありません。

５月 ～ １２月は毎月 20 日前後

〇 令和７年４月１次申請からは、申請受理後速やかに事前保育を実施する予定です。お早めに申請いただきま

すようお願いいたします。

〇 実施する園は、入園を希望している園より区が指定します。ただし区立保育園においては、受入れの可否を

判断する基準が統一されているため、希望園以外の園で事前保育を実施する場合もあります。

〇 主治医が集団生活可能と判断した場合でも、保育園での事前保育の結果安全確保が困難と判断された場合

は入園できません。

□□55  注注意意事事項項 

〇 障害児保育でのお申込みの場合も P.10 の「保育の必要性の認定」を必ずお読みください。

○ 申申込込みみ時時にに児児童童のの心心身身状状況況やや障障害害名名等等ににつついいててのの記記載載ややおお申申しし出出ががななくく、、保保育育園園ででのの面面接接・・健健康康診診断断のの際際

にに、、支支援援がが必必要要ででああるるとと判判断断さされれたた場場合合はは、、内内定定がが取取消消さされれるるここととががあありりまますす。。取取消消しし後後、、内内定定月月中中にに別別のの

保保育育園園等等にに内内定定をを出出すすここととははででききまませせんん。。ままたた、、児児童童のの発発達達ががゆゆっっくくりりででああるる場場合合もも、、障障害害児児保保育育ととししてて

ののおお申申込込みみがが必必要要なな場場合合ががあありりまますす。。受受入入れれににつついいててはは、、保保育育課課保保育育支支援援係係ままででごご相相談談くくだだささいい。。

○ 家庭的保育事業（保育ママ）、小規模保育事業、事業所内保育事業では、基本的には障害児保育を実施して

いませんが、配慮を必要とする児童の年齢や障害等の状況、施設の職員体制等により、受け入れできる場合

もあります。これらの施設に申込みを行う場合は、必ず事前に各施設および保育課保育支援係にご相談くだ

さい。

○ 障害児保育は 1～3 月の入園は行っていません。

○ 事前保育実施の必要性から、12 月以降に退園等による空き枠が発生しても、選考対象とならない場合があ

ります。

○ ４月１次入園申込みについては、基本的には令和 6 年 11 月 8 日（金）までにお申込みされた児童のみ

対象です。申込締切日以降に出生した児童は、事前保育を実施できないことから対象外です。

【障害児保育に関するお問い合わせ】保育支援係（03-5984-1491）

［［メメ モモ］］   
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５５－－（（１１））  【【練練馬馬区区民民のの方方向向けけ】】練練馬馬区区外外保保育育園園等等のの利利用用申申込込みみ  

□□11   練練馬馬区区民民のの方方がが、、区区外外のの保保育育園園等等をを申申しし込込むむ場場合合  

 

□□22   練練馬馬区区内内のの保保育育園園等等にに申申込込みみ中中・・内内定定中中・・在在園園中中のの方方がが、、区区外外へへ転転出出すするる場場合合  

 

○ 練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区

から転出する前に『退園（継続通園）届』を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転出先の自治

体にて、速やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。 

 

 ○ 練馬区内の保育園等を申込み中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取下げとな

ります。転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします（P.25 参照）。 

   

 〇 練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転出先の自治体へお問い合わ

せください。 

 

 ○ 練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性がありま

す。また、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります（P.42 参照）。 

 

 〇 練馬区内の保育園等に内定中または在園中で、入園月 2 日以降に転出された場合、『退園（継続通園）届』

を保育課へご提出ください。詳細は、保育課保育認定係までお問い合わせください。 
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転出予定あり 転出予定なし

受付先 希望園のある自治体の保育園入園担当窓口 練馬区保育課入園相談係

申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日の7日前

必要書類 希望園のある自治体の申請書一式
・希望園のある自治体の申請書一式
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～➃

利用調整を
実施する自治体

転出後の手続き
入園の可否に関わらず、転出後に転出先の自治体で改
めて申込みを行う必要があります。詳しくは転出先の
自治体へお問い合わせください。

その他注意事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望園のある自治体

○　児童の年齢等により受入れを制限している場合がありますので、必ず申込み前に希望園のある自治体に
　　ご確認ください。

５５－－（（２２））  【【練練馬馬区区外外在在住住のの方方向向けけ】】練練馬馬区区内内保保育育園園等等のの利利用用申申込込みみ  

※ ４月の利用調整に限り、転入予定住所等が未定の場合でも『転入の申立書』のご提出により、申込みできます。

たただだしし、、練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表のの調調整整指指数数 44 番番ままたたはは 55 番番（（PP..4444 参参照照））をを適適用用しし、、加加算算のの調調整整指指数数はは適適用用

さされれまませせんん。。上上記記必必要要書書類類以以外外でで、、利利用用希希望望月月 11 日日ままででにに練練馬馬区区にに転転入入ででききるるここととをを客客観観的的にに証証明明ででききるる書書

類類ががああるる場場合合はは、、ごご相相談談くくだだささいい。。  

  

【練練馬馬区区へへ転転入入予予定定ががなないい場場合合】】申申込込みみのの制制限限ににつついいてて（（板板橋橋区区民民をを除除くく）） 

【○…申込可、×…申込不可、△…保護者のいずれかが練馬区内に在勤・在学している場合（内定を含む）のみ申込可】 

 

申込みの制限は、練馬区へ転入予定がない場合のほか入入園園希希望望月月時時点点でで練練馬馬区区外外へへ転転出出予予定定ががああるる方方もも該該当当でですす。。 

「「××」」やや「「△△」」のの項項目目ははすすべべてて「「同同一一世世帯帯のの児児童童がが令令和和 77 年年３３月月末末日日現現在在でで練練馬馬区区内内のの保保育育園園等等にに在在園園しし、、かかつつ、、  

令令和和 77 年年 44 月月以以降降もも引引きき続続きき在在園園すするる場場合合」」はは、、同同一一世世帯帯のの児児童童のの在在園園すするる保保育育園園等等にに限限りり申申込込みみででききまますす。。  

※１ 居宅訪問型保育事業は、板橋区民の方を含め練馬区へ転入予定がない場合は申込みができません。 

   小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業の受入れ上限は２歳までになります。 

※２ 障害児保育は転入予定がない場合、板橋区民の方についても申込制限を設けており申込みできません。 

※３ 私立青い鳥保育園に限り７月入園から申込みができます。  

♦ 認定こども園（２号利用）は、申込制限はありません。練馬区保育課入園相談係へお問い合わせください。 
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入園月

施設

区立

私立

地域型　※1

区立

私立

区立

私立
障害児

△ 入園は行って
いません○

　　　　　×   ※2 ※3

３月

0～３歳児クラス

　　　　　　△

入園は

行って

いません

4・5歳児クラス
△ 　　　　　　○

○

９月 10月 11月 12月 １月 ２月

                   ○
×

○

８月4月 ５月 ６月 ７月

転入予定あり 転入予定なし（（申申込込制制限限ががあありりまますす））

受付先 練馬区保育課入園相談係 締切日現在で住民登録のある自治体の保育園入園担当窓口

申込締切日 練馬区の申込締切日（P.15～16参照） 練馬区の申込締切日の７日前（P.15～16参照）

必要書類

原則練馬区様式の申込書
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～④
・練馬区への転入予定先住所・引渡日や契約期間がわかる書類
　例：売買契約書、賃貸借契約書、『同居誓約書』など
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類
・申込児童の生年月日がわかる書類のコピー
（母子手帳（生年月日が確認できるページ）、各種医療証等）

・住民登録のある自治体様式の申込書
・練馬区様式の申込書『教育・保育給付認定申請書兼
　保育園等利用申込書』①～④
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整に使用する税に関する書類

利用調整を
実施する自治体

転入後の手続き

利用希望月１日までに転入かつ住民票を異動し、
改めて練馬区保育課入園相談係へ入園の申込みが必要
＝『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』
　　①、②、⑤の提出が必要

※　内定した方で入園月の1日までに手続きができない
　　場合、内定を取消す場合があります。

その他注意事項

○　『保育利用保留通知書』は、練馬区へ転入し上記の
      手続き後に発行します。

○　練馬区外の保育園等に通園中で、練馬区へ転入した
　　後も引き続き同じ保育園等に通園する場合は、転入後
　　速やかに保育課入園相談係へ手続きをしてください。
　　なお、通園先の自治体の方針によりその後の通園期間
　　が限られることがあります。

〇　練馬区内保育園等に内定し入園した場合、入園月の1日
　　以降は転入前の保育園等に通園することはできません
　　（二重在籍となるため、月途中での通園場所の変更は
　　できません）。

○○    申申込込制制限限をを設設けけてていいまますす（（板板橋橋区区民民をを除除くく））。。
　　    必必ずずおお申申込込みみ前前にに下下記記表表ををごご確確認認くくだだささいい。。

○　練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。
　　住民登録のある自治体が発行しますのでお問い合わせ
　　ください。

○　利用調整においては「練馬区保育実施基準表」の調整指数4番
　　または5番（P.44参照）を適用し、加算の調整指数は適用
　　されません。

〇　オンライン申請はご利用になれません。

練馬区
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５５－－（（１１））  【【練練馬馬区区民民のの方方向向けけ】】練練馬馬区区外外保保育育園園等等のの利利用用申申込込みみ  

□□11   練練馬馬区区民民のの方方がが、、区区外外のの保保育育園園等等をを申申しし込込むむ場場合合  

 

□□22   練練馬馬区区内内のの保保育育園園等等にに申申込込みみ中中・・内内定定中中・・在在園園中中のの方方がが、、区区外外へへ転転出出すするる場場合合  

 

○ 練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区

から転出する前に『退園（継続通園）届』を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転出先の自治

体にて、速やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。 

 

 ○ 練馬区内の保育園等を申込み中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取下げとな

ります。転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします（P.25 参照）。 

   

 〇 練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転出先の自治体へお問い合わ

せください。 

 

 ○ 練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性がありま

す。また、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります（P.42 参照）。 

 

 〇 練馬区内の保育園等に内定中または在園中で、入園月 2 日以降に転出された場合、『退園（継続通園）届』

を保育課へご提出ください。詳細は、保育課保育認定係までお問い合わせください。 
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転出予定あり 転出予定なし

受付先 希望園のある自治体の保育園入園担当窓口 練馬区保育課入園相談係

申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日の7日前

必要書類 希望園のある自治体の申請書一式
・希望園のある自治体の申請書一式
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～➃

利用調整を
実施する自治体

転出後の手続き
入園の可否に関わらず、転出後に転出先の自治体で改
めて申込みを行う必要があります。詳しくは転出先の
自治体へお問い合わせください。

その他注意事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望園のある自治体

○　児童の年齢等により受入れを制限している場合がありますので、必ず申込み前に希望園のある自治体に
　　ご確認ください。

５５－－（（２２））  【【練練馬馬区区外外在在住住のの方方向向けけ】】練練馬馬区区内内保保育育園園等等のの利利用用申申込込みみ  

※ ４月の利用調整に限り、転入予定住所等が未定の場合でも『転入の申立書』のご提出により、申込みできます。

たただだしし、、練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表のの調調整整指指数数 44 番番ままたたはは 55 番番（（PP..4444 参参照照））をを適適用用しし、、加加算算のの調調整整指指数数はは適適用用

さされれまませせんん。。上上記記必必要要書書類類以以外外でで、、利利用用希希望望月月 11 日日ままででにに練練馬馬区区にに転転入入ででききるるここととをを客客観観的的にに証証明明ででききるる書書

類類ががああるる場場合合はは、、ごご相相談談くくだだささいい。。  

  

【練練馬馬区区へへ転転入入予予定定ががなないい場場合合】】申申込込みみのの制制限限ににつついいてて（（板板橋橋区区民民をを除除くく）） 

【○…申込可、×…申込不可、△…保護者のいずれかが練馬区内に在勤・在学している場合（内定を含む）のみ申込可】 

 

申込みの制限は、練馬区へ転入予定がない場合のほか入入園園希希望望月月時時点点でで練練馬馬区区外外へへ転転出出予予定定ががああるる方方もも該該当当でですす。。 

「「××」」やや「「△△」」のの項項目目ははすすべべてて「「同同一一世世帯帯のの児児童童がが令令和和 77 年年３３月月末末日日現現在在でで練練馬馬区区内内のの保保育育園園等等にに在在園園しし、、かかつつ、、  

令令和和 77 年年 44 月月以以降降もも引引きき続続きき在在園園すするる場場合合」」はは、、同同一一世世帯帯のの児児童童のの在在園園すするる保保育育園園等等にに限限りり申申込込みみででききまますす。。  

※１ 居宅訪問型保育事業は、板橋区民の方を含め練馬区へ転入予定がない場合は申込みができません。 

   小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業の受入れ上限は２歳までになります。 

※２ 障害児保育は転入予定がない場合、板橋区民の方についても申込制限を設けており申込みできません。 

※３ 私立青い鳥保育園に限り７月入園から申込みができます。  

♦ 認定こども園（２号利用）は、申込制限はありません。練馬区保育課入園相談係へお問い合わせください。 
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入園月

施設

区立

私立

地域型　※1

区立

私立

区立

私立
障害児

△ 入園は行って
いません○

　　　　　×   ※2 ※3

３月

0～３歳児クラス

　　　　　　△

入園は

行って

いません

4・5歳児クラス
△ 　　　　　　○

○

９月 10月 11月 12月 １月 ２月

                   ○
×

○

８月4月 ５月 ６月 ７月

転入予定あり 転入予定なし（（申申込込制制限限ががあありりまますす））

受付先 練馬区保育課入園相談係 締切日現在で住民登録のある自治体の保育園入園担当窓口

申込締切日 練馬区の申込締切日（P.15～16参照） 練馬区の申込締切日の７日前（P.15～16参照）

必要書類

原則練馬区様式の申込書
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』①～④
・練馬区への転入予定先住所・引渡日や契約期間がわかる書類
　例：売買契約書、賃貸借契約書、『同居誓約書』など
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類
・申込児童の生年月日がわかる書類のコピー
（母子手帳（生年月日が確認できるページ）、各種医療証等）

・住民登録のある自治体様式の申込書
・練馬区様式の申込書『教育・保育給付認定申請書兼
　保育園等利用申込書』①～④
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整に使用する税に関する書類

利用調整を
実施する自治体

転入後の手続き

利用希望月１日までに転入かつ住民票を異動し、
改めて練馬区保育課入園相談係へ入園の申込みが必要
＝『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』
　　①、②、⑤の提出が必要

※　内定した方で入園月の1日までに手続きができない
　　場合、内定を取消す場合があります。

その他注意事項

○　『保育利用保留通知書』は、練馬区へ転入し上記の
      手続き後に発行します。

○　練馬区外の保育園等に通園中で、練馬区へ転入した
　　後も引き続き同じ保育園等に通園する場合は、転入後
　　速やかに保育課入園相談係へ手続きをしてください。
　　なお、通園先の自治体の方針によりその後の通園期間
　　が限られることがあります。

〇　練馬区内保育園等に内定し入園した場合、入園月の1日
　　以降は転入前の保育園等に通園することはできません
　　（二重在籍となるため、月途中での通園場所の変更は
　　できません）。

○○    申申込込制制限限をを設設けけてていいまますす（（板板橋橋区区民民をを除除くく））。。
　　    必必ずずおお申申込込みみ前前にに下下記記表表ををごご確確認認くくだだささいい。。

○　練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。
　　住民登録のある自治体が発行しますのでお問い合わせ
　　ください。

○　利用調整においては「練馬区保育実施基準表」の調整指数4番
　　または5番（P.44参照）を適用し、加算の調整指数は適用
　　されません。

〇　オンライン申請はご利用になれません。

練馬区
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６６－－（（１１））  練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表  
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分分類類番番号号 保保育育指指数数

40

37

34

31

28

37

34

31

28

25

34

31

28

25

22

10～40

22 40

40

40

40

32

20

20～40

40

30

20

40

30

20

10～40

77 40

27

25

23

21

19

25

23

21

19

17

23

21

19

17

15

10～27

99 10

分類番号1に準じる

分類番号8の就労
（内定）に準じる

1111 分類番号1に準じる

就　　　労

　(1)　学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める学校、職業訓練施設等に在籍して
        いる場合

　(7)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(8)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(9)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(10) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(11) 8時間以上の就労を常態とする場合

求　　　職 　(1)　求職のため昼間の外出を常態としている場合

　(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(13) 6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(14) 5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(15) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合

　(5)   4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(6)   8時間以上の就労を常態とする場合

1100 就学・技能修得

そ　の　他 　(1)　上記各分類番号に掲げるものの外で明らかに保育を必要とする場合

　(2)　学校教育法に定める学校、職業訓練施設等に合格し通学等を予定している場合

88
就　　　労

（内　　　定）

 月20日以上の内定

　(1)   8時間以上の就労を常態とする場合

 月16日以上19日以下
 の内定

 月12日以上15日以下
 の内定

 そ  の  他

　(1) 　火災・風水害等による家屋の損傷に伴う復旧のため、児童の保育が必要となる場合災　　　害

　(2)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(3)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(4)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

66 介護・看護

 自      宅 　(1)   重度心身障害者等の介護・看護を行っている場合

 通院・通所 　(2)   月48時間以上の付添いをしている場合

 入院・入所 　(3)   月48時間以上の付添いをしている場合

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　(4) 　介護・看護の態様から明らかに保育を必要とする場合

　(3)  身体障害者手帳4級に該当する場合 

55 障　　　害

　(1)  身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者
       保健福祉手帳1～3級に該当する場合

　(2)  身体障害者手帳3級または聴覚障害4級に該当する場合

44 疾病・負傷

　(1)　入院している場合

　(2)　寝たきり等の状態の場合

　(3)　精神疾患の場合

　(4)　常時安静を要する場合

　(5)　(1)～(4)以外の理由で自宅療養等を受けている場合

　(6)　その他、（1）～(5)以外の療養を受けている場合

不　存　在 　(1)　 死亡・離婚・離婚前提の別居・未婚・失踪・拘禁等の場合

33 出　　　産
　(1) 　出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、
       　出産予定日の６週間前の月の初日）から、出産日の翌日から起算して８週間を経
       　過する日が属する月の末日までにあたる場合

　(9)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(10) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

24

　(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合

 月12日以上15日以下
 の就労

　(11) 8時間以上の就労を常態とする場合

　(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(13) 6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(14) 5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(15) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

その他

　　保保　　　　育育　　　　指指　　　　数数　　　　（（　　保保　　　　護護　　　　者者　　　　のの　　　　状状　　　　況況　　　　））

類類　　　　　　型型 細細                                              目目

11

 月20日以上の就労

　(1)   8時間以上の就労を常態とする場合

　(2)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(3)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(4)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(5)   4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

 月16日以上19日以下
 の就労

　(6)   8時間以上の就労を常態とする場合

　(7)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(8)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

次次ペペーージジ以以降降ににもも留留意意事事項項をを記記載載ししてていいまますすののでで必必ずずごご確確認認くくだだささいい  

 

 

※１ 認可保育園および地域型保育事業の在園児が保育園等の変更（転園）をする場合は除く。 
※２ 保育の利用申込締切日時点で区外に在住している方は、区内の転入予定住所・転入予定日が確認できる書類が 

 提出され、かつ、転入予定日が入園希望月１日以前である場合に限る。 

※３ 施設が廃止・閉鎖される場合等は、4 月利用調整以外でも適用されることがある。 

※４ 調整指数 23 番と重複適用ができる。令和 7 年 4 月利用調整をもって廃止する。 

※５ 認可保育園および地域型保育事業の在園児が保育園等の変更（転園）をする場合は除く。 

 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが 

育児休業を取得している場合は加点対象となる（P.46 参照）。 
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区区  分分 番番  号号 調調整整指指数数

1 8

2 2

3 1

4 -4

5 -6

6 3

7 5

8 2

9 1

10
※1

1

11 -20

12 1

13 2

14 1

15 -3

16 12

17 -4

18 2

19
※１

2

20 3

21
※2

2

22 2

23
※3

3

24
※4

1

25
※5

1

26
※5

2

27 3～4

調調　　　　　　整整　　　　　　指指　　　　　　数数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条条　　　　　　　　　　　　　　　　件件

世世
帯帯
にに
係係
るる
調調
整整
指指
数数

ひとり親世帯の場合（戸籍謄本による証明または離婚調停の証明がある場合等）

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）または就学・技能修得で保護者が生活保護法の適用を受けている世帯

保育の利用希望月１日時点で保護者に単身赴任の予定がある場合

保育の利用希望月１日時点で区外に在住する方で、勤務地が区内の場合

保育の利用希望月１日時点で区外に在住する方で、勤務地が区外の場合

保護者の状況の類型が求職で、保護者が保育の利用申込締切日から起算して3か月以内に発生した解雇・倒産等
により、早急に就労を要する場合

保育の利用申込締切日時点で未就学児童が3人以上いる世帯

保育の利用申込締切日時点で小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯

申込児童および保護者以外の同一住所の親族（保護者から見て3親等以内）が、身体障害者手帳1･2級、聴覚障
害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者保健福祉手帳1～3級を所持している場合、
もしくは要介護3～5度の認定を受けている場合

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）であって、保護者のいずれかが保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資
格者として練馬区内の保育施設（地域型保育事業、認可外保育施設等も含む）または幼稚園に保育士または教諭
として就労している場合（育児休業中からの復職予定の場合も含む）

保育料の滞納がある場合

保保

護護

者者

個個

人人

にに

係係

るる

調調

整整

指指

数数

保護者が身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者保健福祉手帳1～
3級を所持している場合

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）または就学・技能修得で、身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）また
は精神障害者保健福祉手帳を所持している場合

保護者の状況の類型が疾病・負傷で、細目の（1）～（3）に該当する場合

保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能
修得の態様が同一条件で1か月以上継続していない場合（同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数
の低下が見込まれる場合を除く）

保育の利用申込締切日時点で、自宅から直線距離で2キロメートル以上の距離にある受入年齢の上限が5歳児クラ
スの認可保育園の在園児が、保育園等の変更を希望する場合

保育の利用申込締切日時点で認可保育園（受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る）またはその他保育施設
（地域型保育事業、認可外保育施設等）に一定時間以上申込児童を預けている場合（保護者が育児休業中の場合
を除く）

児児
童童
にに
係係
るる
調調
整整
指指
数数

児童福祉法の観点から特に配慮が必要と認められる場合

保育の利用申込締切日時点で認可保育園（受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る）またはその他保育施設
（地域型保育事業、認可外保育施設等）に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童の利用希望月が
施設の受入可能年齢終了月の翌月（4月）の場合（保護者が育児休業中の場合を除く）

保育の利用申込締切日時点で練馬区内の認証保育所（受入年齢の上限が2歳児クラスから4歳児クラスまでの施
設に限る）に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童が（別冊）「保育園等一覧」に掲載する「連携先
施設」への入園を希望する場合（施設の受入可能年齢終了月の翌月（4月）の利用調整に限る）

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合
(1 歳児クラスで、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合
(2 歳児クラス以上で、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

申込児童が障害または配慮を必要とする場合

保育の利用希望月１日時点で同居予定の65歳未満の祖父母が補完的な保育にあたれる場合

同一世帯の他の児童の在園する保育園等への入園または転園を希望する場合

同時に２人以上の児童の入園を希望する場合

多胎児（双子等）の児童が保育園等への入園または他の保育園等への変更を希望する場合
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６６－－（（１１））  練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表  
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分分類類番番号号 保保育育指指数数

40

37

34

31

28

37

34

31

28

25

34

31

28

25

22

10～40

22 40

40

40

40

32

20

20～40

40

30

20

40

30

20

10～40

77 40

27

25

23

21

19

25

23

21

19

17

23

21

19

17

15

10～27

99 10

分類番号1に準じる

分類番号8の就労
（内定）に準じる

1111 分類番号1に準じる

就　　　労

　(1)　学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める学校、職業訓練施設等に在籍して
        いる場合

　(7)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(8)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(9)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(10) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(11) 8時間以上の就労を常態とする場合

求　　　職 　(1)　求職のため昼間の外出を常態としている場合

　(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(13) 6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(14) 5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(15) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合

　(5)   4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

　(6)   8時間以上の就労を常態とする場合

1100 就学・技能修得

そ　の　他 　(1)　上記各分類番号に掲げるものの外で明らかに保育を必要とする場合

　(2)　学校教育法に定める学校、職業訓練施設等に合格し通学等を予定している場合

88
就　　　労

（内　　　定）

 月20日以上の内定

　(1)   8時間以上の就労を常態とする場合

 月16日以上19日以下
 の内定

 月12日以上15日以下
 の内定

 そ  の  他

　(1) 　火災・風水害等による家屋の損傷に伴う復旧のため、児童の保育が必要となる場合災　　　害

　(2)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(3)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(4)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

66 介護・看護

 自      宅 　(1)   重度心身障害者等の介護・看護を行っている場合

 通院・通所 　(2)   月48時間以上の付添いをしている場合

 入院・入所 　(3)   月48時間以上の付添いをしている場合

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　(4) 　介護・看護の態様から明らかに保育を必要とする場合

　(3)  身体障害者手帳4級に該当する場合 

55 障　　　害

　(1)  身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者
       保健福祉手帳1～3級に該当する場合

　(2)  身体障害者手帳3級または聴覚障害4級に該当する場合

44 疾病・負傷

　(1)　入院している場合

　(2)　寝たきり等の状態の場合

　(3)　精神疾患の場合

　(4)　常時安静を要する場合

　(5)　(1)～(4)以外の理由で自宅療養等を受けている場合

　(6)　その他、（1）～(5)以外の療養を受けている場合

不　存　在 　(1)　 死亡・離婚・離婚前提の別居・未婚・失踪・拘禁等の場合

33 出　　　産
　(1) 　出産予定日の２か月前の月の初日（保育の必要性が就労で認定されている方は、
       　出産予定日の６週間前の月の初日）から、出産日の翌日から起算して８週間を経
       　過する日が属する月の末日までにあたる場合

　(9)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(10) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

24

　(16) 就労の態様から明らかに保育を必要とする場合

 月12日以上15日以下
 の就労

　(11) 8時間以上の就労を常態とする場合

　(12) 7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(13) 6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(14) 5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(15) 4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

その他

　　保保　　　　育育　　　　指指　　　　数数　　　　（（　　保保　　　　護護　　　　者者　　　　のの　　　　状状　　　　況況　　　　））

類類　　　　　　型型 細細                                              目目

11

 月20日以上の就労

　(1)   8時間以上の就労を常態とする場合

　(2)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(3)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

　(4)   5時間以上6時間未満　　　　　　　〃

　(5)   4時間以上5時間未満　　　　　　　〃

 月16日以上19日以下
 の就労

　(6)   8時間以上の就労を常態とする場合

　(7)   7時間以上8時間未満の就労を常態とする場合

　(8)   6時間以上7時間未満　　　　　　　〃

次次ペペーージジ以以降降ににもも留留意意事事項項をを記記載載ししてていいまますすののでで必必ずずごご確確認認くくだだささいい  

 

 

※１ 認可保育園および地域型保育事業の在園児が保育園等の変更（転園）をする場合は除く。 
※２ 保育の利用申込締切日時点で区外に在住している方は、区内の転入予定住所・転入予定日が確認できる書類が 

 提出され、かつ、転入予定日が入園希望月１日以前である場合に限る。 

※３ 施設が廃止・閉鎖される場合等は、4 月利用調整以外でも適用されることがある。 

※４ 調整指数 23 番と重複適用ができる。令和 7 年 4 月利用調整をもって廃止する。 

※５ 認可保育園および地域型保育事業の在園児が保育園等の変更（転園）をする場合は除く。 

 令和７年４月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが 

育児休業を取得している場合は加点対象となる（P.46 参照）。 
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区区  分分 番番  号号 調調整整指指数数

1 8

2 2

3 1

4 -4

5 -6

6 3

7 5

8 2

9 1

10
※1

1

11 -20

12 1

13 2

14 1

15 -3

16 12

17 -4

18 2

19
※１

2

20 3

21
※2

2

22 2

23
※3

3

24
※4

1

25
※5

1

26
※5

2

27 3～4

調調　　　　　　整整　　　　　　指指　　　　　　数数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条条　　　　　　　　　　　　　　　　件件

世世
帯帯
にに
係係
るる
調調
整整
指指
数数

ひとり親世帯の場合（戸籍謄本による証明または離婚調停の証明がある場合等）

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）または就学・技能修得で保護者が生活保護法の適用を受けている世帯

保育の利用希望月１日時点で保護者に単身赴任の予定がある場合

保育の利用希望月１日時点で区外に在住する方で、勤務地が区内の場合

保育の利用希望月１日時点で区外に在住する方で、勤務地が区外の場合

保護者の状況の類型が求職で、保護者が保育の利用申込締切日から起算して3か月以内に発生した解雇・倒産等
により、早急に就労を要する場合

保育の利用申込締切日時点で未就学児童が3人以上いる世帯

保育の利用申込締切日時点で小学校3年生までの児童が3人以上いる世帯

申込児童および保護者以外の同一住所の親族（保護者から見て3親等以内）が、身体障害者手帳1･2級、聴覚障
害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者保健福祉手帳1～3級を所持している場合、
もしくは要介護3～5度の認定を受けている場合

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）であって、保護者のいずれかが保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資
格者として練馬区内の保育施設（地域型保育事業、認可外保育施設等も含む）または幼稚園に保育士または教諭
として就労している場合（育児休業中からの復職予定の場合も含む）

保育料の滞納がある場合

保保

護護

者者

個個

人人

にに

係係

るる

調調

整整

指指

数数

保護者が身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度または精神障害者保健福祉手帳1～
3級を所持している場合

保護者の状況の類型が就労、就労（内定）または就学・技能修得で、身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）また
は精神障害者保健福祉手帳を所持している場合

保護者の状況の類型が疾病・負傷で、細目の（1）～（3）に該当する場合

保護者の状況の類型が就労または就学・技能修得であって、保育の利用申込締切日時点で就労または就学・技能
修得の態様が同一条件で1か月以上継続していない場合（同申込みにおいて、労働契約等の変更による保育指数
の低下が見込まれる場合を除く）

保育の利用申込締切日時点で、自宅から直線距離で2キロメートル以上の距離にある受入年齢の上限が5歳児クラ
スの認可保育園の在園児が、保育園等の変更を希望する場合

保育の利用申込締切日時点で認可保育園（受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る）またはその他保育施設
（地域型保育事業、認可外保育施設等）に一定時間以上申込児童を預けている場合（保護者が育児休業中の場合
を除く）

児児
童童
にに
係係
るる
調調
整整
指指
数数

児童福祉法の観点から特に配慮が必要と認められる場合

保育の利用申込締切日時点で認可保育園（受入年齢の上限が4歳児クラス以下に限る）またはその他保育施設
（地域型保育事業、認可外保育施設等）に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童の利用希望月が
施設の受入可能年齢終了月の翌月（4月）の場合（保護者が育児休業中の場合を除く）

保育の利用申込締切日時点で練馬区内の認証保育所（受入年齢の上限が2歳児クラスから4歳児クラスまでの施
設に限る）に一定時間以上申込児童を預けている場合で、申込児童が（別冊）「保育園等一覧」に掲載する「連携先
施設」への入園を希望する場合（施設の受入可能年齢終了月の翌月（4月）の利用調整に限る）

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合
(1 歳児クラスで、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合
(2 歳児クラス以上で、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

申込児童が障害または配慮を必要とする場合

保育の利用希望月１日時点で同居予定の65歳未満の祖父母が補完的な保育にあたれる場合

同一世帯の他の児童の在園する保育園等への入園または転園を希望する場合

同時に２人以上の児童の入園を希望する場合

多胎児（双子等）の児童が保育園等への入園または他の保育園等への変更を希望する場合
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P.43～44 に記載の「練馬区保育実施基準表」の解説をしています。 

お問い合わせをする前にご確認ください。 

 

 

分分類類番番号号

22

33

88

99

1100

44 疾病・負傷

(1)　入院している場合
保育の利用希望月の1日から起算して、入院期間がおおむね１か月以上予定されている
場合に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

(2)　寝たきり等の状態の場合

(5)　自宅療養中等の場合
⑴～⑷以外の理由により、保育の利用希望月に自宅等における療養が必要である場合
に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

寝たきりまたはそれに類する状態（常時病臥）であることの診断書等の証明があり、保育
の利用希望月に育児等に著しい支障があると見込まれる場合に適用されます。

(3)　精神疾患の場合 精神疾患であることが分かる診断書等の証明が必要です。

(4)　常時安静を要する場合
寝たきりまでではないものの、保育の利用希望月に日常生活および育児において、著し
い制限等がある場合に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

11 就　労

○　通常、週5日以上の勤務をされている方は、月20日以上の勤務であると判断し、同様に、週4日の勤務をされている方は、月16
　　 日以上19日以下の勤務であると判断します。

   ※　直近3か月分の就労実績のうち、ひと月も契約上の日数・時間を満たすことが確認できない場合、実績に基づいて保育指数を
        算定します。その結果、指数が低く算定されることがあります。なお保護者の責によらない理由により、 直近3か月分の就労実
        績が契約上の日数・時間を満たさない場合は、『就労証明書』の備考欄にその旨をご記入ください。

○　就労時間中の休憩時間も拘束時間として指数を算定しますが、家事・育児にあたる時間は就労時間には含みません。

不　存　在
保育の利用申込締切日時点で申込児童の親権者の一方が存在しない場合に適用されます。また、同一住所に配偶者等（元配偶者、および
事実婚である同居人を含む）の居住および住民登録がないこと（単身赴任や生計を共にしている場合を除く）が必要です。その他、特別な状
況の場合は、入園相談係までお問い合わせください。

出　　　産
『教育保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書②の出産欄➁』にチェックがある場合、
【就労(就学)】の要件で指数を算定することができます。

類類型型名名 細細目目名名おおよよびび補補足足説説明明（（適適用用条条件件等等））

○　育児休業中の方の保育指数は、契約上の日数・時間に基づいて算定します（就労実績は審査対象としません）。

○　契約上の日数・時間を超える就労実績がある場合でも、契約上の日数・時間を上限に指数を算定します。

   ※　ただし、以下の場合に限り、1日の就労時間は15分を上限に、練馬区保育実施基準表において、1段階上の細目を適用できる
　　　  場合があります(育児短時間勤務についても準用できる場合があります）。
　　　  ⇒就業規則で、労働時間と休憩時間の合計が1日あたり○時間45分以上であることが定められ、その証明が『就労証明書』
　　　　　 においてできる場合
　 　　　（例：「1日の労働時間は7時間とし、別途休憩時間として45分を設ける」等）

〇　就労中の方は、締切日時点で就労している勤務先での、就労実績により指数を算定します。契約上の日数、時間以上の就労実
　　 績が確認できない場合、利用調整では不利（就労（内定）の指数を算定等）になります。

障　　　害
「身体障害者手帳」、「愛の手帳（療育手帳）」、「精神障害者保健福祉手帳」、「診断書(障害の診断があるもの)」に記載された等級、度の程
度により細目(1)から(3)で算定します。

66 介護・看護

(1)　重度心身障害者等の介護・看護

申込児童以外で重度の障害（要医療的ケア、知的障害等）を持つ同居者の介護・看護を
月48時間以上行っている場合に適用されます。
※　令和７年２月利用調整までは「常態（１日８時間以上）とする場合」に適用されます。

※　被介護・看護者の介護・看護時間および自立の程度（食事、排泄、入浴）等に
     より審査を行います。

(2)　通院・通所の付添い

申込児童以外の介護・看護を要する方の通院や通所のため、付添いを必要とする場合に
適用されます。移動時間を含めた所要時間の合計で算定します。
※　令和７年２月利用調整までは「週３日以上の付添い(４時間以上）を常態とする場合」
に適用されます。

(3)　入院・入所の付添い
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申込児童以外の介護・看護を要する方の入院または入所先に付添いを必要とする場合に
適用されます。移動時間を含めた所要時間の合計で算定します。
※　令和７年２月利用調整までは「週３日以上の付添い(４時間以上）を常態とする場合」
に適用されます。

(4)　介護・看護の態様から明らかに保育を必要
　　　とする場合

細目(1)～(3)に該当しない場合で、申込児童以外の介護・看護のため、申込児童の保育
の必要性がある場合に適用されます。

就　労
(内定)

申込締切日から利用希望月の月末までの間に、新たに就労を開始する場合や起業の準備を行う場合に適用されます。就労開始後、各利用
希望月の申込締切日までの間に『就労開始証明書』の提出がされた場合、【就労】の要件で指数を算定します(ただし、一定期間が経過する
までは、調整指数15番等の減算が適用される場合があります)。

求　　　職
求職活動を理由として保育を希望する場合に適用されます。各利用希望月の申込締切日までの間に就労内定または就労を開始し、『就労証
明書』の提出がされた場合、【就労(内定)】または【就労】の要件で指数を算定します。

就学・
技能修得

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校、各種学校および職業訓練に関する施設等に通学・通所（通信教育課程が含ま
れる場合を含む）していることが条件です。
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練馬区 LINE 公式アカウント 

友だち追加はこちらから 

 

◆◆  LLIINNEE でで指指数数ののシシミミュュレレーーシショョンンががででききまますす。。 

  ○ 下記の 2 次元コードから練馬区 LINE 公式アカウントを「友だち」に追加してください。 

    「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。 

  ○ LINE で試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は 

参考程度にお考えください。 

  ○ 前回４月入園の一次利用調整の入園内定者の最低指数（ボーダーライン）と、試算した指数とを照らし

合わせて、保育施設を LINE で絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくものです。 

○ LINE で絞込検索をした保育施設に入園申込みをしても、入園できることを保証するものではありませ 

ん。 
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調調整整指指数数
番番号号

調調整整指指数数要要約約

11 ひとり親

33 単身赴任

44・・55 区外在住

1155
契約変更

および転職

1166 児童の状況

1177
65歳未満の
同居祖父母

1188
きょうだい
後入れ

1199 未入園同時

2211 2㎞超転園

2222 特定施設在園

2233 特定施設卒園

2244 連携施設

育休給付金
（令和７年２月
利用調整まで）

育児休業
（令和７年４月
利用調整から）

利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用対象外です。

身体障害者手帳3級程度、愛の手帳（療育手帳）3度程度以下の発達の障害等がある場合や医療的ケアが必要な場合等配慮が必要で集団生活（保育園の利用）を
希望される場合に適用されます。

○　保育の利用希望月1日時点の児童住所および在籍施設の所在地を基準とし、直線距離で測定します。
  ※　1歳児1年保育および2歳児1年保育の在園児童は対象外です（復職されている場合は、調整指数22番の対象となります）。

〇　保育の利用希望月1日時点で練馬区外に在住している場合は、本調整指数により減算されます。なお、提出書類（『就労証明書』等）により
　　 保護者のいずれかの就労・就学先（予定を含む）が練馬区内であることが確認できる場合は、調整指数4番が対象となります。
〇　保育の利用申込締切日時点で、練馬区への転入予定はあるが、転入がわかる書類（転入予定日や転入予定住所が分かる売買契約書もしくは
　　 賃貸借契約書等）の提出がない場合や4月入園に関して『転入に関する申立書』のみの提出の場合も本調整指数により減算されます。
〇　申込み制限に該当する場合は、お申込みができません。詳細はP.42をご確認ください。

利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

補補足足説説明明（（適適用用条条件件等等））

保護者の状況の類型が不存在で、P.23に記載する必要書類の提出が確認された場合に対象となります。

以下全ての要件を満たし、『就労証明書』により、勤務地と単身赴任期間の証明が必要です。
　①　保護者のうち、いずれかの者が勤務先から連続3か月以上の単身赴任を命じられおり、当該保護者の類型が【就労】であること。
　②　①の期間中に保育の利用希望月が含まれていること。
　③　自宅から単身赴任勤務地までの距離が、最短経路距離で60㎞以上離れていること。
　　※　【就学】の要件における留学等は対象となりません。
　　※　単身赴任期間の計算や距離の計測等については、区で審査を行うため、証明の必要はありません。

保護者の状況の類型が同じ細目間での転職においては、前職の退職日から1か月以内に転職された場合は当該調整指数による減算はありません。
この際、前職の退職日が分かる書類の提出が必要です。
　  例：前職退職日：7/2（月20日かつ1日8時間以上の就労）、転職先での就労開始日：8/1（月20日かつ1日8時間以上の就労）
　　　   →指数の減算はありません。
　  ※　上位の細目への契約変更や転職の場合も上記の考え方を準用しています。詳細はP.34をご確認ください。

保育の利用希望月1日時点で、65歳未満の祖父母と同居している（リビングを共用しているなど、屋外に出ずとも交流ができる）場合で、以下のいずれかに
該当する場合は本調整指数により減算されます。
　①　祖父母いずれかの保育指数が15点未満となる場合（求職活動中等）
　②　『就労証明書』等の保育にあたることができないことを証明する書類の提出がない場合
　　※　要介護（1以上）の認定を受けている方は、減算となりません。介護保険被保険者証のコピーをご提出ください。

就労証明書の記載内容から、育児休業を取得していることがわかる場合に適用対象となります（保護者の状況の類型が就労の場合に限る)。
（1歳児クラスに申込む場合は調整指数25番、2歳児クラス以上に申込む場合は調整指数26番が適用されます。）
　※　0歳児クラスに申込む場合は適用対象外ですが、申込書の有効期間中に1歳児クラスになる場合、１歳児クラスになった月の利用調整から
　　　 適用対象となります。
　※　保護者の両方が育児休業を取得している場合でも、本調整指数は重複適用されません。

2255・・2266

調整指数23番の条件を満たし、かつ希望する保育園等において、「保育園等一覧」に掲載する「連携先施設」が1園以上含まれる場合に適用されます。
　※　令和7年4月利用調整をもって廃止します。

当該育児休業における「育児休業給付金支給決定通知書（いずれかの月の支給明細のコピー）」等の提出が必要です。
（1歳児クラスに申込む場合は調整指数25番、2歳児クラス以上に申込む場合は調整指数26番が適用されます。）
　※　保護者の両方が育児休業給付金を受給している場合でも、本調整指数は重複適用されません。

○　保育の利用申込締切日時点で児童の保育を生業としている保育施設等に一定時間以上預けていることが必要です。なお、保護者の類型が
　　  【就労】の場合は、申込締切日時点で復職し、『復職証明書』を提出していることも必要です。
○　認可保育園、ファミリーサポート事業や乳幼児一時預かり事業等で一時預かりを利用している場合は、直近3か月分の利用実績のわかる
　　 領収書等が『在園 （受託）証明書』の代わりとなります。実績を満たす月がある場合、該当月の領収証等のコピーをご提出ください。
○　練馬区内の認可保育園・地域型保育事業（事業所内保育事業の従業員枠を除く）の在園児童は、『在園（受託）証明書』の発行および提出は
     不要です。
○　当該調整指数の「一定時間」の考え方については、P.47を参照ください。

○　施設の受入可能年齢終了月より前の月は、調整指数22番が適用されます。
○　受入可能年齢終了月の末日まで継続して在園している児童が適用されます。
○　災害等により、運営の継続が著しく困難な場合等は、対象施設や適用期間を拡大することがあります。
○　当該調整指数の「一定時間」の考え方については、P.47を参照ください。
　※　1歳児1年保育および2歳児1年保育の在園児童は適用対象外です（復職されている場合は、調整指数22番の対象となります）。
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P.43～44 に記載の「練馬区保育実施基準表」の解説をしています。 

お問い合わせをする前にご確認ください。 

 

 

分分類類番番号号

22

33

88

99

1100

44 疾病・負傷

(1)　入院している場合
保育の利用希望月の1日から起算して、入院期間がおおむね１か月以上予定されている
場合に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

(2)　寝たきり等の状態の場合

(5)　自宅療養中等の場合
⑴～⑷以外の理由により、保育の利用希望月に自宅等における療養が必要である場合
に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

寝たきりまたはそれに類する状態（常時病臥）であることの診断書等の証明があり、保育
の利用希望月に育児等に著しい支障があると見込まれる場合に適用されます。

(3)　精神疾患の場合 精神疾患であることが分かる診断書等の証明が必要です。

(4)　常時安静を要する場合
寝たきりまでではないものの、保育の利用希望月に日常生活および育児において、著し
い制限等がある場合に適用されます（診断書等の証明が必要です）。

11 就　労

○　通常、週5日以上の勤務をされている方は、月20日以上の勤務であると判断し、同様に、週4日の勤務をされている方は、月16
　　 日以上19日以下の勤務であると判断します。

   ※　直近3か月分の就労実績のうち、ひと月も契約上の日数・時間を満たすことが確認できない場合、実績に基づいて保育指数を
        算定します。その結果、指数が低く算定されることがあります。なお保護者の責によらない理由により、 直近3か月分の就労実
        績が契約上の日数・時間を満たさない場合は、『就労証明書』の備考欄にその旨をご記入ください。

○　就労時間中の休憩時間も拘束時間として指数を算定しますが、家事・育児にあたる時間は就労時間には含みません。

不　存　在
保育の利用申込締切日時点で申込児童の親権者の一方が存在しない場合に適用されます。また、同一住所に配偶者等（元配偶者、および
事実婚である同居人を含む）の居住および住民登録がないこと（単身赴任や生計を共にしている場合を除く）が必要です。その他、特別な状
況の場合は、入園相談係までお問い合わせください。

出　　　産
『教育保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書②の出産欄➁』にチェックがある場合、
【就労(就学)】の要件で指数を算定することができます。

類類型型名名 細細目目名名おおよよびび補補足足説説明明（（適適用用条条件件等等））

○　育児休業中の方の保育指数は、契約上の日数・時間に基づいて算定します（就労実績は審査対象としません）。

○　契約上の日数・時間を超える就労実績がある場合でも、契約上の日数・時間を上限に指数を算定します。

   ※　ただし、以下の場合に限り、1日の就労時間は15分を上限に、練馬区保育実施基準表において、1段階上の細目を適用できる
　　　  場合があります(育児短時間勤務についても準用できる場合があります）。
　　　  ⇒就業規則で、労働時間と休憩時間の合計が1日あたり○時間45分以上であることが定められ、その証明が『就労証明書』
　　　　　 においてできる場合
　 　　　（例：「1日の労働時間は7時間とし、別途休憩時間として45分を設ける」等）

〇　就労中の方は、締切日時点で就労している勤務先での、就労実績により指数を算定します。契約上の日数、時間以上の就労実
　　 績が確認できない場合、利用調整では不利（就労（内定）の指数を算定等）になります。

障　　　害
「身体障害者手帳」、「愛の手帳（療育手帳）」、「精神障害者保健福祉手帳」、「診断書(障害の診断があるもの)」に記載された等級、度の程
度により細目(1)から(3)で算定します。

66 介護・看護

(1)　重度心身障害者等の介護・看護

申込児童以外で重度の障害（要医療的ケア、知的障害等）を持つ同居者の介護・看護を
月48時間以上行っている場合に適用されます。
※　令和７年２月利用調整までは「常態（１日８時間以上）とする場合」に適用されます。

※　被介護・看護者の介護・看護時間および自立の程度（食事、排泄、入浴）等に
     より審査を行います。

(2)　通院・通所の付添い

申込児童以外の介護・看護を要する方の通院や通所のため、付添いを必要とする場合に
適用されます。移動時間を含めた所要時間の合計で算定します。
※　令和７年２月利用調整までは「週３日以上の付添い(４時間以上）を常態とする場合」
に適用されます。

(3)　入院・入所の付添い

55

申込児童以外の介護・看護を要する方の入院または入所先に付添いを必要とする場合に
適用されます。移動時間を含めた所要時間の合計で算定します。
※　令和７年２月利用調整までは「週３日以上の付添い(４時間以上）を常態とする場合」
に適用されます。

(4)　介護・看護の態様から明らかに保育を必要
　　　とする場合

細目(1)～(3)に該当しない場合で、申込児童以外の介護・看護のため、申込児童の保育
の必要性がある場合に適用されます。

就　労
(内定)

申込締切日から利用希望月の月末までの間に、新たに就労を開始する場合や起業の準備を行う場合に適用されます。就労開始後、各利用
希望月の申込締切日までの間に『就労開始証明書』の提出がされた場合、【就労】の要件で指数を算定します(ただし、一定期間が経過する
までは、調整指数15番等の減算が適用される場合があります)。

求　　　職
求職活動を理由として保育を希望する場合に適用されます。各利用希望月の申込締切日までの間に就労内定または就労を開始し、『就労証
明書』の提出がされた場合、【就労(内定)】または【就労】の要件で指数を算定します。

就学・
技能修得

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校、各種学校および職業訓練に関する施設等に通学・通所（通信教育課程が含ま
れる場合を含む）していることが条件です。

45 

練馬区 LINE 公式アカウント

友だち追加はこちらから

◆◆ LLIINNEE でで指指数数ののシシミミュュレレーーシショョンンががででききまますす。。

  ○ 下記の 2 次元コードから練馬区 LINE 公式アカウントを「友だち」に追加してください。

    「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。

  ○ LINE で試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は

参考程度にお考えください。

  ○ 前回４月入園の一次利用調整の入園内定者の最低指数（ボーダーライン）と、試算した指数とを照らし

合わせて、保育施設を LINE で絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくものです。

○ LINE で絞込検索をした保育施設に入園申込みをしても、入園できることを保証するものではありませ

ん。
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調調整整指指数数
番番号号

調調整整指指数数要要約約

11 ひとり親

33 単身赴任

44・・55 区外在住

1155
契約変更

および転職

1166 児童の状況

1177
65歳未満の
同居祖父母

1188
きょうだい
後入れ

1199 未入園同時

2211 2㎞超転園

2222 特定施設在園

2233 特定施設卒園

2244 連携施設

育休給付金
（令和７年２月
利用調整まで）

育児休業
（令和７年４月
利用調整から）

利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用対象外です。

身体障害者手帳3級程度、愛の手帳（療育手帳）3度程度以下の発達の障害等がある場合や医療的ケアが必要な場合等配慮が必要で集団生活（保育園の利用）を
希望される場合に適用されます。

○　保育の利用希望月1日時点の児童住所および在籍施設の所在地を基準とし、直線距離で測定します。
  ※　1歳児1年保育および2歳児1年保育の在園児童は対象外です（復職されている場合は、調整指数22番の対象となります）。

〇　保育の利用希望月1日時点で練馬区外に在住している場合は、本調整指数により減算されます。なお、提出書類（『就労証明書』等）により
　　 保護者のいずれかの就労・就学先（予定を含む）が練馬区内であることが確認できる場合は、調整指数4番が対象となります。
〇　保育の利用申込締切日時点で、練馬区への転入予定はあるが、転入がわかる書類（転入予定日や転入予定住所が分かる売買契約書もしくは
　　 賃貸借契約書等）の提出がない場合や4月入園に関して『転入に関する申立書』のみの提出の場合も本調整指数により減算されます。
〇　申込み制限に該当する場合は、お申込みができません。詳細はP.42をご確認ください。

利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

補補足足説説明明（（適適用用条条件件等等））

保護者の状況の類型が不存在で、P.23に記載する必要書類の提出が確認された場合に対象となります。

以下全ての要件を満たし、『就労証明書』により、勤務地と単身赴任期間の証明が必要です。
　①　保護者のうち、いずれかの者が勤務先から連続3か月以上の単身赴任を命じられおり、当該保護者の類型が【就労】であること。
　②　①の期間中に保育の利用希望月が含まれていること。
　③　自宅から単身赴任勤務地までの距離が、最短経路距離で60㎞以上離れていること。
　　※　【就学】の要件における留学等は対象となりません。
　　※　単身赴任期間の計算や距離の計測等については、区で審査を行うため、証明の必要はありません。

保護者の状況の類型が同じ細目間での転職においては、前職の退職日から1か月以内に転職された場合は当該調整指数による減算はありません。
この際、前職の退職日が分かる書類の提出が必要です。
　  例：前職退職日：7/2（月20日かつ1日8時間以上の就労）、転職先での就労開始日：8/1（月20日かつ1日8時間以上の就労）
　　　   →指数の減算はありません。
　  ※　上位の細目への契約変更や転職の場合も上記の考え方を準用しています。詳細はP.34をご確認ください。

保育の利用希望月1日時点で、65歳未満の祖父母と同居している（リビングを共用しているなど、屋外に出ずとも交流ができる）場合で、以下のいずれかに
該当する場合は本調整指数により減算されます。
　①　祖父母いずれかの保育指数が15点未満となる場合（求職活動中等）
　②　『就労証明書』等の保育にあたることができないことを証明する書類の提出がない場合
　　※　要介護（1以上）の認定を受けている方は、減算となりません。介護保険被保険者証のコピーをご提出ください。

就労証明書の記載内容から、育児休業を取得していることがわかる場合に適用対象となります（保護者の状況の類型が就労の場合に限る)。
（1歳児クラスに申込む場合は調整指数25番、2歳児クラス以上に申込む場合は調整指数26番が適用されます。）
　※　0歳児クラスに申込む場合は適用対象外ですが、申込書の有効期間中に1歳児クラスになる場合、１歳児クラスになった月の利用調整から
　　　 適用対象となります。
　※　保護者の両方が育児休業を取得している場合でも、本調整指数は重複適用されません。

2255・・2266

調整指数23番の条件を満たし、かつ希望する保育園等において、「保育園等一覧」に掲載する「連携先施設」が1園以上含まれる場合に適用されます。
　※　令和7年4月利用調整をもって廃止します。

当該育児休業における「育児休業給付金支給決定通知書（いずれかの月の支給明細のコピー）」等の提出が必要です。
（1歳児クラスに申込む場合は調整指数25番、2歳児クラス以上に申込む場合は調整指数26番が適用されます。）
　※　保護者の両方が育児休業給付金を受給している場合でも、本調整指数は重複適用されません。

○　保育の利用申込締切日時点で児童の保育を生業としている保育施設等に一定時間以上預けていることが必要です。なお、保護者の類型が
　　  【就労】の場合は、申込締切日時点で復職し、『復職証明書』を提出していることも必要です。
○　認可保育園、ファミリーサポート事業や乳幼児一時預かり事業等で一時預かりを利用している場合は、直近3か月分の利用実績のわかる
　　 領収書等が『在園 （受託）証明書』の代わりとなります。実績を満たす月がある場合、該当月の領収証等のコピーをご提出ください。
○　練馬区内の認可保育園・地域型保育事業（事業所内保育事業の従業員枠を除く）の在園児童は、『在園（受託）証明書』の発行および提出は
     不要です。
○　当該調整指数の「一定時間」の考え方については、P.47を参照ください。

○　施設の受入可能年齢終了月より前の月は、調整指数22番が適用されます。
○　受入可能年齢終了月の末日まで継続して在園している児童が適用されます。
○　災害等により、運営の継続が著しく困難な場合等は、対象施設や適用期間を拡大することがあります。
○　当該調整指数の「一定時間」の考え方については、P.47を参照ください。
　※　1歳児1年保育および2歳児1年保育の在園児童は適用対象外です（復職されている場合は、調整指数22番の対象となります）。
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○ 各保護者について、実施基準表により保育指数を求め、調整指数と合算して当該児童の指数とする。 
○ 各保護者の状況が複数の類型および細目に該当する場合であっても、各保護者にとって最も有利な類型お

よび細目で算定され、複数の類型および細目が算定されることはない。ただし、複数の類型を持つ場合で、
特定の類型での算定を希望する場合は、個別相談を必要とする。 

○ 「就労」、「介護・看護」、「就学」のいずれかの類型および細目に該当する場合は、各時間の合算ができる場
合がある。ただし、各保護者の保育指数の上限は 40 とする。 

○ 区外在住者（転入予定者を除く）または保護者の保育を必要とする状況を証明する書類が提出されない場
合、加算の調整指数を適用しない。 

○ 調整指数 1 番～３番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 7 番と 8 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 19 番と 21 番・22 番は重複適用しない（認可外保育施設等を利用している児童を除く）。 
○ 調整指数 19 番と 20 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 22 番・23 番と 25 番・26 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 22 番～24 番は、「「11 かか月月ああたたりりのの保保育育をを必必要要ととすするる時時間間のの６６割割以以上上をを保保育育施施設設等等にに預預けけてていいるる

こことと」」について、『在園（受託）証明書』等で確認します（下記例を参照）。 
○ 「練馬区保育実施基準表」は今後変更となる可能性があります。 
 
○ 記載内容についてのご不明な点等については、保育課入園相談係までお問い合わせください。 

 

調調整整指指数数 2222・・2233・・2244 番番のの「「一一定定時時間間以以上上保保育育施施設設にに預預けけてていいるるこことと」」のの適適用用のの具具体体例例  

  

例： 父が月 20 日、1 日８時間の就労 

母が月 18 日、1 日 7.5 時間の就労 

 

   →父母それぞれの保育指数は、P.43「練馬区保育実施基準表」に基づき決定します。 

父は月 20 日、1 日 8 時間以上の就労に該当するため、1－(1)－40 ※ 

母は月 16 日以上 19 日以下、1 日 7 時間以上 8 時間未満の就労に該当するため、1－(7)－34 ※ 

となります。 

※ 父母ともに就労実績が契約内容を満たしている場合の指数です。 

 

    保護者のうち、保育指数が低い方を基準とするため、この場合は母の就労時間で算定します。 

    母の就労時間に基づき計算すると、16 日×7 時間×0.6＝月に 67 時間以上預けている場合は加算対

象となります（小数点以下が発生する場合は切り捨てます）。 

     

 

参考（加算に必要な預託時間について） 

○ 月 20 日、1 日 8 時間の就労の方は、20 日×8 時間×0.6＝月に 96 時間以上預けている場合に 

加算対象となります。 

〇 育児短時間勤務を取得している場合、短縮した勤務時間で算出します。月 20 日、1 日 6 時間の就

労となる育児短時間勤務を取得している方は、20 日×6 時間×0.6＝月 72 時間以上預けている場

合に加算対象となります。 

○ 保護者の類型が【出産】、【疾病・負傷】、【障害】、【災害】、【求職】、【就労(就学)内定】等に該当する

場合は月に 28 時間以上預けている場合に加算対象となります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆◆  練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表のの留留意意事事項項 
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◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  
保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に入園順位を判断します。 

６６－－（（２２））  練練馬馬区区立立保保育育所所延延長長保保育育・・休休日日保保育育実実施施基基準準表表  

◆◆  練練馬馬区区立立保保育育所所延延長長保保育育実実施施基基準準表表  

  

◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に利用順位を判断します。 
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番番号号 保保育育指指数数

 (1） 週5日 （または月20日） 以上 20
 (2） 週4日 （または月16日～19日） 16
 (3） 週3日 （または月12日～15日） 12
 (4） 週2日 （または月8日～11日） 8

2 20
3 4 （1）延長保育を利用できれば延長保育実施時間帯に保育を必要とする状況になる

 （1）父母が不存在

保保　　育育　　指指　　数数　　（（　　保保　　護護　　者者　　のの　　状状　　況況　　））
細細　　　　　　　　　　目目

1
 延長保育実施時間帯に
 保育を必要とする状況

番番号号 条条  　　　　件件 調調整整指指数数

1 ひとり親世帯 3
2 延長保育実施時間帯において一定時間以上保育施設等に申込児童を預けている場合 2
3 区外に在住する世帯の場合 （転入予定世帯を除く） -4

調調      　　整整      　　指指　　      数数

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 延長保育指数（保護者の状況）の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④ 災害＞不存在＞障害＞疾病・負傷＞就労＞介護、就学＞出産＞就労（内定）＞求職、の類型順で優先します。

⑤
希望保育園等にきょうだいが在園している児童（※）を優先します。
※　利用希望月１日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

⑥

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑥の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 保育指数（保護者の状況（P.43））の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④ 災害＞不存在＞障害＞疾病・負傷＞就労＞介護・看護、就学＞出産＞就労（内定）＞求職、の類型順で優先します。

⑤ 調整指数24番に該当する児童を優先します。　※本優先事項は令和７年４月利用調整をもって廃止します。

⑥
希望保育園等にきょうだいが在園している児童（※）を優先します。
※　利用希望月１日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

⑦
同時に２人以上の児童の入園（※）を希望する世帯の児童を優先します。
※　利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用
　　 対象外です。

⑧

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑧の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。
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○ 各保護者について、実施基準表により保育指数を求め、調整指数と合算して当該児童の指数とする。 
○ 各保護者の状況が複数の類型および細目に該当する場合であっても、各保護者にとって最も有利な類型お

よび細目で算定され、複数の類型および細目が算定されることはない。ただし、複数の類型を持つ場合で、
特定の類型での算定を希望する場合は、個別相談を必要とする。 

○ 「就労」、「介護・看護」、「就学」のいずれかの類型および細目に該当する場合は、各時間の合算ができる場
合がある。ただし、各保護者の保育指数の上限は 40 とする。 

○ 区外在住者（転入予定者を除く）または保護者の保育を必要とする状況を証明する書類が提出されない場
合、加算の調整指数を適用しない。 

○ 調整指数 1 番～３番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 7 番と 8 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 19 番と 21 番・22 番は重複適用しない（認可外保育施設等を利用している児童を除く）。 
○ 調整指数 19 番と 20 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 22 番・23 番と 25 番・26 番は、重複適用しない。 
○ 調整指数 22 番～24 番は、「「11 かか月月ああたたりりのの保保育育をを必必要要ととすするる時時間間のの６６割割以以上上をを保保育育施施設設等等にに預預けけてていいるる

こことと」」について、『在園（受託）証明書』等で確認します（下記例を参照）。 
○ 「練馬区保育実施基準表」は今後変更となる可能性があります。 
 
○ 記載内容についてのご不明な点等については、保育課入園相談係までお問い合わせください。 

 

調調整整指指数数 2222・・2233・・2244 番番のの「「一一定定時時間間以以上上保保育育施施設設にに預預けけてていいるるこことと」」のの適適用用のの具具体体例例  

  

例： 父が月 20 日、1 日８時間の就労 

母が月 18 日、1 日 7.5 時間の就労 

 

   →父母それぞれの保育指数は、P.43「練馬区保育実施基準表」に基づき決定します。 

父は月 20 日、1 日 8 時間以上の就労に該当するため、1－(1)－40 ※ 

母は月 16 日以上 19 日以下、1 日 7 時間以上 8 時間未満の就労に該当するため、1－(7)－34 ※ 

となります。 

※ 父母ともに就労実績が契約内容を満たしている場合の指数です。 

 

    保護者のうち、保育指数が低い方を基準とするため、この場合は母の就労時間で算定します。 

    母の就労時間に基づき計算すると、16 日×7 時間×0.6＝月に 67 時間以上預けている場合は加算対

象となります（小数点以下が発生する場合は切り捨てます）。 

     

 

参考（加算に必要な預託時間について） 

○ 月 20 日、1 日 8 時間の就労の方は、20 日×8 時間×0.6＝月に 96 時間以上預けている場合に 

加算対象となります。 

〇 育児短時間勤務を取得している場合、短縮した勤務時間で算出します。月 20 日、1 日 6 時間の就

労となる育児短時間勤務を取得している方は、20 日×6 時間×0.6＝月 72 時間以上預けている場

合に加算対象となります。 

○ 保護者の類型が【出産】、【疾病・負傷】、【障害】、【災害】、【求職】、【就労(就学)内定】等に該当する

場合は月に 28 時間以上預けている場合に加算対象となります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆◆  練練馬馬区区保保育育実実施施基基準準表表のの留留意意事事項項 
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◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  
保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に入園順位を判断します。 

６６－－（（２２））  練練馬馬区区立立保保育育所所延延長長保保育育・・休休日日保保育育実実施施基基準準表表  

◆◆  練練馬馬区区立立保保育育所所延延長長保保育育実実施施基基準準表表  

  

◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に利用順位を判断します。 

48 

番番号号 保保育育指指数数

 (1） 週5日 （または月20日） 以上 20
 (2） 週4日 （または月16日～19日） 16
 (3） 週3日 （または月12日～15日） 12
 (4） 週2日 （または月8日～11日） 8

2 20
3 4 （1）延長保育を利用できれば延長保育実施時間帯に保育を必要とする状況になる

 （1）父母が不存在

保保　　育育　　指指　　数数　　（（　　保保　　護護　　者者　　のの　　状状　　況況　　））
細細　　　　　　　　　　目目

1
 延長保育実施時間帯に
 保育を必要とする状況

番番号号 条条  　　　　件件 調調整整指指数数

1 ひとり親世帯 3
2 延長保育実施時間帯において一定時間以上保育施設等に申込児童を預けている場合 2
3 区外に在住する世帯の場合 （転入予定世帯を除く） -4

調調      　　整整      　　指指　　      数数

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 延長保育指数（保護者の状況）の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④ 災害＞不存在＞障害＞疾病・負傷＞就労＞介護、就学＞出産＞就労（内定）＞求職、の類型順で優先します。

⑤
希望保育園等にきょうだいが在園している児童（※）を優先します。
※　利用希望月１日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

⑥

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑥の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 保育指数（保護者の状況（P.43））の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④ 災害＞不存在＞障害＞疾病・負傷＞就労＞介護・看護、就学＞出産＞就労（内定）＞求職、の類型順で優先します。

⑤ 調整指数24番に該当する児童を優先します。　※本優先事項は令和７年４月利用調整をもって廃止します。

⑥
希望保育園等にきょうだいが在園している児童（※）を優先します。
※　利用希望月１日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。

⑦
同時に２人以上の児童の入園（※）を希望する世帯の児童を優先します。
※　利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用
　　 対象外です。

⑧

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑧の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。
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◆◆  練練馬馬区区立立保保育育所所休休日日保保育育実実施施基基準準表表 

※ 調整指数番号１番および２番は重複適用しない。 

 

◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に利用順位を判断します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番番号号 条条  　　　　件件 調調整整指指数数

1 ひとり親世帯 5
2 保護者が単身赴任している場合 1
3 全ての祝日の休日保育実施時間帯に保育を必要とする場合 5
4 世帯に休日保育を利用している他の児童がいる場合 1
5 区外に在住する世帯の場合（転入予定世帯を除く） -4

6
保護者が身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度
または精神障害者保健福祉手帳1～3級に該当する場合

1

7 同居する65歳未満の祖父母が補完的な保育に当たれる場合 -4

調調      　　整整      　　指指　　      数数
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番番号号 保保育育指指数数

 (1） 月4日以上の休日の就労を常態とする場合 20
 (2） 月3日以上の休日の就労を常態とする場合 16
 (3） 月2日以上の休日の就労を常態とする場合 12
 (4） 月1日以上の休日の就労を常態とする場合 8
 (5） 上記各号で掲げるもののほかで明らかに保育を必要とする
      状況

4

2 20

保保　　育育　　指指　　数数　　（（　　保保　　護護　　者者　　のの　　状状　　況況　　））
細細　　　　　　　　　　目目

1
 休日保育実施時間帯に
 保育を必要とする状況

 （1）父母が不存在

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 休日保育指数（保護者の状況）の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④
同時に２人以上の児童の入園（※）を希望する世帯の児童を優先します。
※　利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用
　　 対象外です。

⑤

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑤の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。

７７－－（（１１））  保保育育料料  

□□11   保保育育料料ににつついいてて  
 

○ 保育料は月額のため、月に１日でも在園した場合は、登園日数に関係なく、その月分の保育料がかかります

（延長保育（月額）も同様の取り扱いとなります）。   
○ ３歳児クラス以上の保育料は無料です。０～２歳児クラスの場合は、世帯の状況や住民税額によって異なるた

め、P.52～54 を参照してください。 

○ 今後、保育料の（徴収）制度に変更が生じた場合はホームページや区報等でお知らせします。 

□□22   保保育育料料のの決決定定方方法法    ※※  PP..5522～～5544参参照照  
 
○ 保育料は、世世帯帯のの区区市市町町村村民民税税所所得得割割額額（（以以下下「「住住民民税税」」））により、４月と９月の年２回決定します。 

令和７年４月から８月分は令和６年度住民税をもとに算定し、令和７年９月から令和８年 3 月分は令和７年

度住民税をもとに算定します（住民税は毎年 6 月に決定します）。 

〇 生活保護を受給している場合（Ａ階層）、住民税が非課税の場合（Ｂ階層）は、保育料はかかりません。 

〇 ３歳児から５歳児クラスに在籍している場合、保育料はかかりませんが、延長保育を利用する際の延長保育料

についてはお支払いいただきます。 

〇 保護者と生計を一にするお子様を対象に、第２子以降は保育料が無料となります。原則、届出は不要です。 

ただし、第１子が別住所に居住している場合は、住民票のコピー等の提出が必要になる場合もありますので、

保育認定係へお問い合わせください。 

〇 保育料算定のための「住民税」には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除等は適用しませ

ん。控除されている場合には、住民税の所得割額にその控除額を加算した額にて保育料を決定します。 

〇 令和６年度住民税について、所得割額の定額減税が行われています。保育料は、減税された後の所得割額にて

決定します。 

〇 住民税未申告の場合は、最高階層（D30）の保育料で決定することになります。所得がない等の理由で住民

税の申告が不要な方についても、非課税の申告をお願いします。 

〇 所得の修正申告等により年度の途中に住民税額が変更になった場合は、申告をした旨を記載した『『教教育育・・保保育育

給給付付認認定定変変更更届届』』をご提出ください。 

〇 世帯の状況によって同居祖父母の住民税により保育料を決定することがあります。 
 

□□33   納納入入方方法法    
 

◆◆  認認可可保保育育園園のの場場合合    

○ 保育料は口座振替でのお支払いになります。ご指定の口座から、毎月末日（末日が金融機関休業日の場合は翌

営業日）に引き落とします。手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯にご案内します。 

○ 銀行・郵便局に口座がない場合や残高不足で引き落としができなかった場合は、区から送付する納付書でお支

払いください。納付書は、銀行・郵便局以外にもコンビニエンスストアや携帯電話（スマートフォン）でもお

支払いいただけます。 

 

◆ 地地域域型型保保育育事事業業（家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）のの場場合合 

○ 保育料は事業者（施設）に直接お支払いいただきますが、支払方法および支払日は事業者ごとに異なります。

手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯に事業者からご案内します。 

 

※※  保保育育料料のの滞滞納納ががああるる場場合合はは、、勤勤務務先先やや預預金金先先をを調調査査しし、、財財産産差差押押等等のの滞滞納納処処分分をを行行いいまますす。。  

ままたた、、転転園園ややききょょううだだいいのの入入園園でで不不利利ににななりりまますす（P.44、P.48参照）。 
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◆◆  練練馬馬区区立立保保育育所所休休日日保保育育実実施施基基準準表表 

※ 調整指数番号１番および２番は重複適用しない。 

 

◆◆  同同一一指指数数世世帯帯のの優優先先事事項項  

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に利用順位を判断します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番番号号 条条  　　　　件件 調調整整指指数数

1 ひとり親世帯 5
2 保護者が単身赴任している場合 1
3 全ての祝日の休日保育実施時間帯に保育を必要とする場合 5
4 世帯に休日保育を利用している他の児童がいる場合 1
5 区外に在住する世帯の場合（転入予定世帯を除く） -4

6
保護者が身体障害者手帳1･2級、聴覚障害3級、愛の手帳（療育手帳）1～4度
または精神障害者保健福祉手帳1～3級に該当する場合

1

7 同居する65歳未満の祖父母が補完的な保育に当たれる場合 -4

調調      　　整整      　　指指　　      数数
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番番号号 保保育育指指数数

 (1） 月4日以上の休日の就労を常態とする場合 20
 (2） 月3日以上の休日の就労を常態とする場合 16
 (3） 月2日以上の休日の就労を常態とする場合 12
 (4） 月1日以上の休日の就労を常態とする場合 8
 (5） 上記各号で掲げるもののほかで明らかに保育を必要とする
      状況

4

2 20

保保　　育育　　指指　　数数　　（（　　保保　　護護　　者者　　のの　　状状　　況況　　））
細細　　　　　　　　　　目目

1
 休日保育実施時間帯に
 保育を必要とする状況

 （1）父母が不存在

① 練馬区在住者（転入予定者を含む）を優先します。

② 休日保育指数（保護者の状況）の高い児童を優先します。

③ 保育料の滞納（既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む）がない世帯の児童を優先します。

④
同時に２人以上の児童の入園（※）を希望する世帯の児童を優先します。
※　利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更（転園）をする場合は適用
　　 対象外です。

⑤

※　特別区民税（市町村民税）所得割が低額の世帯の児童を優先します。
　　 ９月入園の利用調整から⑤の判定に適用する特別区民税（市町村民税）所得割の年度を切り替えます。
　　 令和７年８月入園の利用調整までは令和５年度特別区民税（市町村民税）所得割で、令和７年９月入園の利用調整
     からは令和６年度特別区民税（市町村民税）所得割で判定します。
※  住民税（特別区民税（市町村民税）所得割）の取扱いについてはP.25「住民税について」参照。

７７－－（（１１））  保保育育料料  

□□11   保保育育料料ににつついいてて  
 

○ 保育料は月額のため、月に１日でも在園した場合は、登園日数に関係なく、その月分の保育料がかかります

（延長保育（月額）も同様の取り扱いとなります）。   
○ ３歳児クラス以上の保育料は無料です。０～２歳児クラスの場合は、世帯の状況や住民税額によって異なるた

め、P.52～54 を参照してください。 

○ 今後、保育料の（徴収）制度に変更が生じた場合はホームページや区報等でお知らせします。 

□□22   保保育育料料のの決決定定方方法法    ※※  PP..5522～～5544参参照照  
 
○ 保育料は、世世帯帯のの区区市市町町村村民民税税所所得得割割額額（（以以下下「「住住民民税税」」））により、４月と９月の年２回決定します。 

令和７年４月から８月分は令和６年度住民税をもとに算定し、令和７年９月から令和８年 3 月分は令和７年

度住民税をもとに算定します（住民税は毎年 6 月に決定します）。 

〇 生活保護を受給している場合（Ａ階層）、住民税が非課税の場合（Ｂ階層）は、保育料はかかりません。 

〇 ３歳児から５歳児クラスに在籍している場合、保育料はかかりませんが、延長保育を利用する際の延長保育料

についてはお支払いいただきます。 

〇 保護者と生計を一にするお子様を対象に、第２子以降は保育料が無料となります。原則、届出は不要です。 

ただし、第１子が別住所に居住している場合は、住民票のコピー等の提出が必要になる場合もありますので、

保育認定係へお問い合わせください。 

〇 保育料算定のための「住民税」には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除等は適用しませ

ん。控除されている場合には、住民税の所得割額にその控除額を加算した額にて保育料を決定します。 

〇 令和６年度住民税について、所得割額の定額減税が行われています。保育料は、減税された後の所得割額にて

決定します。 

〇 住民税未申告の場合は、最高階層（D30）の保育料で決定することになります。所得がない等の理由で住民

税の申告が不要な方についても、非課税の申告をお願いします。 

〇 所得の修正申告等により年度の途中に住民税額が変更になった場合は、申告をした旨を記載した『『教教育育・・保保育育

給給付付認認定定変変更更届届』』をご提出ください。 

〇 世帯の状況によって同居祖父母の住民税により保育料を決定することがあります。 
 

□□33   納納入入方方法法    
 

◆◆  認認可可保保育育園園のの場場合合    

○ 保育料は口座振替でのお支払いになります。ご指定の口座から、毎月末日（末日が金融機関休業日の場合は翌

営業日）に引き落とします。手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯にご案内します。 

○ 銀行・郵便局に口座がない場合や残高不足で引き落としができなかった場合は、区から送付する納付書でお支

払いください。納付書は、銀行・郵便局以外にもコンビニエンスストアや携帯電話（スマートフォン）でもお

支払いいただけます。 

 

◆ 地地域域型型保保育育事事業業（家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）のの場場合合 

○ 保育料は事業者（施設）に直接お支払いいただきますが、支払方法および支払日は事業者ごとに異なります。

手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯に事業者からご案内します。 

 

※※  保保育育料料のの滞滞納納ががああるる場場合合はは、、勤勤務務先先やや預預金金先先をを調調査査しし、、財財産産差差押押等等のの滞滞納納処処分分をを行行いいまますす。。  

ままたた、、転転園園ややききょょううだだいいのの入入園園でで不不利利ににななりりまますす（P.44、P.48参照）。 
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□□44   保保育育料料負負担担軽軽減減制制度度    
  

  多子世帯やひとり親世帯など以下に該当する世帯に対して、保育料を軽減します。ただし、保育園等に通ってい

る児童の保育料が０円の場合は適用されません。詳細は、練馬区ホームページをご覧ください。 
 
◆◆  多多子子世世帯帯  

第２子以降の児童は無料です（令和 5 年 10 月より、第 2 子の保育料は無償化されました）。 

原則、手続きは不要です。ただし第１子が別住所に居住している場合は、住民票の写し等の提出が必要にな

る場合もあります。 

 

◆◆  ひひととりり親親世世帯帯・・障障ががいいののああるる方方ががいいるる世世帯帯  

保護者と生計を一にする児童の中で、第１子の児童は保育料表の第１子適用額の半額です。「ひとり親世帯」

および「障害のある方がいる世帯」の両方に該当する場合は、いずれか一方のみの適用となり、重ねての適用

はありません。第２子以降の児童は無料です（練馬区は独自に所得制限を撤廃しています）。 

すでに必要な書類を提出している場合は、手続き不要です。 

□□55   保保育育料料のの減減額額制制度度  
 

○ 現在の収入が著しく減少した、病気や災害などで特定の支出が著しく増加するなど、保育料の支払いが困難な

場合に、保護者からの申請により減額されることがあります。詳細は練馬区ホームページをご覧ください。 

 

 

●●  保保育育園園のの運運営営経経費費はは、、保保護護者者のの皆皆ささままにに負負担担ししてていいたただだくく保保育育料料とと、、国国・・東東京京都都・・練練馬馬区区がが負負担担すするる費費用用でで  

ままかかななっってていいまますす。。  

いいたただだいいたた保保育育料料はは、、保保育育のの質質のの確確保保やや保保育育ササーービビススのの充充実実ののたためめにに活活用用ししてていいまますす。。ななおお、、練練馬馬区区でではは国国

がが定定めめるる保保育育料料基基準準のの半半額額程程度度をを区区でで負負担担しし、、保保護護者者負負担担のの軽軽減減をを行行っってていいまますす。。  
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７７－－（（２２））  保保育育料料表表    

□□11   保保育育料料表表（（認認可可保保育育園園））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。 

※ 保育料は、４月１日時点でのクラス年齢により決定されます。 

☆ 保育料以外の経費については、以下の通りです。 

・給食費：すべて免除されます。   

・延長保育料：保護者負担となります。 

・園帽や行事費等の各園で独自に徴収している実費相当分：保護者負担となります。 
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第２子以降

A

B

C

D１

D２

D３

D４

D５

D６

D７

D８

D９

D１０

D１１

D１２

D１３

D１４

D１５

D１６

D１７

D１８

D１９

D２０

D２１

D２２

D２３

D２４

D２５

D２６

D２７

D２８

D２９

D３０　　　  〃　 　 　    1,000,000円以上 72,500 71,200 0

　　　  〃　 　 　  　　900,000円未満 71,300 70,000 0

　　　  〃　 　 　    1,000,000円未満 71,900 70,600 0

　　　  〃　 　 　  　　700,000円未満 70,100 68,900 0

　　　  〃　 　 　  　　800,000円未満 70,700 69,400 0

　　　  〃　 　 　  　　500,000円未満 69,000 67,800 0

　　　  〃　 　 　  　　600,000円未満 69,500 68,300 0

　　　  〃　 　 　  　　410,000円未満 63,900 62,800 0

　　　  〃　 　 　  　　425,000円未満 68,400 67,200 0

　　　  〃　 　 　  　　380,000円未満 51,600 50,700 0

　　　  〃　 　 　  　　395,000円未満 58,100 57,100 0

　　　  〃　 　 　  　　350,000円未満 45,400 44,600 0

　　　  〃　 　 　  　　365,000円未満 47,600 46,700 0

　　　  〃　 　 　  　　320,000円未満 41,400 40,600 0

　　　  〃　 　 　  　　335,000円未満 43,500 42,700 0

　　　  〃　 　 　  　　290,000円未満 37,000 36,300 0

　　　  〃　 　 　  　　305,000円未満 39,300 38,600 0

　　　  〃　 　 　  　　260,000円未満 32,200 31,600 0

　　　  〃　 　 　  　　275,000円未満 35,000 34,400 0

　　　  〃　 　 　  　　210,000円未満 27,800 27,300 0

　　　  〃　 　 　  　　235,000円未満 30,200 29,600 0

　　　  〃　 　 　  　　160,000円未満 23,300 22,900 0

　　　  〃　 　 　  　　185,000円未満 25,700 25,200 0

　　　  〃　 　 　  　　110,000円未満 16,500 16,200 0

　　　  〃　 　 　  　　135,000円未満 20,600 20,200 0

　　　  〃　 　 　  　 　60,000円未満 8,800 8,600 0

　　　  〃　 　 　  　 　85,000円未満 10,100 9,900 0

　　　  〃　 　 　  　 　10,000円未満 3,100 3,000 0

　　　  〃　 　 　  　 　35,000円未満 7,000 6,800 0

 均等割のみ課税 1,900 1,800 0

所得割額　　  　　　 5,000円未満 2,400 2,300 0

 生活保護受給世帯 0 0 0

 当年度の区市町村民税 非課税 0 0 0

階
層
区
分

世帯の区市町村民税

保育料表（月額、円）

０～２歳児クラス ３歳児
クラス以上第１子

標準 短時間 標準・短時間
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□□44   保保育育料料負負担担軽軽減減制制度度    
  

  多子世帯やひとり親世帯など以下に該当する世帯に対して、保育料を軽減します。ただし、保育園等に通ってい

る児童の保育料が０円の場合は適用されません。詳細は、練馬区ホームページをご覧ください。 
 
◆◆  多多子子世世帯帯  

第２子以降の児童は無料です（令和 5 年 10 月より、第 2 子の保育料は無償化されました）。 

原則、手続きは不要です。ただし第１子が別住所に居住している場合は、住民票の写し等の提出が必要にな

る場合もあります。 

 

◆◆  ひひととりり親親世世帯帯・・障障ががいいののああるる方方ががいいるる世世帯帯  

保護者と生計を一にする児童の中で、第１子の児童は保育料表の第１子適用額の半額です。「ひとり親世帯」

および「障害のある方がいる世帯」の両方に該当する場合は、いずれか一方のみの適用となり、重ねての適用

はありません。第２子以降の児童は無料です（練馬区は独自に所得制限を撤廃しています）。 

すでに必要な書類を提出している場合は、手続き不要です。 

□□55   保保育育料料のの減減額額制制度度  
 

○ 現在の収入が著しく減少した、病気や災害などで特定の支出が著しく増加するなど、保育料の支払いが困難な

場合に、保護者からの申請により減額されることがあります。詳細は練馬区ホームページをご覧ください。 

 

 

●●  保保育育園園のの運運営営経経費費はは、、保保護護者者のの皆皆ささままにに負負担担ししてていいたただだくく保保育育料料とと、、国国・・東東京京都都・・練練馬馬区区がが負負担担すするる費費用用でで  

ままかかななっってていいまますす。。  

いいたただだいいたた保保育育料料はは、、保保育育のの質質のの確確保保やや保保育育ササーービビススのの充充実実ののたためめにに活活用用ししてていいまますす。。ななおお、、練練馬馬区区でではは国国

がが定定めめるる保保育育料料基基準準のの半半額額程程度度をを区区でで負負担担しし、、保保護護者者負負担担のの軽軽減減をを行行っってていいまますす。。  
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７７－－（（２２））  保保育育料料表表    

□□11   保保育育料料表表（（認認可可保保育育園園））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。 

※ 保育料は、４月１日時点でのクラス年齢により決定されます。 

☆ 保育料以外の経費については、以下の通りです。 

・給食費：すべて免除されます。   

・延長保育料：保護者負担となります。 

・園帽や行事費等の各園で独自に徴収している実費相当分：保護者負担となります。 
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第２子以降

A

B

C

D１

D２

D３

D４

D５

D６

D７

D８

D９

D１０

D１１

D１２

D１３

D１４

D１５

D１６

D１７

D１８

D１９

D２０

D２１

D２２

D２３

D２４

D２５

D２６

D２７

D２８

D２９

D３０　　　  〃　 　 　    1,000,000円以上 72,500 71,200 0

　　　  〃　 　 　  　　900,000円未満 71,300 70,000 0

　　　  〃　 　 　    1,000,000円未満 71,900 70,600 0

　　　  〃　 　 　  　　700,000円未満 70,100 68,900 0

　　　  〃　 　 　  　　800,000円未満 70,700 69,400 0

　　　  〃　 　 　  　　500,000円未満 69,000 67,800 0

　　　  〃　 　 　  　　600,000円未満 69,500 68,300 0

　　　  〃　 　 　  　　410,000円未満 63,900 62,800 0

　　　  〃　 　 　  　　425,000円未満 68,400 67,200 0

　　　  〃　 　 　  　　380,000円未満 51,600 50,700 0

　　　  〃　 　 　  　　395,000円未満 58,100 57,100 0

　　　  〃　 　 　  　　350,000円未満 45,400 44,600 0

　　　  〃　 　 　  　　365,000円未満 47,600 46,700 0

　　　  〃　 　 　  　　320,000円未満 41,400 40,600 0

　　　  〃　 　 　  　　335,000円未満 43,500 42,700 0

　　　  〃　 　 　  　　290,000円未満 37,000 36,300 0

　　　  〃　 　 　  　　305,000円未満 39,300 38,600 0

　　　  〃　 　 　  　　260,000円未満 32,200 31,600 0

　　　  〃　 　 　  　　275,000円未満 35,000 34,400 0

　　　  〃　 　 　  　　210,000円未満 27,800 27,300 0

　　　  〃　 　 　  　　235,000円未満 30,200 29,600 0

　　　  〃　 　 　  　　160,000円未満 23,300 22,900 0

　　　  〃　 　 　  　　185,000円未満 25,700 25,200 0

　　　  〃　 　 　  　　110,000円未満 16,500 16,200 0

　　　  〃　 　 　  　　135,000円未満 20,600 20,200 0

　　　  〃　 　 　  　 　60,000円未満 8,800 8,600 0

　　　  〃　 　 　  　 　85,000円未満 10,100 9,900 0

　　　  〃　 　 　  　 　10,000円未満 3,100 3,000 0

　　　  〃　 　 　  　 　35,000円未満 7,000 6,800 0

 均等割のみ課税 1,900 1,800 0

所得割額　　  　　　 5,000円未満 2,400 2,300 0

 生活保護受給世帯 0 0 0

 当年度の区市町村民税 非課税 0 0 0

階
層
区
分

世帯の区市町村民税

保育料表（月額、円）

０～２歳児クラス ３歳児
クラス以上第１子

標準 短時間 標準・短時間
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□□22   保保育育料料表表（（地地域域型型保保育育事事業業））  

※ 上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。 

※ 保育料は、４月１日時点でのクラス年齢により決定されます。 

☆ 保育料以外の経費については、以下の通りです。 

・給食費：すべて免除されます。   

・延長保育料：保護者負担となります。 

☆☆  家家庭庭的的保保育育事事業業（（保保育育ママママ））ににつついいててはは基基本本保保育育時時間間がが８８時時間間ののたためめ、、８８時時間間をを超超ええたた場場合合にに延延長長保保育育料料ががかかかかりり

まますす。。  
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第２子以降

標準 短 標準 短 標準 短 短 標準 短

A  生活保護受給世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B  当年度の区市町村民税 非課税 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ  均等割のみ課税 1,900 1,800 1,900 1,800 1,900 1,800 1,800 1,700 1,500

Ｄ１ 所得割額　 　 　　　5,000円未満 2,400 2,300 2,400 2,300 2,400 2,300 2,300 1,700 1,500

Ｄ２ 　　　　〃　　　　　10,000円未満 3,100 3,000 3,100 3,000 3,100 3,000 3,000 1,700 1,500

Ｄ３ 　　　　〃　　　　　35,000円未満 7,000 6,800 7,000 6,800 7,000 6,800 6,800 2,000 1,800

Ｄ４ 　　　　〃　　　　　60,000円未満 8,800 8,600 8,800 8,600 8,800 8,600 8,600 2,200 2,000

Ｄ５ 　　　　〃　　　　　85,000円未満 10,100 9,900 10,100 9,900 10,100 9,900 9,900 3,500 3,300

Ｄ６ 　　　　〃　　　　110,000円未満 16,500 16,200 16,500 16,200 16,500 16,200 16,200 9,900 9,600

Ｄ７ 　　　　〃　　　　135,000円未満 20,600 20,200 20,600 20,200 20,600 20,200 20,200 14,000 13,600

Ｄ８ 　　　　〃　　　　160,000円未満 23,300 22,900 23,300 22,900 23,300 22,900 22,900 16,700 16,300

Ｄ９ 　　　　〃　　　　185,000円未満 25,700 25,200 25,700 25,200 25,700 25,200 25,200 19,100 18,600

Ｄ10 　　　　〃　　　　210,000円未満 27,800 27,300 27,800 27,300 27,800 27,300 27,300 21,200 20,700

Ｄ11 　　　　〃　　　　235,000円未満 30,200 29,600 30,200 29,600 30,200 29,600 29,600 23,600 23,000

Ｄ12 　　　　〃　　　　260,000円未満 32,200 31,600 32,200 31,600 32,200 31,600 31,600 25,600 25,000

Ｄ13 　　　　〃　　　　275,000円未満 35,000 34,400 35,000 34,400 35,000 34,400 34,400 28,400 27,800

Ｄ14 　　　　〃　　　　290,000円未満 37,000 36,300 37,000 36,300 36,900 36,200 36,200 30,400 29,700

Ｄ15 　　　　〃　　　　305,000円未満 39,300 38,600 39,300 38,600 37,200 36,500 36,500 32,700 32,000

Ｄ16 　　　　〃　　　　320,000円未満 41,400 40,600 41,400 40,600 37,500 36,800 36,800 34,800 34,000

Ｄ17 　　　　〃　　　　335,000円未満 43,500 42,700 43,500 42,700 37,900 37,200 37,200 36,900 36,100

Ｄ18 　　　　〃　　　　350,000円未満 45,400 44,600 45,400 44,600 38,200 37,500 37,500 38,800 38,000

Ｄ19 　　　　〃　　　　365,000円未満 47,600 46,700 47,600 46,700 38,300 37,600 37,600 41,000 40,100

Ｄ20 　　　　〃　　　　380,000円未満 51,600 50,700 51,600 50,700 38,400 37,700 37,700 45,000 44,100

Ｄ21 　　　　〃　　　　395,000円未満 58,100 57,100 53,200 52,200 38,500 37,800 37,800 51,500 50,500

Ｄ22 　　　　〃　　　　410,000円未満 63,900 62,800 53,300 52,300 38,600 37,900 37,900 57,300 56,200

Ｄ23 　　　　〃　　　　425,000円未満 68,400 67,200 53,400 52,400 38,700 38,000 38,000 61,800 60,600

Ｄ24 　　　　〃　　　　500,000円未満 69,000 67,800 53,700 52,700 38,800 38,100 38,100 62,400 61,200

Ｄ25 　　　　〃　　　　600,000円未満 69,500 68,300 54,100 53,100 39,100 38,400 38,400 62,900 61,700

Ｄ26 　　　　〃　　　　700,000円未満 70,100 68,900 54,600 53,600 39,400 38,700 38,700 63,500 62,300

Ｄ27 　　　　〃　　　　800,000円未満 70,700 69,400 55,000 54,000 39,800 39,100 39,100 64,100 62,800

Ｄ28 　　　　〃　　　　900,000円未満 71,300 70,000 55,500 54,500 40,100 39,400 39,400 64,700 63,400

Ｄ29 　　　　〃　　　1,000,000円未満 71,900 70,600 55,900 54,900 40,500 39,800 39,800 65,300 64,000

Ｄ30 　　　　〃　　　1,000,000円以上 72,500 71,200 56,400 55,400 40,800 40,100 40,100 65,900 64,600
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世帯の区市町村民税

保育料表（月額、円）

０～２歳児クラス ３歳児クラス
以上第１子

事業所内保育事業

小規模保育事業A型
小規模保育事業Ｂ型 小規模保育事業C型

家庭的

保育事業

居宅訪問型

保育事業

左のすべて

の事業

居宅訪問型

保育事業

標準 ・ 短

□□33   保保育育料料  （（認認定定ここどどもも園園((２２号号利利用用））))  

○ 認定こども園（２号利用）の保育料は無料です。 

詳細は、学務課幼稚園係へお問い合わせください。電話 03-5984-1347（直通） 
 

※※  保保育育料料ととはは別別にに特特定定負負担担額額やや教教材材費費、、給給食食費費等等ががかかかかるるここととががあありりまますす。。  

詳詳細細はは各各園園ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

  

  

     ［［メメ  モモ］］      
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□□22   保保育育料料表表（（地地域域型型保保育育事事業業））  

※ 上記の表について、４月から８月までは「当年度の区市町村民税」を「前年度の区市町村民税」と読み替えます。 

※ 保育料は、４月１日時点でのクラス年齢により決定されます。 

☆ 保育料以外の経費については、以下の通りです。 

・給食費：すべて免除されます。   

・延長保育料：保護者負担となります。 

☆☆  家家庭庭的的保保育育事事業業（（保保育育ママママ））ににつついいててはは基基本本保保育育時時間間がが８８時時間間ののたためめ、、８８時時間間をを超超ええたた場場合合にに延延長長保保育育料料ががかかかかりり

まますす。。  
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第２子以降

標準 短 標準 短 標準 短 短 標準 短

A  生活保護受給世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B  当年度の区市町村民税 非課税 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ  均等割のみ課税 1,900 1,800 1,900 1,800 1,900 1,800 1,800 1,700 1,500

Ｄ１ 所得割額　 　 　　　5,000円未満 2,400 2,300 2,400 2,300 2,400 2,300 2,300 1,700 1,500

Ｄ２ 　　　　〃　　　　　10,000円未満 3,100 3,000 3,100 3,000 3,100 3,000 3,000 1,700 1,500

Ｄ３ 　　　　〃　　　　　35,000円未満 7,000 6,800 7,000 6,800 7,000 6,800 6,800 2,000 1,800

Ｄ４ 　　　　〃　　　　　60,000円未満 8,800 8,600 8,800 8,600 8,800 8,600 8,600 2,200 2,000

Ｄ５ 　　　　〃　　　　　85,000円未満 10,100 9,900 10,100 9,900 10,100 9,900 9,900 3,500 3,300

Ｄ６ 　　　　〃　　　　110,000円未満 16,500 16,200 16,500 16,200 16,500 16,200 16,200 9,900 9,600

Ｄ７ 　　　　〃　　　　135,000円未満 20,600 20,200 20,600 20,200 20,600 20,200 20,200 14,000 13,600

Ｄ８ 　　　　〃　　　　160,000円未満 23,300 22,900 23,300 22,900 23,300 22,900 22,900 16,700 16,300

Ｄ９ 　　　　〃　　　　185,000円未満 25,700 25,200 25,700 25,200 25,700 25,200 25,200 19,100 18,600

Ｄ10 　　　　〃　　　　210,000円未満 27,800 27,300 27,800 27,300 27,800 27,300 27,300 21,200 20,700

Ｄ11 　　　　〃　　　　235,000円未満 30,200 29,600 30,200 29,600 30,200 29,600 29,600 23,600 23,000

Ｄ12 　　　　〃　　　　260,000円未満 32,200 31,600 32,200 31,600 32,200 31,600 31,600 25,600 25,000

Ｄ13 　　　　〃　　　　275,000円未満 35,000 34,400 35,000 34,400 35,000 34,400 34,400 28,400 27,800

Ｄ14 　　　　〃　　　　290,000円未満 37,000 36,300 37,000 36,300 36,900 36,200 36,200 30,400 29,700

Ｄ15 　　　　〃　　　　305,000円未満 39,300 38,600 39,300 38,600 37,200 36,500 36,500 32,700 32,000

Ｄ16 　　　　〃　　　　320,000円未満 41,400 40,600 41,400 40,600 37,500 36,800 36,800 34,800 34,000

Ｄ17 　　　　〃　　　　335,000円未満 43,500 42,700 43,500 42,700 37,900 37,200 37,200 36,900 36,100

Ｄ18 　　　　〃　　　　350,000円未満 45,400 44,600 45,400 44,600 38,200 37,500 37,500 38,800 38,000

Ｄ19 　　　　〃　　　　365,000円未満 47,600 46,700 47,600 46,700 38,300 37,600 37,600 41,000 40,100

Ｄ20 　　　　〃　　　　380,000円未満 51,600 50,700 51,600 50,700 38,400 37,700 37,700 45,000 44,100

Ｄ21 　　　　〃　　　　395,000円未満 58,100 57,100 53,200 52,200 38,500 37,800 37,800 51,500 50,500

Ｄ22 　　　　〃　　　　410,000円未満 63,900 62,800 53,300 52,300 38,600 37,900 37,900 57,300 56,200

Ｄ23 　　　　〃　　　　425,000円未満 68,400 67,200 53,400 52,400 38,700 38,000 38,000 61,800 60,600

Ｄ24 　　　　〃　　　　500,000円未満 69,000 67,800 53,700 52,700 38,800 38,100 38,100 62,400 61,200

Ｄ25 　　　　〃　　　　600,000円未満 69,500 68,300 54,100 53,100 39,100 38,400 38,400 62,900 61,700

Ｄ26 　　　　〃　　　　700,000円未満 70,100 68,900 54,600 53,600 39,400 38,700 38,700 63,500 62,300

Ｄ27 　　　　〃　　　　800,000円未満 70,700 69,400 55,000 54,000 39,800 39,100 39,100 64,100 62,800

Ｄ28 　　　　〃　　　　900,000円未満 71,300 70,000 55,500 54,500 40,100 39,400 39,400 64,700 63,400

Ｄ29 　　　　〃　　　1,000,000円未満 71,900 70,600 55,900 54,900 40,500 39,800 39,800 65,300 64,000

Ｄ30 　　　　〃　　　1,000,000円以上 72,500 71,200 56,400 55,400 40,800 40,100 40,100 65,900 64,600
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世帯の区市町村民税

保育料表（月額、円）

０～２歳児クラス ３歳児クラス
以上第１子

事業所内保育事業

小規模保育事業A型
小規模保育事業Ｂ型 小規模保育事業C型

家庭的

保育事業

居宅訪問型

保育事業

左のすべて

の事業

居宅訪問型

保育事業

標準 ・ 短

□□33  保保育育料料 （（認認定定ここどどもも園園((２２号号利利用用））)) 

○ 認定こども園（２号利用）の保育料は無料です。

詳細は、学務課幼稚園係へお問い合わせください。電話 03-5984-1347（直通）

※※ 保保育育料料ととはは別別にに特特定定負負担担額額やや教教材材費費、、給給食食費費等等ががかかかかるるここととががあありりまますす。。 

詳詳細細はは各各園園ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 
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８８  よよくくああるる質質問問  

【【１１】】  申申込込みみにに関関すするるこことと    

55 

質問内容 回　答

1 　申込みは早い方が有利ですか？

　申込みの時期により、利用調整上有利または不利になることはありま
せん。ただし早く申込みをした場合、早くから不足書類や不備の案内を
受けることができます。特に4月1次の申込みは、書類を確認するため
の期間を要します。10月中など、可能な限りお早目にご提出いただく
と、比較的早く不足書類や不備のご案内が可能となるため、不足書類の
ご用意等にゆとりをもつことができます。

2
　定員に空きのない保育園等も希望することはできます
か？

　可能です。申込み時点で定員を満たしている場合も、利用調整までに
退園等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。申込み
時点の空き状況にかかわらず、通いたい順番で希望保育園等をご記入く
ださい。

3 　申込み後、希望保育園等を変えることはできますか？

　可能です。申込締切日までに『保育園等利用申込内容変更届』をご提
出ください（P.25参照）。申込締切日を過ぎて提出された場合は、次
の利用調整から反映します。
　なお、電話・ＦＡＸ・メールでは受付けできません。

4 　希望保育園等は多く書いたほうが有利ですか？

　利用調整は希望保育園等ごとに行います。入園後の送迎を考慮し、通
える範囲で、通いたい順番でご記入ください。毎年、自宅から遠いこと
や延長保育が利用できないことなどの理由により、内定を辞退する方が
多くいらっしゃいます。希望保育園等を選ぶ際は十分にご確認ください
（P.33参照）。なお、内定した時点で申込みは失効します。

5

　家庭的保育事業（保育ママ）を希望しています。別冊
「保育園等一覧」に土曜日・延長保育の利用について
「要相談」と書かれている場合がありますが、事前に相
談すれば必ず利用できますか？

　土曜日・延長保育の実施条件について、事前に必ず保育ママにお問い
合わせください。利用の可否は、内定後面接時に決定します。

6
　勤務先に『就労証明書』を依頼しようと思っていま
す。証明してもらうのに時間がかかるものですか？

　勤務先によっては、証明書の発行に時間がかかることがあります。余
裕をもって準備してください。なお、証明書は申込書を提出する月の前
月１日以降に証明されたものをご提出ください。

7
　育児休業給付金支給決定通知書は、２か月に１回送ら
れてくるので複数あります。全部提出するのですか？

　全てを提出する必要はありません。できるだけ直近に発行されたもの
のコピーをご提出ください（令和７年２月利用調整まで）。

8
　申込みに必要な書類がすべて揃わないと利用調整の対
象にならないのでしょうか?

　申込締切日時点で提出されている書類をもとに指数を算定し利用調整
を行います。
　不足書類があっても、『教育保育給付認定申請書兼保育園等利用申込
書①～④』が揃っていれば利用調整の対象になりますが、指数が本来よ
り低く算定されるなど、利用調整上では不利になる場合があります。

9
　病気のため、診断書を提出するつもりですが、病名や
症状のほかに、何か書いてもらうことはありますか？

　家庭で保育ができない状況（可能な限り詳細に）と療養期間の記載を
お願いします。

10
　申込締切日後に家庭状況（住所、家族構成、仕事、保
育状況等）が変わりました。書類の提出は必要ですか？

　申込み後、家庭状況に変更があった場合は、『保育園等利用申込内容
変更届』および関係書類をご提出ください（Ｐ.25～26参照）。
　申込み内容と異なる状況が判明した場合は、内定の取消しあるいは退
園になる場合があります。

11 　窓口が混雑するのはいつごろですか？

　申込締切日直前は混雑しています。
　なお、10月下旬～11月一週目は翌年の4月入園に向けた相談・申込
みが増えるため大変混雑します。時間に余裕をもってご来庁ください
（P.20参照）。

質問内容 回　答

1 　オンライン申請でも書類を添付する必要はありますか？

　『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書①～④』およ
び『育児休業延長許容の申出書（育児休業の延長を許容する方の
み）』は、フォームに直接入力いただきますので、書類を添付する
必要はありません。ただし、保育の必要性を示す書類（『就労証明
書』等）やその他該当する方のみ必要な書類（課税証明書や『在園
証明書』等）は添付する必要があります。

2 　ファイルの添付はどうすればいいですか？

　就労証明書等の提出書類は、申請フォーム内のアップロード画面
で、紙形態で取得した場合はスマートフォン等のカメラで撮影し添
付（アップロード）を、データ等で取得した場合は、該当ファイル
を添付（アップロード）してください。
画像が不明瞭、ファイルが開けない場合は原本の提出を求める可能
性があります。

3 　回答は一時保存できますか？

　フォームの回答は24時間を経過するとタイムアウトとなります
が、一時保存すれば登録したアカウントに基づいて30日間保存され
ます。
マイページの［一時保存中の申請］より該当の申請を選択いただく
か、該当フォームのURLをクリックし、ログインしなおすことで入
力の再開が可能です。自動的に「続きから再開」の表示がされ、
［途中から再開する］を押下いただくことで、入力再開ができま
す。画像や添付ファイルは一時保存されません。ご注意ください。

4
　提出したオンライン申請の控えを確認する方法は
ありますか？

　申請終了後、登録したメールアドレスに受付完了メールが
届きますので、こちらからご確認ください。

【【２２】】  オオンンラライインン申申請請にに関関すするるこことと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【３３】】  利利用用調調整整にに関関すするるこことと    

 

質問内容 回　答

1
　９時から17時までの勤務で、昼休みが１時間ありま
す。何時間の就労になりますか？

　就労先や就労形態等問わず就労時間には休憩時間も含みますので、
８時間の就労となります。ただし、就労時間中に家事・育児を行って
いる場合は就労時間から除きます。

2 　実施基準表にある「常態」とはどのようなことですか？

　就労している期間を通して、一定の就労時間を継続している状態の
ことをいいます。例えば、週５日勤務のうち、３日が８時間の就労、
２日が６時間の就労の場合、週を通して常に就労をしているのは６時
間ですので、６時間が常態となります。

3
　同じ就労日数・就労時間の場合、正社員のほうが有利で
すか？

　保育指数は、就労日数・時間の契約内容と就労実績を基に算定する
ため、雇用形態は利用調整に影響しません。

4
　指数が同点の場合、特別区民税（市町村民税）所得割が
低額の世帯を優先するのはなぜですか？

　保育園等は、保護者に代わって児童を養育する児童福祉法に基づく
福祉施設・事業です。一般的に住民税額（≒所得）が多い世帯は代替
保育先の選択肢が広がることもありますが、少ない世帯であればある
ほど狭まります。こうした観点から、住民税が低い世帯を優先して選
考を行います。

5
　利用希望月の前月23日頃に連絡がない場合、内定しな
かったと考えてよいですか？

　内定連絡の時期はあくまでも目安であり、多少連絡のタイミングが
前後する場合もあります（4月利用調整を除く）。
　また、内定辞退や退園者が出た場合に追加の利用調整を行う場合が
あるため、最終的な結果は利用希望月の前月の最終開庁日に確定しま
す。

6 　自分の指数や順位を教えてもらうことはできますか？

　利用希望月の利用調整終了後（利用希望月の1日以降）からお伝え
することが可能です。保育課入園相談係にお問い合わせください。保
育指数と調整指数、各希望保育園等における順位をお伝え可能です。
　なお、順位については、該当希望保育園等に空きがあり利用調整を
実施した園のみ順位を出すことが可能です。
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質問内容 回　答

12
　保育園の内定が出ましたが、育育児児休休業業のの延延長長をを希希望望
すするるののでで『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』がが必必要要でですす。。内定を
辞退しても『保育利用保留通知書』は発行されますか？

13
　保育園の申込みはしていないのですが、『保育利用保
留通知書』は発行されますか？

　『保育利用保留通知書』は内定に至らず、保留の方を対象にしている
通知書になります。内内定定をを辞辞退退さされれたた方方やや申申込込みみををししてていいなないい方方にに
はは『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』はは交交付付すするるここととががででききまませせんん。。また、ご
提出された申込書の有効期間外についても、『保育利用保留通知書』は
交付することができません。
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８８  よよくくああるる質質問問  

【【１１】】  申申込込みみにに関関すするるこことと    

55 

質問内容 回　答

1 　申込みは早い方が有利ですか？

　申込みの時期により、利用調整上有利または不利になることはありま
せん。ただし早く申込みをした場合、早くから不足書類や不備の案内を
受けることができます。特に4月1次の申込みは、書類を確認するため
の期間を要します。10月中など、可能な限りお早目にご提出いただく
と、比較的早く不足書類や不備のご案内が可能となるため、不足書類の
ご用意等にゆとりをもつことができます。

2
　定員に空きのない保育園等も希望することはできます
か？

　可能です。申込み時点で定員を満たしている場合も、利用調整までに
退園等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。申込み
時点の空き状況にかかわらず、通いたい順番で希望保育園等をご記入く
ださい。

3 　申込み後、希望保育園等を変えることはできますか？

　可能です。申込締切日までに『保育園等利用申込内容変更届』をご提
出ください（P.25参照）。申込締切日を過ぎて提出された場合は、次
の利用調整から反映します。
　なお、電話・ＦＡＸ・メールでは受付けできません。

4 　希望保育園等は多く書いたほうが有利ですか？

　利用調整は希望保育園等ごとに行います。入園後の送迎を考慮し、通
える範囲で、通いたい順番でご記入ください。毎年、自宅から遠いこと
や延長保育が利用できないことなどの理由により、内定を辞退する方が
多くいらっしゃいます。希望保育園等を選ぶ際は十分にご確認ください
（P.33参照）。なお、内定した時点で申込みは失効します。

5

　家庭的保育事業（保育ママ）を希望しています。別冊
「保育園等一覧」に土曜日・延長保育の利用について
「要相談」と書かれている場合がありますが、事前に相
談すれば必ず利用できますか？

　土曜日・延長保育の実施条件について、事前に必ず保育ママにお問い
合わせください。利用の可否は、内定後面接時に決定します。

6
　勤務先に『就労証明書』を依頼しようと思っていま
す。証明してもらうのに時間がかかるものですか？

　勤務先によっては、証明書の発行に時間がかかることがあります。余
裕をもって準備してください。なお、証明書は申込書を提出する月の前
月１日以降に証明されたものをご提出ください。

7
　育児休業給付金支給決定通知書は、２か月に１回送ら
れてくるので複数あります。全部提出するのですか？

　全てを提出する必要はありません。できるだけ直近に発行されたもの
のコピーをご提出ください（令和７年２月利用調整まで）。

8
　申込みに必要な書類がすべて揃わないと利用調整の対
象にならないのでしょうか?

　申込締切日時点で提出されている書類をもとに指数を算定し利用調整
を行います。
　不足書類があっても、『教育保育給付認定申請書兼保育園等利用申込
書①～④』が揃っていれば利用調整の対象になりますが、指数が本来よ
り低く算定されるなど、利用調整上では不利になる場合があります。

9
　病気のため、診断書を提出するつもりですが、病名や
症状のほかに、何か書いてもらうことはありますか？

　家庭で保育ができない状況（可能な限り詳細に）と療養期間の記載を
お願いします。

10
　申込締切日後に家庭状況（住所、家族構成、仕事、保
育状況等）が変わりました。書類の提出は必要ですか？

　申込み後、家庭状況に変更があった場合は、『保育園等利用申込内容
変更届』および関係書類をご提出ください（Ｐ.25～26参照）。
　申込み内容と異なる状況が判明した場合は、内定の取消しあるいは退
園になる場合があります。

11 　窓口が混雑するのはいつごろですか？

　申込締切日直前は混雑しています。
　なお、10月下旬～11月一週目は翌年の4月入園に向けた相談・申込
みが増えるため大変混雑します。時間に余裕をもってご来庁ください
（P.20参照）。

質問内容 回　答

1 　オンライン申請でも書類を添付する必要はありますか？

　『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書①～④』およ
び『育児休業延長許容の申出書（育児休業の延長を許容する方の
み）』は、フォームに直接入力いただきますので、書類を添付する
必要はありません。ただし、保育の必要性を示す書類（『就労証明
書』等）やその他該当する方のみ必要な書類（課税証明書や『在園
証明書』等）は添付する必要があります。

2 　ファイルの添付はどうすればいいですか？

　就労証明書等の提出書類は、申請フォーム内のアップロード画面
で、紙形態で取得した場合はスマートフォン等のカメラで撮影し添
付（アップロード）を、データ等で取得した場合は、該当ファイル
を添付（アップロード）してください。
画像が不明瞭、ファイルが開けない場合は原本の提出を求める可能
性があります。

3 　回答は一時保存できますか？

　フォームの回答は24時間を経過するとタイムアウトとなります
が、一時保存すれば登録したアカウントに基づいて30日間保存され
ます。
マイページの［一時保存中の申請］より該当の申請を選択いただく
か、該当フォームのURLをクリックし、ログインしなおすことで入
力の再開が可能です。自動的に「続きから再開」の表示がされ、
［途中から再開する］を押下いただくことで、入力再開ができま
す。画像や添付ファイルは一時保存されません。ご注意ください。

4
　提出したオンライン申請の控えを確認する方法は
ありますか？

　申請終了後、登録したメールアドレスに受付完了メールが
届きますので、こちらからご確認ください。

【【２２】】  オオンンラライインン申申請請にに関関すするるこことと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【３３】】  利利用用調調整整にに関関すするるこことと    

 

質問内容 回　答

1
　９時から17時までの勤務で、昼休みが１時間ありま
す。何時間の就労になりますか？

　就労先や就労形態等問わず就労時間には休憩時間も含みますので、
８時間の就労となります。ただし、就労時間中に家事・育児を行って
いる場合は就労時間から除きます。

2 　実施基準表にある「常態」とはどのようなことですか？

　就労している期間を通して、一定の就労時間を継続している状態の
ことをいいます。例えば、週５日勤務のうち、３日が８時間の就労、
２日が６時間の就労の場合、週を通して常に就労をしているのは６時
間ですので、６時間が常態となります。

3
　同じ就労日数・就労時間の場合、正社員のほうが有利で
すか？

　保育指数は、就労日数・時間の契約内容と就労実績を基に算定する
ため、雇用形態は利用調整に影響しません。

4
　指数が同点の場合、特別区民税（市町村民税）所得割が
低額の世帯を優先するのはなぜですか？

　保育園等は、保護者に代わって児童を養育する児童福祉法に基づく
福祉施設・事業です。一般的に住民税額（≒所得）が多い世帯は代替
保育先の選択肢が広がることもありますが、少ない世帯であればある
ほど狭まります。こうした観点から、住民税が低い世帯を優先して選
考を行います。

5
　利用希望月の前月23日頃に連絡がない場合、内定しな
かったと考えてよいですか？

　内定連絡の時期はあくまでも目安であり、多少連絡のタイミングが
前後する場合もあります（4月利用調整を除く）。
　また、内定辞退や退園者が出た場合に追加の利用調整を行う場合が
あるため、最終的な結果は利用希望月の前月の最終開庁日に確定しま
す。

6 　自分の指数や順位を教えてもらうことはできますか？

　利用希望月の利用調整終了後（利用希望月の1日以降）からお伝え
することが可能です。保育課入園相談係にお問い合わせください。保
育指数と調整指数、各希望保育園等における順位をお伝え可能です。
　なお、順位については、該当希望保育園等に空きがあり利用調整を
実施した園のみ順位を出すことが可能です。
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質問内容 回　答

12
　保育園の内定が出ましたが、育育児児休休業業のの延延長長をを希希望望
すするるののでで『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』がが必必要要でですす。。内定を
辞退しても『保育利用保留通知書』は発行されますか？

13
　保育園の申込みはしていないのですが、『保育利用保
留通知書』は発行されますか？

　『保育利用保留通知書』は内定に至らず、保留の方を対象にしている
通知書になります。内内定定をを辞辞退退さされれたた方方やや申申込込みみををししてていいなないい方方にに
はは『『保保育育利利用用保保留留通通知知書書』』はは交交付付すするるここととががででききまませせんん。。また、ご
提出された申込書の有効期間外についても、『保育利用保留通知書』は
交付することができません。
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【【４４】】  施施設設やや入入園園後後のの生生活活にに関関すするるこことと  

 

【【５５】】  教教育育・・保保育育給給付付認認定定にに関関すするるこことと  
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質問内容 回　答

1
　求職中のため、教育・保育給付認定通知書の有効期
間は３か月となっていました。同時に提出した利用の
申込書は最長６か月間有効になりますか？

　利用の申込書を最長６か月間有効にするためには、教育・保育給
付認定の再申請が必要です。ただし、申込書『④重要事項確認票
No.１』の11番が確認済みかつ署名があれば、再申請があったもの
とみなします。

質問内容 回　答

1 　保育園等は見学できますか？

　見学の実施状況については事前に保育園等へご確認ください。見学
に代えて、ホームページで紹介や動画配信を行う施設もあります。見
学の有無が利用調整に影響することはありませんが、ご不安な点は見
学またはお問い合わせをおすすめします。

2 　区立保育園の運営業務委託園について教えてください。

　練馬区では、区民の多様なニーズに応えてサービスを充実するため
区立保育園の運営業務委託を進めています。
　令和６年10月現在、区立保育園60園中30園を民間事業者に委託し
ています。
　令和7年度から新たに「旭町」「南田中」保育園を委託します。委
託後は事業者職員による運営となります。

3 　区立保育園と私立保育園に違いはありますか？

　いずれも国の基準を満たした施設ですが、私立保育園は、保育園ご
とに特色のある運営を行っています。事前に保育園にお問い合わせの
うえ、見学することをおすすめします。
　保育料については、区立・私立ともに同じ基準により決定されま
す。ただし、私立保育園によっては、保育料（延長保育料は施設が決
定）とは別に、園服・帽子等の費用などがかかる場合がありますの
で、直接各保育園にお問い合わせください。

4 　自動車やバイクで送迎できますか？
　近隣の迷惑となりますので、ご遠慮ください。
　なお、一部の私立保育園で、駐車場を設けているところもあります
ので、保育園等に直接お問い合わせください。

5 　入園（転園）する際の健康診断は有料ですか？
　保育園等に内定後、医療機関等で健康診断を受診する場合の費用
は、園によって異なります。詳細は各保育園等にお問い合わせくださ
い。

6 　慣れ保育について教えてください。

　慣れ保育とは、入園後、児童が保育園等での生活に慣れるまでの
間、短い保育時間から徐々に保育時間を延ばしていく期間のことで
す。児童の年齢や保育園等により異なりますが、おおむね１～２週間
程度です。なお、入園前に慣れ保育を行うことはできません。

7
　区立保育園で延長保育を利用した場合、夕食はでます
か？

　区立保育園では、19時30分まで（夕①）利用の方には補食（おや
つ程度）、20時30分まで（夕②）利用の方には夕食を提供していま
す。私立保育園や地域型保育事業では施設ごとに異なりますので、直
接お問い合わせください。

8 　保育園等の登園時間は決まっていますか？
　保育園等では、児童の成長に合わせた活動を行っています。集団行
動の場でもありますので、決められた時間までに登園をお願いしま
す。なお、やむを得ない場合には、各保育園等にご相談ください。

9 　食物アレルギーがある場合、対応は可能ですか？

　区立保育園では、食物アレルギー対応が必要と診断を受けた際に
は、医師記載の「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表（国
様式）」、保護者記載の「食物アレルギー対応に関わる申請書」等の
提出が必要です。詳しくは保育園にご相談ください。保育園での食事
は除去または代替食を提供しますが、アレルゲンによっては、家庭か
ら弁当持参となることがあります。その他の保育園等（私立認可保育
園、地域型保育事業）では園ごとに対応が異なりますので、お申込み
の前に必ず各保育園等へ確認してください。
　また内定が出た後、各保育園等で対応できない食物アレルギーが面
接・健康診断で判明した場合、児童の安全が確保できないため、内定
が取消しになる場合があります。そのため、アレルギー対応の可否に
ついて、お申込み前に必ず各保育園等へご確認ください。
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【６】 無償化に関すること 

 

【７】 父母の就労に関すること  

 

58 

質問内容 回　答

1
　無償化の対象になるためには、認定が必要とのこと
ですが、保育園の申込みをする場合も、認定の申請が
必要ですか？

　改めて申請する必要はありません。保育園等の利用申込書は、
『教育・保育給付認定申請書兼保育園等申込書』とあるように、無
償化の対象になるための認定申請が含まれています。

2 　入園した後に、何か申請は必要ですか？
　保育園等の申込みにより認定されているので、申請等は不要で
す。

3 　保育に関する費用はすべて無償となりますか？
　延長保育料や施設から実費として徴収されている費用（通園送迎
費、行事費等）は、無償化の対象外です。

質問内容 回　答

1
　申込み後、転職しました。何か提出する書類はあり
ますか？

　新しい就労先の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類
（離職票等）の提出が必要です。詳細は保育課入園相談係へお問い
合わせください（P.26、32参照）。

2
　現在、育児休業中です。４月に入園した場合、
いつまでに復職しなければなりませんか？

　入園した月の末日までに復職が必要ですので、４月30日までに
復職する必要があります。就労先によっては月の途中からの復職を
認めていない場合もありますので、復職日については、お早めに勤
務先とご相談ください。

3
　４月に入園し、４月17日に復職しました。
『復職証明書』はいつまでに出せばいいですか？

　原則、復職してから１４日以内の提出が必要になります。4月17
日に復職した場合は、５月１日までにご提出ください。
　ただし、会社の都合で書類作成に時間がかかる場合や、連休の影
響で遅れてしまう場合は、可能な限りお早めにご提出ください。
　書類の提出が遅れたとしても、入園月中の復職は必須になります
ので、ご注意ください。

4
　現在、第２子の育児休業中です。第１子だけでも入
園（転園）させたいのですが、申込みは可能ですか？

　申込みは可能ですが、育児休業中の申込みの場合は入園月中の復
職が必要となります。第２子の預け先がないことを理由に復職しな
かった場合、入園・転園（内定）が取消しまたは退園になることが
あります（Ｐ.31参照）。

5 　育児休業給付金の延長について教えてください。
　練馬区保育課では育児休業給付金の延長に関する業務を行ってお
りません。利用申込み前に就労先の担当またはハローワークへお問
い合わせください。

6
　育児短時間勤務を取得する予定で申込みを
しました。何か注意すべき点はありますか？

　育児短時間勤務を取得する場合、取得内容によって算定される指
数が異なります。
　正規（契約）の就労時間とみなして指数を算定するためには、短
縮後の就労時間が１日原則6時間以上あり、かつ、就労日数は短縮
しない必要があります（Ｐ.32参照）。条件を満たさない場合は、
短縮された就労内容で指数が算定されます。

１ 

◆ 令和 7 年４月入園・転園 申込受付期間（詳細は P.15 をご確認ください） 

 

◆ 各月の入園・転園 申込締切日（詳細は P.15 をご確認ください） 

※ ３月は利用調整を行っておりません。 

 

◆ 令和 7 年度クラス年齢表 
 令和 7 年 4 月１日現在の年齢でクラスが決まります。年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。 

  保育園等の０歳児クラスは、入園時点での月齢（日齢）で区分します。 

（例）令和 6 年 12 月 23 日生まれの場合、令和 7 年４月入園では産休明け児ですが、翌５月入園では 100 日以上児になります。 

※ 区立保育園の保育時間は、８か月目の前日までは、８時 30 分から 17 時 00 分の間の８時間を限度としていま

す。一部の私立保育園でも、1 歳の誕生日前日までは、８時 30 分から 17 時 00 分の間の８時間を限度としていま

す。 詳細は、別冊「保育園等一覧」でご確認ください。 

クラス 生年月日 クラス 生年月日

令和3年４月２日～令和4年４月１日
（2021.４.２～2022.４.１）

令和5年４月２日～令和6年４月１日 令和2年４月２日～令和3年４月１日
（2023.４.２～2024.４.１） （2020.４.２～2021.４.１）

令和4年４月２日～令和5年４月１日 平成31年４月２日～令和2年４月１日
（2022.４.２～2023.４.１） （2019.４.２～2020.４.１）

０歳児 ０歳児早見表（下記）参照

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

入園月

R6.11

R6.12

R7. 1

R7. 2

R7. 3

R7. 4

R7. 5

R7. 6

R7. 7

R7. 8

R7. 9

R7. 10

R7. 11

R7. 12

０歳児早見表　　（ 生年月日 ）

産休明け児
（生まれた日を含めて58日以上）

１００日以上児
（生まれた日を含めて101日以上）

６か月以上児
（一部の私立保育園のみ）

８か月以上児

３月の利用調整は行いません。（令和７年３月までは、令和６年度です。）

R6.12.23　～　R7.02.03 R6.08.03　～　R6.12.22 R6.04.02　～　R6.10.02

R6.08.24　～　R6.10.05 R6.04.03　～　R6.08.23 R5.04.02　～　R6.06.02 R5.04.02　～　R6.04.02

R6.09.24　～　R6.11.05 R6.05.03　～　R6.09.23 R5.04.02　～　R6.07.02 R5.04.02　～　R6.05.02

R6.10.25　～　R6.12.06 R6.06.03　～　R6.10.24 R5.04.02　～　R6.08.02 R5.04.02　～　R6.06.02

R6.04.02　～　R6.08.02

R7.02.22　～　R7.04.05 R6.10.03　～　R7.02.21 R6.04.02　～　R6.12.02 R6.04.02　～　R6.10.02

R7.01.22　～　R7.03.05 R6.09.03　～　R7.01.21 R6.04.02　～　R6.11.02 R6.04.02　～　R6.09.02

R7.08.24　～　R7.10.05 R7.04.03　～　R7.08.23 R6.04.02　～　R7.06.02 R6.04.02　～　R7.04.02

R7.06.24　～　R7.08.05 R7.02.03　～　R7.06.23 R6.04.02　～　R7.04.02 R6.04.02　～　R7.02.02

R7.07.25　～　R7.09.05 R7.03.03　～　R7.07.24 R6.04.02　～　R7.05.02 R6.04.02　～　R7.03.02

R6.07.25　～　R6.09.05 R6.03.03　～　R6.07.24 R5.04.02　～　R6.05.02 R5.04.02　～　R6.03.02

R7.05.25　～　R7.07.06 R7.01.03　～　R7.05.24 R6.04.02　～　R7.03.02 R6.04.02　～　R7.01.02

R7.03.24　～　R7.05.05 R6.11.03　～　R7.03.23 R6.04.02　～　R7.01.02 R6.04.02　～　R6.11.02

R7.04.24　～　R7.06.05 R6.12.03　～　R7.04.23 R6.04.02　～　R7.02.02 R6.04.02　～　R6.12.02

　１次受付  令和６年10月１日（火）～ 令和６年11月８日（金）

　２次受付　 令和６年11月11日（月）～ 令和７年２月21日（金）

入園月 入園月

令和6年 11月 令和7年   6月

令和6年 12月 令和7年   7月

令和7年   1月 令和7年   8月

令和7年   2月 令和7年   9月

令和7年   4月 令和7年 10月

令和7年   5月 令和7年 11月

令和７年５月 ９日（金）令和６年 10月10日（木）

令和６年 11月 １日（金）

申込締切日 申込締切日

令和７年６月10日（火）

令和６年11月８日（金）

令和７年  ４月 10日（木）

上記を参照

令和７年７月10日（木）

令和７年 ８月 ８日（金）

令和７年 ９月10日（水）

令和７年10月10日（金）



　　　　     　　　

練馬区 保育課 入園相談係
03-5984-5848（直通）
平日 8時30分～17時15分

令和７年度令和７年度

保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利保育利用用用用用用用用用用用用のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内のご案内
令和７年度

保育利用のご案内

令和６年10月発行（第１版）

　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)　　月　日(火)～～　　月　　月　　月　　月　　月　　月　　月　　月　　月      日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)日(金)　　月　日(火)～　　月   日(金)10 1 11 8
令和　年令和　年令和　年

オンライン申請ができます
簡単で便利な

令和７年４月１次入所受付令和７年４月１次入所受付令和７年４月１次入所受付

©２０１１練馬区 ねり丸

　申込みに関する お問い合わせ　　練馬区公式LINE　

・指数のシミュレーション

　練馬区保育課YouTube　

申込みの流れ等を動画に
まとめています。

ができます。
・AIチャットボットに質問

　空き状況表　

原則毎月３日に更新します。

令和　年令和　年令和　年６令和　年令和　年令和　年６６

〒176-8501
練馬区豊玉北６-12-1 区役所本庁舎10階

©２０１１練馬区 ねり丸

お 問 い 合 わ せ 先 一 覧

保育園、地域型保育事業等の利用申込み 保育課 入園相談係 03-5984-5848

保育の必要性の認定、保育料　 保育課 保育認定係　 03-5984-1479

配慮を必要とするお子さまの保育
（障害児保育）

保育課  保育支援係 03-5984-1491

短期特例保育 保育課  保育サービス推進係 03-5984-1622

認証保育所

各施設へお問い合わせください。
「ねりま区内のほいく情報」をご参照ください。

保育園での一時預かり保育

幼稚園での預かり保育

病児・病後児保育

ファミリーサポート事業
（育児支えあい事業）

練馬区ファミリーサポートセンター 03-3993-4100

乳幼児一時預かり

練馬ぴよぴよ（一時預かり室） 03-6758-0142

光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） 03-5997-7763

大泉ぴよぴよ 03-3925-6716

貫井ぴよぴよ 03-3577-9823

関ぴよぴよ 03-5991-4711

夜間一時保育
（トワイライトステイ）

練馬ぴよぴよ（ひろば室） 03-3993-8200

光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） 03-5997-7763

東京都石神井学園 03-3996-4191

保育園等の新設 保育計画調整課  整備計画担当係 03-5984-4687

保育園の委託 保育計画調整課  調整担当係 03-5984-4512

保育園の民営化 保育計画調整課  計画担当係 03-5984-1219

幼稚園、認定こども園 学務課  幼稚園係 03-5984-1347

練馬こども園 こども施策企画課  こども施策担当係 03-5984-1522

令和６年10月１日現在


